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第 1章 本稿の目的と意義 

 

第 1節 目的 

1.1 本稿における制度概念 

本稿の目的は，人が参入・離脱を行う流動的な集団において，協力が達成さ

れるためのメカニズムを明らかにすることである．先行研究との関係について

は第 2 章で展開するが，具体的な議論に入る前に，本稿における制度や集団の

定義を暫定的に明らかにしてから，本稿の目的について説明を行う． 

本稿では，制度を「他者の行為に関する期待を安定させ，社会的行為の規則

性を生み出す，ルール・信念・規範・組織などのシステム」と定義する．この

定義は，Greif と Aoki の制度論をもとにした定義である．Greif は制度を「(社

会的な)行動の規則を生み出すルール・信念・規範・組織のシステム」(2006: 30)

と定義した．また，Aoki は「ゲームが繰り返しプレイされる仕方の際立った

(salient)特徴に関して共有された予想の自己維持的システム(self-sustaining 

system of shared beliefs)」(2001: 14)と定義した．彼らは，ルールや規範など

の社会的な要素によって，複数の個人の間で行為に関する期待が調整され，規

則的な行動が生み出される側面に焦点を当てている．本稿では彼らの定義を参

考にしつつ分析の焦点を絞っていく． 

まず本稿における制度の根幹に位置するのは，行動の規則性である．ただし，

単なる行動の規則性ではなく，複数の行為者間で，他者の行為に対する期待が

共有され，なおかつその期待の共有によって諸個人が特定の行動をとるように

動機付けられた場合を扱う．したがって，すぐれて個人的な行動の規則，たと

えば朝起きて毎日歯を磨くなどの習慣的な行為は本稿では対象としない．また，

他者の行為に関する期待がない状態で規則的な行動が出現している場合も本稿

の対象外である．あくまで複数の行為者間で行為に関する期待が調整され，行

動の規則性が社会的に表れる場合を本稿では対象とする．また本稿では，複数

行為者間で行動が調整される場面に着目するため，物理的には複数の行動をと

ることが可能にもかかわらず，ある特定の(制度の指定する)行動をとるよう個人

が仕向けられる状況に焦点を当てる．したがって，ただ単に混雑の中，その行

動しかとれないような状況で諸個人がとっている規則的な行動は，ここでは扱

わない． 

関連する諸個人に，特定の行動を規則的にとるように動機付けることのでき
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る共有された予想は，社会的にはルールや規範として存在している場合もある．

明示的であれ暗黙にであれ，他者の行為に関する期待を調整する機能を果たす

社会的な要素が存在する．そのような社会的な要素を Greifにならって制度的要

素と呼ぶ．ルールなどの制度的要素は，社会的に普及することが可能であるた

め，複数の個人のとることのできる(できない)行動を指定し，複数行為者間の行

動の調整を可能にする．また制度的要素は，関連する複数の諸個人の期待を安

定させるものであるため，単一の個人によって変更することは困難である．そ

のため制度は，単一個人の作為をこえた存在であり，個人にとっては社会や集

団から強制的に与えられる外在的なものとして経験され，諸個人は特定の行動

をとるように動機付けられる． 

 このように制度的要素は，諸個人に動機を与えることによって，諸個人が特

定の行動をとることを可能にする．その一方で，制度的要素自体は諸個人の営

為によって作られるという側面を持つ．ルールや規範に動機付けられて各人が

行為した結果，制度の指定する行動の規則性が実現する．さらにこうした行為

の実現が当初の予想を強化・再生産するという側面も持っている．その意味で，

制度は自己維持的性質を持ち，諸個人によって再生産される，とも言える．す

なわち，制度は，個人にとっては外在的に影響を及ぼす一方，諸個人によって

再生産されるという 2 面性を持った自己維持的なシステムである．このように

本稿では制度を，安定した期待によって行動の規則性を生み出す自己維持的な

社会的システムとみなして，その維持や発生に関する分析を行う． 

 

1.2 流動的集団 

 自己維持的なシステムとしての制度が影響を及ぼす範囲にはさまざまな単位

が存在する．地域社会で流布するローカルなものもあれば，国際的に通用する

常識として存在するものもある．また，社会には予想の共有を可能にする社会

的なつながりや特定の組織も存在する．本稿では前者のように社会に流布して

いると思われるルールや規範ではなく，特定の組織に存在する制度を扱う．な

お本稿では組織を，「あるメンバーシップによって区切られた一定の人々を制約

する構造」と広く定義し，組織をルール・境界・関係・人からなるものとして

扱う．組織は独自のルールを持っており，個人の特定の結びつき(地位や役割)

を規定したり，地位に応じた行為を指定したりする．なおこれらのルールは適

用される範囲を明確にしており，境界を形作っている．すなわち，誰がルール



3 
 

に服する人であり，誰がルールに服さなくてもよい人かを明確にすることによ

って，境界(メンバーシップ)が定められている．境界を明確にした組織はメンバ

ーに対して，特定の行為を行うように動機付ける．その一方で，組織それ自体

も人とその行為によって構成されているという側面もある．なぜなら，ルール

や関係の構造だけがあっても人が実際にルールを行使し，地位を占めなければ

組織は機能しないからである．このように，組織は人に制約を与えると同時に，

人によって実現するという 2 面性を持っている．その意味で，制度の 1 つとし

て考えられる． 

 その一方で，冒頭で述べたように本稿では制度を「他者の行為に関する期待

を安定させ，社会的行為の規則性を生み出す，ルール・信念・規範・組織
・ ・

など

のシステム」と定義した．ここからわかるように，組織は制度を構成する制度

的要素の 1 つとしての側面も持っている．つまり，組織は制度であり，なおか

つ制度的要素の一部であるということである．組織は，所属するメンバーから

見ると制度(個人にとっての制約の構造)であり，外から見ると制度的要素(社会

的要素のひとつ)である，という特殊な位置を帯びている．組織が持つこうした

2 面性の持つ意味に関しては，第 2 章の第 3 節およびその後の各論で詳しく展

開する． 

 なお本稿では，組織を構成する人々を「集団」と呼ぶ．さらに本稿ではこの

中でも「流動的な集団」を研究の対象とする．流動的な集団とは，集団を構成

する人々が永続的に所属し続けるのではなく，一時的にしか所属しないような

集団のことである．このような流動的な集団は現代社会では比較的一般的に見

られるものである．典型的には，企業・大学・NPOなどが挙げられる．本稿で

は，このような流動的な集団において協力的な制度が発生し，維持されるメカ

ニズムを明らかにすることが目的である． 

 従来の社会的ジレンマの研究では，人々が協力するためには，長期的な人間

関係を前提として，監視や懲罰が十分に行き届く密な関係が必要だと指摘され

てきた(Ostrom 1990)．また，協力的な制度に必要な制度を設計する際に，誰が

ルール作成に関与するのかは重要な問題であり，メンバーシップの明確さも必

要とされてきた． 

 しかし，流動的な集団はこれらの条件を満たさない．集団に参入する前の既

存のメンバーの過去の情報も知らず，逸脱行動(制度が禁止する行動)をとったと

しても離脱が容易であるため，協力を維持するのが難しいのである．また
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Ostromが指摘するように共有地の管理問題の文脈では，加入や離脱が自由に行

える集団であれば，利害関係者の境界を明確に確定できず，ルールの策定やそ

もそも誰がルールを策定する権利を持つかを定める憲法的ルール

(constitutional rule)の策定も困難になる． 

 さらに流動的な集団においては，情報の問題だけではなく，集団の維持とい

う問題も存在する．なおかつ集団の維持を考えるためには，当の集団だけでは

なく，当の集団が埋め込まれている社会的な文脈も考慮しなければならなくな

る．たとえば，離脱オプションのあるゲームの場合，集団がプレイヤーに提供

する利得を上回る魅力的なオファーが届けば(あるいはそのような期待が発生し

うる状況ならば)，プレイヤーは簡単に離脱するだろう(グレーヴァ 1996,1998)．

最悪の場合は，離脱の前に非協力行動を取り，集団における協力関係を崩壊に

導く可能性もある．逆に，集団が魅力的な財を個人に提供し，なおかつ集団外

の選択肢がそれよりも魅力的ではない場合は，集団に人が参入しつづけるよう

になるだろう．すると，集団規模が次第に拡大し，最初は魅力的だった財が集

団規模効果によって，魅力のない財になってしまう可能性もある(Olson 1965)．

さらにこのとき，集団が供給する財が外部の選択肢よりも魅力的でなくなれば，

集団から人は出て行くだろう．このように，流動性の結果として生じる集団規

模の動的な変化と集団内部での協力行動は密接な関係にあると考えられる． 

 このように流動的な集団の場合，情報・集団外の他の選択肢・集団内の資源

配置とその移動など，閉鎖的な集団よりも考慮しなければならない危険性が多

く，協力を維持することは困難であると考えられる．しかしながら，現代社会

ではこうした協力が維持されにくい流動的な集団においても協力的な制度が成

立している例も存在する．本稿では，そのうちのひとつであるコミュニティ・

ユニオンに焦点を当て，なぜ協力的な制度ができあがったのかを解明する． 

 これに関しては，すでに大林(2013)，Obayashi(2013a,b)や Kandori and 

Obayashi(2014)で扱われてきた．これらの研究ではゲーム理論モデルを用いて，

なぜ流動的な集団でも人々は協力するのか，ということに対して一定の解答を

与えた．前三者では完全情報を仮定したモデルにより，流動性と懲罰の問題に

関して分析を行った．さらに後一者では不完全情報を仮定したモデルを提示し，

懲罰と情報に関わる問題をさらに掘り下げて分析した．これらの研究によって，

流動性に伴う懲罰の方法や情報に関する問題に関しては，新たな知見が提示さ

れた． 
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 しかしこれらの分析においては，世代重複型くり返しゲームが用いられ，基

本的に毎期 1 人加入して 1 人離脱するという仮定を置いていた．そのため，プ

レイヤーの流動性はありつつも，集団の人数が常に一定の状態に保たれている

状態のみを分析していた．たしかにこの仮定は，集団の全体の人数が安定して

いる状況においては有効な仮定だろう．実際に，彼らの扱った事例はその要件

を満たしていた(詳しくは第 3章で紹介する)．しかし，集団の状態が安定してい

ないときはどうだろうか．ユニオンが次第に拡大していく場合や，急に新規の

加入者が減少する場合など，集団の状態としてあり得るのは安定状態だけでは

ない．上でも指摘したように，流動的な集団では人の出入りがあり，加入と離

脱のバランス次第では集団の状態が定まらないこともあり得るのである． 

 したがって本稿では，流動的な集団に関わる論点のうちで，上記の先行研究

が扱っていない「集団規模の変化」という側面に焦点を当てる．具体的には，

組織(制度)を構成する一部である集団の人数が変化したときに，人々の期待や行

動がどのように変化するのか，を明らかにするということである． 

 また，集団規模の変化が制度にどのような影響を与えるのかという問題だけ

ではなく，逆に制度が集団にどのような影響を与えるのかという点も重要であ

る．上で述べたように，集団規模が拡大することによって当初は魅力的だった

財が魅力的ではなくなり，集団から人が出て行くということが，流動的な集団

では起こりえる．この例における財とは，制度(行動の規則性)の結果，生み出さ

れたものである．つまり，制度の帰結が集団の状態に影響を及ぼすことがあり

得るということである．このように本稿では，集団と制度の相互規定的な関係

に着目しつつ，流動的な集団において集団規模の変化が協力の制度にどのよう

な影響を及ぼすか，また逆に協力の制度は集団の発展・衰退にどのような影響

を及ぼすのか，を明らかにすることが分析の目的である． 

 

第 2節 方法 

そのための方法として本稿では，まず事例を調査し，それを数理モデル化し

て分析するという方法をとる．具体的には，まずコミュニティ・ユニオンにつ

いての経験的な調査を行い，次にその調査をもとにしてゲーム理論によって分

析を行う．経験的調査に関しては，筆者が 2009 年 4 月から 2014 年 10 月の期

間，8 つのコミュニティ・ユニオン(東京東部労組，ふれあい江東ユニオン，す

みだユニオン，東京管理職ユニオン，東京ユニオン，シニアユニオン，派遣ユ
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ニオン，ネットワークユニオン東京)に対して，聞き取り調査を行っている．聞

き取り調査では，各ユニオンの事務所で専従のスタッフと一般の組合員に対し

て半構造化インタビューを行ったり，争議に帯同して観察を行いつつ，参加者

に聞き取りを行ったりした．また，組合に関する資料の提供を受けたものもあ

る．事例に関してはこれらの聞き取り調査や資料をもとにコミュニティ・ユニ

オンの特徴を整理する．このような聞き取り調査や資料をもとに，各ユニオン

の中で，人々がどのように行為しているのか，あるいは合同争議において，ど

のような動機を抱いて参加(不参加)するのかを明らかにしていく．  

次に，調査で得たデータをもとにして，ゲーム理論による分析を行う．ゲー

ム理論を用いることは，自己維持性を持った制度を分析するには適している．

なぜなら，制度の自己維持性は，複数行為者間の期待の安定性によって成り立

っており，これはゲーム理論における均衡概念として表現できるからである．

ゲーム理論を用いることによって，制度が自己維持的な性質を持ちうる条件，

すなわち均衡になる条件を，明らかにすることができるのである． 

また，ゲーム理論にもとづいた分析によって，事例調査に基づいた考察だけ

では，明らかにすることが難しい隠れたメカニズムを明らかにすることができ

る．なおここでは Bunge(1997)を参考に，メカニズムを「ある現象を生起させ

る社会的なプロセス」と簡単に定義しておく．彼は，多くの社会学者がメカニ

ズムを分析的あるいは経験的な領域に存在すると想定しているのとは異なり，

メカニズムを実在の領域に存在するものと想定しているが，ここではメカニズ

ムの存在論的な資格はさしあたって重要ではないし，実在論にコミットする必

要もない．しかし，重要な点は，メカニズムは必ずしも経験的な(観察可能な)

領域に存在するわけではないということである．すなわち観察だけではメカニ

ズムには到達できる保証がないのである．それに対してゲーム理論は社会的な

変数間の観察不能な結びつき(プロセス)を分析的に再構成することを可能にす

る．特に制度分析にとって重要な，社会的な変数(ゲーム構造)と複数行為者間の

期待の安定性との観察不可能な関連を，数学という演繹的な体系を用いて正確

に明らかにすることができるのである． 

本稿における制度の重要な要素は，制度的要素(社会構造)と行動の規則性の関

連である．つまり制度的要素がいかにして行動の規則性を生み出すか，という

ことが本稿の重要な分析である．したがって，経験的調査とゲーム理論による

調査は目的に即している．まずは前者によって，社会構造や関連する観察可能
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な要因の存在を明らかにする．次に後者によって観察不能なメカニズムを明ら

かにする．ゲーム理論的な分析は，メカニズムに関する正確な分析を可能にす

るが，社会的な変数の存在を明らかにすることはできない．そのため，社会に

存在する制度の分析を行うには，経験的な調査を必要とするのである． 

 

第 3節 意義 

 本稿の意義は，学問的には 3点挙げられる．1点目は，流動的な社会関係にお

ける協力のメカニズムを明らかにすることである．大林(2013)でも指摘されてい

るように，これまでの制度研究は主に長期的で固定的な関係に焦点を当ててき

た．その代表例は Ostrom である．彼女は，世界中に存在する共有地の管理問

題を扱ってきたが，彼女が想定していたのは主に成員の入れ替え(流動性)のない

地域コミュニティであった．経験的一般化に基づいて提唱した共有地の設計原

理(design principles)を見ても分かるように，成員が固定されていることは利害

関係を明確にし，ルールを策定するのに重要な要素となっている．一方で本稿

では，成員の入れ替えがある環境において協力的な制度が発生し，維持される

メカニズムを解明することを試みる．それによって，社会的ジレンマ研究に流

動性という知見を組み込むことができる． 

 本稿の学問的な意義の 2 点目は，集団と制度の相互規定的な関連を明らかに

する点である．1点目で，制度研究は主に固定的な関係に焦点を当ててきたと述

べたが，ゲーム理論や進化ゲーム理論を中心として流動的な関係における協力

の問題自体は扱われている．これらの研究では，主にランダムなマッチングと

対戦履歴による関係の解消という形でプレイヤーの流動性を扱っている．しか

し，これらの多くの研究では集団規模の動的変化と協力の関係が明らかではな

い．七條(2007)が指摘するように，進化ゲームを用いた Ghosh and Ray(1996)

や Kranton(1996)の研究では，マッチングパートナー変更の前後でプレイヤー

の分布が変化しないという仮定が用いられている1．そのために，集団の状態(プ

レイヤーの分布)が固定された状態での分析となっており，集団が動的に変化す

るという問題は十分には扱われていない．一方で，進化ゲームではなくシミュ

レーションを用いた林(1993)や Hayashi and Yamagishi(1998)ではパートナー

変更の前後のプレイヤーの分布の変化を扱っている．しかし，戦略のトーナメ

                                                   
1 近年の研究ではさらに Fujiwara-Greve and Okuno-Fujiwara(2009)および

Fujiwara-Greve et al.(2012)の研究もあるが，これらの研究は基本的に Krantonの用いた

仮定とほとんど変わらない． 
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ントや 2 者間関係という限定的な状況での分析にとどまっており，分析の射程

は限定的である2． 

一方で本稿では，集団と制度の動的な相互規定関係を扱う．この相互規定関

係に関しては近年，組織研究の分野で部分的に行われている．Padgett and 

Powell(2012)では，両者の関係を分析するための重要な概念として，自己触媒

作用(autocatalysis)という概念を提示した．この概念は，化学の分野の概念であ

るが，それを組織研究に応用したものである．自己触媒作用とは，化学反応の

結果として生まれた物質が，今度は触媒として，それを生み出した化学反応を

促進するというフィードバック関係のことである．彼らは，企業が生産活動を

行う組織であると同時に，その生産活動の結果生み出された資本や技術によっ

て維持される存在であることに着目した．特に第 3 章では，企業の生産活動と

技術の共進化を扱い，企業の盛衰と技術の刷新の関係を明らかにするモデルを

提示している． 

本稿で扱う集団と制度の相互規定関係は，彼らの自己触媒作用という概念と

類似している．集団は，個々の人々にとっては特定の行動や期待の成立を可能

にする前提である．一方で，制度は相互作用や相互期待の結果として成立する

行動の規則性として存在している．すなわち，相互作用の前提である集団がい

かにして行動の規則性を生み出すか，ということだけでなく，成立した行動が

いかにして当の行動の前提である集団を生成するか，というフィードバック関

係を明らかにするというのが本稿の目的であるといえる．つまり本稿では，相

互作用の前提と相互作用の帰結の相互規定関係を扱うということである． 

上に示した AokiやGreifでも制度の自己維持性という点が強調されていたが，

あくまで期待の強化という意味で言われていた．むしろ本稿では期待だけでは

なく，ある意味で物質的な集団(人々の集合体)との関係を扱う．したがって本稿

は，Padgett and Powellの提示した枠組みを応用し，制度研究のこれまで十分

に扱ってこなかった相互作用を可能にする場とその帰結という関係を明らかに

するという意義を持つ． 

本稿の学問的意義の 3 点目は，理論と経験的な現象を結びつけるという方法

論に関するものである．ゲーム理論のような理論志向的な研究は，数学的に協

力の条件を明らかにするため，得られた知見は正確で一般性も高い．しかしな

                                                   
2 Ghosh and Ray(1996)やHayashi and Ymagishi(1998)から Fujiwara-Greve et al.(2012)

に至るマッチングのある 2者間ゲームの流れについては，Obayashi et al.(2014)に詳細なレ

ヴューがある． 
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がら，ゲーム理論で明らかにすることのできる具体的な戦略には限りがあると

い問題もある．たとえば，ゲームの再帰的(recursive)な構造に着目すれば，均

衡戦略を特定せずに，均衡利得の範囲を機械的に特徴づけることができる

(Abreu, Pearce and Stacchetti 1990)．そのため，ゲーム理論の研究が進んでも，

必ずしも人間の行動(戦略)に関する知識が増えるとは限らない．一方，ゲームが

複雑になり再帰的な構造を有しなくなれば(たとえば不完全情報私的観察ゲー

ム)，1 期逸脱の定理が使用できなくなるため，均衡の一般的な証明は極端に困

難になり，均衡戦略の発見は難しくなる．このように，ゲームが複雑になるほ

ど，理論的に均衡戦略を見つけていくのは困難になっていくのである． 

また，理論的に戦略が見つけられたとして，その戦略が現実に妥当するとい

う保証はないという問題がある．基本的にフォーク定理は，個人合理性を満た

す利得を与える戦略のうち，どのような戦略が均衡になるかを明らかにするも

のであるが，均衡として成立するものは無数に存在する．そのため，均衡とな

りうる戦略のうち，現実にはどれが実際に見られる行動であり，またどれが現

実に機能するのかはわからないのである． 

それに対して本稿では，経験的な調査を組み合わせることによって，ゲーム

理論に関わるこれらの問題を克服することを試みる．具体的には，現実に観察

される社会的な要因をゲーム構造に組み込んだり，人々の実際の行動を戦略と

して定式化したりすることによって，発見と妥当性に関する問題を補完する．

このように本稿では，理論と経験を組み合わせることにより，現実に作動する

メカニズムを解明することに寄与しうる． 

 さらに，本稿における社会的な意義には次の 2点があげられる．1つ目は，社

会関係が流動化しつつある現代社会における人々の行動を理解するのに重要な

知見を提示しうるという点である．2つ目は労働運動，特にコミュニティ・ユニ

オンを舞台とした社会的労働運動がいかにしたら社会を改善することができる

のか，という点に関して知見を提供しうる点である(鈴木 2005)． 

 1点目に関しては，1.2 節で指摘したように，現代では企業や大学のような流

動的集団が多くみられる．したがって，人間関係が流動化しつつある現代社会

において，いかにして人々が協力しあうことができるのかということを解明す

ることは社会的に非常に重要なテーマである．また，流動的集団は 2 者間のラ

ンダムマッチングのような確率に大きく依存しているというよりも人々の意図

的な活動によって集団の編成がおこなわれると考えられる．したがって，個人
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の意図的行為を基本概念として，集団と制度の関係を分析することで，現代社

会の重要なテーマについて応用可能な実践的な知見をもたらすことができる可

能性がある． 

 また 2 点目については，コミュニティ・ユニオンは社会的労働運動の担い手

になりうるとの指摘がある．社会的労働運動とは，簡単にいうと新しい社会運

動の労働組合版である．新しい社会運動は 1960年代末以降，マイノリティやジ

ェンダーなどそれまで社会の周辺的とみなされていた「新しい中間階級」(Offe 

1985)を主な担い手として発展した．その一方で労働組合はむしろ旧体制に内在

した存在として，社会変革の主な担い手とはみなされなかった．しかし 90年代

に入り，労働組合自体の組織的変化やコミュニティ・ユニオンの台頭によって

再び社会運動の担い手として注目されるようになった．鈴木をはじめとした労

働組合研究者は，コミュニティ・ユニオンがマイノリティやさまざまな社会運

動体と連携して運動を行う中心的役割を果たしうるものとして期待を寄せてい

る． 

このような期待を集めつつも，第 3 章で論じるようにコミュニティ・ユニオ

ンは組織的な基盤が脆弱であり，まとまった活動を行うことが困難であるとい

う問題点を抱えている．本稿では，コミュニティ・ユニオンの集団生成や協力

に関する問題を分析することよって，従来はその重要性や問題点が指摘される

にとどまっていたコミュニティ・ユニオンの潜在的な能力を明らかにすること

ができる． 

 

第 4節 本稿の概要 

 本稿の概要を説明する．まず第 2章で，本稿で扱う「制度」「制度変化(発生)」

「集団」などキーとなる概念が，これまでの研究でどう扱われてきたのかをレ

ヴューする．そのことを通じて先行研究で用いられてきた概念と本稿で用いる

概念との違いや分析上の違いを明らかにする．第 3 章では，本稿で具体的に扱

う流動的な集団について説明を行う．具体的には，労働組合の一種であるコミ

ュニティ・ユニオンを扱う．これらに関して，既存の研究や筆者が調査によっ

て収集した聞き取りデータや資料をもとに特徴を整理する．そのうえで，本稿

のテーマである制度の変化と集団規模の変化に関するエピソードを紹介し，リ

サーチクエスチョンを提示する．先回りになるが，そこで提示するのはネット

ワークユニオン東京において外生的な集団の変化(ユニオンへの加入人数が激
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減)した例と東京管理職ユニオンにおける協力的な制度の発生の例である．こう

した集団の変化と制度の変化に関する例を具体的に 2 つ扱い，ゲーム理論的に

分析することによって，制度と集団の関係についての理論的知見を明らかにす

る． 

 そのため，集団の人数が動的に変化するゲームの分析を行う必要がある．第 4

章・第 5 章では，こうした集団の人数が動的に変化する状況をゲーム理論によ

って分析するための数学的な準備を行う．具体的にはコミュニティ・ユニオン

でも観察された「集団評判効果」を導入して集団規模が動的に変化するゲーム

を提示して分析を行う．ここでは直接，コミュニティ・ユニオンの説明をする

ためではなく，ゲーム理論的に定式化する準備を行うために，ベーシックな公

共財ゲームを用いた分析を行う．それによって集団規模が動的に変化する場合

のメカニズムや数学的な特徴を明らかにする． 

 これらの準備を行った後，次に第 3 章において提示したリサーチクエスチョ

ンに答える．第 6 章では，ネットワークユニオン東京における外生的な集団の

変化と制度の変化に関する分析を行う．具体的には，ネットワークユニオン東

京では新規加入者数がある時期から激減したのにも関わらずなぜ，協力的な制

度を維持することができたのかを明らかにする．そして第 7 章では，東京管理

職ユニオンにおける協力的な制度の発生に関する問題を扱う．ここではユニオ

ン設立当初の組合員の少ない状態からいかにして協力的な制度を軌道に乗せる

ことができたのかという問題に答えるために，第 4・5章で提示した動的ゲーム

を応用したゲーム理論モデルによって分析を行う．最後に，これらの分析を通

じて明らかになったことを第 8章でまとめる． 
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第 2 章 集団の変化と制度変化 

 

 本稿の目的は，集団規模の動的変化と制度の変化の関係を理論的に明らかに

することである．そのために本章では，まずキーとなる「制度」「制度変化」「集

団(組織)」などの概念が既存の研究でどのように扱われてきたのかを整理する．

そのうえで，本稿での定義が既存の研究とどのように異なっており，どのよう

な分析上の利点を持つのかを明らかにする． 

 

第 1 節 制度 

 Durkheim は，制度を「集合体によって制定されたあらゆる信念や行為様式」

と定義し，社会学は制度の発生と機能を研究する学問とした (Durkheim 

1895=1978: 43)．制度は社会を取り巻く基礎的な概念とされ，社会学だけでは

なく，経済学や政治学において数多くの研究がこれまでなされてきた．河野

(2002)によると，これらの研究は大きく「経済学的制度論」と「社会学的制度論」

に分けられるという．これらの研究では，制度をどのようなものと見なし，何

に焦点が当てられてきたのだろうか．両者の制度論を順に見ていくことにする． 

 

1.1 経済学的制度論 

 河野によると経済学的制度論は，制度を「アクターの行動に課されるパタン

化された制約」(2002:13)とみなしているという．もう少し細かく見ると経済学

的制度論は，主にルールとしての制度と均衡としての制度の 2 つに分けられる

(Greif and Kingston 2011)．ルールとしての制度観は主に，North，Ostrom，

歴史制度学派をさし，均衡としての制度観は主に，Aoki，Greif，Calvert，Hayek

らをさしている．これらの制度観はともに，制度を，個人を(内的・外的に)拘束

し，行動に一定の指針を与えて，特定の行動に導くものと考えている．制度は

フォーマル・インフォーマルなルールから構成され，個人がこれらのルールに

反した行動をとった場合，その個人に対して懲罰が行われることで，個人の行

動を特定の範囲におさめるのである．ルールとしての制度観も均衡としての制

度観も大枠では一致しているように見える．しかし，両者は細かい点で異なっ

ているため，順を追って整理していくことにする． 
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1.1.1 ルールとしての制度観 

 ルールとしての制度観に分類されるのは，取引費用経済学の Williamson，

Coase，North，さらに共有地研究者の Ostorm である．Williamson は「新制

度派経済学」の命名者であり(1975:1)，取引費用という概念を経済学に導入した

重要な研究者のうちの 1 人である．彼は，そもそもなぜ企業が存在するのかと

いう根本的な問いを立て，市場に取引費用が存在するからこそ企業という組織

体が必要になる，と考えた．取引費用とは，情報を集約するさいに発生する費

用のことであり，交換されるものの有用な属性を測定する費用や市場における

財の適正価格を探索する費用からなる，とされる．新古典派経済学では，完全

情報に基づいた経済人が仮定される．しかし，実際の人間は不完全な情報に基

づいて限定合理的に行動するため，取引費用の問題が発生するのである．取引

費用が存在するために，個人は各自でこの費用を負担するのではなく，より効

率的に生産と取引をコーディネートする企業に自発的に組織されていくとされ

る．すなわち Williamson にとって，制度とは不確実性を削減し，取引をコーデ

ィネートする制約構造(governance structure)としての企業を表しているので

ある． 

さらに，Williamson の取引費用の概念を用いて独自の制度論を展開した

North は制度を次のように定義した． 

 

(制度は)社会におけるゲームのルールである．あるいはより形式的に言

えばそれは人々によって考案された制約であり，人々の相互作用を形作

る．(1990: 3-4; 括弧内筆者) 

 

ここからわかるように，彼の考えた制度は，簡単に言うと，人々の相互作用

を形作るルールなどの社会構造である．それは，日常生活に構造を与えること

によって不確実性を減少させる機能をもつものとされる．また制度はフォーマ

ルなルール・インフォーマルなルール・執行(enforcement)からなり，個人が行

うことのできる行動と禁じられている行動を指定し，仮にそれに従わなかった

場合は懲罰を施すことで相互作用を安定させる．こうしたゲームのルールとし

ての制度を，ゲーム理論的に彼は「個々人の選択集合を定義・制限する」もの

であると表現している．なお，このようなゲームのルールとしての制度をゲー

ム理論的にさらに詳細に表現すると，制度は外生的に定義する変数や関数にあ
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たる(Hurwicz 1996)． 

インフォーマルなルールとは，慣習や文化，規範やイデオロギーをさす．こ

れらは，諸個人が情報を処理して利用する方法を定義するものであり，諸活動

を行う際の枠組みを提供する役割を担っているとされる．一方で，フォーマル

なルールは，憲法や法律などの明文化された規則のことを指している．インフ

ォーマルなルールとフォーマルなルールの違いは程度の違いとされ，どちらも

人々が行ってよい行為と禁じられている行為を指定する制約として機能する．

しかし，ルールが存在するだけではそれが守られる保証はない．そのために執

行(懲罰)が必要とされる．このように North によると，ルールと執行によって

人々の行動を一定の範囲に収め，行動と期待の安定性をもたらす社会構造が制

度であるとされるのである． 

 このように North は制度をゲームのルール，すなわち人々に課される制約と

考えているが，もうひとつ重要な点は，上の引用部分でも示されているように，

制度が意図を持って創造されるという点である．上の引用とは別の箇所でも，

制度は「新しいルールを考案する交渉力をもった人々の利益に役立つように作

られている」(1990：20)とも述べられている．たとえば，所有権(自分自身の労

働と自分がもつ財・サービスを個々人が占有する(appropriate)権利(1990: 44))

という制度は，関係者の間での取引費用を下げることができる．所有権が保護

されなければ商取引は基本的に不確実性を伴うが，国家が企業の所有権を保護

する制度を確立すれば，個々の企業は取引費用を削減することができる．一方

で所有権を保護する国家は，利潤を上げた企業から税金を徴収することで，財

政の最大化を図ることができる．そのために国家は所有権制度を確立するので

ある．このように，アクターの利潤最大化の意図に基づいて制度が確立される

のである． 

 さらに，世界中の共有地に存在する管理ルールを調査してきた Ostrom は，

共有地管理研究の文脈から，制度を重層的なルールの構造として下記のように

定義した． 

 

(制度は)ルールの束であり，それは，討議の場(arena)において誰が意

思決定に参与できるのか，どのような行為が認められたり禁じられたり

するのか，どのような集合的ルールが採用されるのか，どのような手続

きが取られるのか，どのような情報が共有されたりされなかったりする
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のか，行為に応じてどのように財を配分するのか，などを決定する．

(Ostrom 1990: 51; 括弧内筆者) 

 

この引用部分では明確に述べられていないが，ルールの束とは，ワーキング

ルール・集合的決定ルール(collective-choice rule)・憲法的ルール(constitutional 

rule)の 3 つの層をなしている重層的なルールの束であるとされている．ワーキ

ングルールとは実際に共有地を管理する際に使用されるルールのことで，監視

や懲罰の仕方を定めたものである．また，このワーキングルールは，より高次

の集合的決定ルールと憲法的ルールによって定められる．もっとも基礎的なル

ールが憲法的ルールであり，そもそも誰がルールを決める権限があるのかなど

を定めている．一方の集合的決定ルールは，どのような手続きに基づいて権利

保有者がワーキングルールを決定するのかなどを定めている． 

このような重層的なルールの役割は，共有地を持続可能な仕方で管理するた

めのものである．そのための直接的な管理ルールがワーキングルールであり，

共有地をどのように利用するのか，どのような道具を使ってどれだけの量の収

穫が認められるのか認められないかを定めている．ルールは，利用者みなに共

有され，認められる行為と禁じられた行為を規定することで，行動を一定の範

囲に収め，行動と期待の安定性をもたらすのである(Ostrom 2005: 18)． 

この点は，先に見た North のいう行動の安定性をもたらすためのルールとい

う枠組みと同じである．また，ルールの決定は個人が意図的に行うものだとさ

れる点でも同じである．彼女は，いかにして持続可能な形で共有地を共同で管

理するのか，という課題に対処するために，問題解決志向的な個人が設計する

ものが制度である，と考えている．その結果，政府による管理でも個人による

分割でもなく，利用者同士で自発的に共有地を管理するルールが各地に創造さ

れていると主張するのである． 

したがって，ルールとしての制度観の特徴として次の 2 つが挙げられる． 

1 つ目は，制度は個々人の行動を制約するルールなどの社会構造であるという点

である．ルールや規範は，個々人の行為や他者に関する期待を安定させる制約

として機能するものであり，仮に逸脱が生じた場合は，懲罰などの強制力によ

って人々の行動や期待を一定の範囲に収めることができるものだとされる．さ

らに 2 点目として，そのような社会構造は，ある目的や意図に従って創造され

る意図的な構築物と見なされている，という点が挙げられる． 
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1.2 均衡としての制度観 

 均衡としての制度観は，主にゲーム理論や進化ゲーム理論の研究の分野で採

用されてきた．たとえば代表的な研究者をあげると，この立場には

Calvert(1995)，Young(1998)，Schotter(1981)，Kandori, Mailath and Rob(1993)

などがいる．これらの研究者は，制度をゲームにおける均衡ととらえている．

たとえば，Calvert は端的に「制度とはある種の均衡に与える名前にすぎない」

(1995:22-23)と述べている．また，Young も，「制度は相互作用の結果，期待と

行動があるパタンを生み出したときに発生する」と述べている(1998: ⅵ)．さら

に，Schotter はやや詳しく社会制度を「ある再帰的な状況Γにおいて，母集団

P のメンバーの規則的な行動 R を制度とする」(1981: 11)と定義しており，さら

にこれに共有知識に関する条件を付け加えている． 

 このように，均衡としての制度観を採用する研究者は，ゲームの均衡として

成立する期待や行動の規則(戦略)を制度とみなしている．こうした制度観に基づ

き，ゲーム理論の研究者は，どのような戦略が均衡になり，またその均衡がど

のような条件やゲーム構造のもとで達成されるかを分析してきた．また進化ゲ

ーム理論であれば，均衡がどのような進化的な力(模倣，突然変異，学習)によっ

て達成されるかが分析されてきた． 

 さらに均衡としての性質から，安定した期待や行動の規則は自己実現的

(self-enforcing)な性質を持つとされる．ナッシュ均衡とは，プレイヤー全員がそ

の行動をとっているときに自分だけが違う行動をとっても利得を改善できない，

ということがプレイヤー全員に当てはまる状態である．そのため，ある行動が

均衡であれば，みながその行動をとっている場合，そこから逸脱する誘因がな

い．仮に逸脱した場合，調整ゲームであれば，他者と違う行動をとることによ

って利得は下がる．囚人のジレンマゲームの場合， Fudenberg and 

Maskin(1986)のトリガー戦略のように，懲罰を受けて利得は改善されない．す

なわち既存の行動がそれに同調する行動を生み出すという調整機能を果たして

いるがゆえに，制度は自己維持的な性格を持っているとされる． 

このように，経済学的制度論では，それがルール(ゲームのルール)であるかゲ

ームの結果(均衡)であるかの違いはあるが，制度はアクターに課された制約であ

り，人々の期待や行動を調整するという性質を持っているとされているのであ

る． 
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1.3 社会学的制度論 

 河野によれば社会学的制度論は，制度を「アクターの現実理解や行動を意味

付けるもの」とみなしているという(河野 2002:33)．さらに Scott の分類によれ

ば，社会学的制度論は 3 つの重要な柱が存在する．1 つ目は Merton や Selznick

らを中心としたコロンビア学派，2 つ目は，Thompson らを中心としたハーヴァ

ード学派，3 つ目は March や Olsen を中心としたカーネギー学派である． 

 1 つ目のコロンビア学派は，Weber の官僚制組織の研究に影響を受けた学派

であり，組織研究と密接に結びついている．この学派は，公式組織の分析を中

心に据え，その合理的(目的的)な組織活動がどのようにして生まれ，いかなる帰

結をもたらすかということを研究したのが特徴である(Merton 1952)．しかし

Merton は，公式組織の合理的な活動のみに着目したのではなく，その合理的な

活動が，次第に価値・規範的な秩序を生み出していくという非合理的な帰結(官

僚制の逆機能)に着目した．Merton の提示した，組織の合理性とそこから生じ

る価値という枠組みは，この学派で重要な位置を占めることになった． 

 このような組織の価値的な側面と制度理論をより明示的に結びつけたのが，

Selznick である．彼は TVA 研究を通じて，合理的機構としての組織が社会的圧

力への適応として，不可避に価値を獲得しいく過程を明らかにした(Selznick 

1948: 25)．このように，組織が社会的環境から価値を吸収していく過程が制度

化であり，制度化の過程を通じて独自性(identity)を獲得した組織が制度である，

とされる(1957: 39-40)．さらに Selznick の弟子である Stinchcombe もこのよう

な一連の研究に影響を受け，制度の価値的な側面を重視し，制度を「何らかの

価値や利害にコミットした個人の織りなす構造」(1968:107)であると定義した．

したがって，Merton，Selznick，Stinchcombe の研究に見られるように，合理

的な組織の実証分析をもとに，組織(制度)の価値的な側面の重要さを明らかにし

たのがコロンビア学派制度論の特徴だとまとめることができる． 

 2 つ目のハーヴァード学派は，Parsons の制度論に影響を受けたものである．

Parsons は，制度の主観的な側面を強調し，制度の根幹に共有された究極の価

値システム(ultimate common value system)を据えた．究極の価値(ultimate 

value)とは目的—手段図式の極北に存在するもので，いかなる場合も手段とはな

らないものをさしており，これなしには社会の秩序は成り立たないとされる．

このような共有された究極の価値のもとに秩序付けられた規範のシステムが制

度であると主張される(Parsons 1990)． 
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彼の主張する主意主義的行為理論において，制度は個人の行為に影響を与え

る条件としての重要な位置を占める．規範のシステムとしての制度は，組織や

その活動に正統性を付与し，人々がそれに従うための動機を引き出す．その動

機付けの方法には 2 つある．まず制度は，個人に道徳的な義務感を感じさせる

ことで，規範の遵守を促すとされる．この段階では，個人は合理的な計算に基

づいた意思決定ではなく，規範を遵守するかどうかという道徳的な判断を下す．

しかし，個人は基本的に自由な存在であり利害関心に基づいて逸脱することが

ありうるため，道徳観だけでは規範の遵守は達成されない．そのため，逸脱し

た場合に個人を規範に従わせるための制裁が必要であるとされる．このような

道徳観と制裁によって個人は規範に従うようになり，社会の秩序は達成される，

すなわち価値が達成されるのである．それゆえ Parsons の主張する制度は，究

極の価値システムのもとに整合的に存在する規範と制裁のシステムであり，社

会秩序の重要な側面を担うのである．この制度論はその後，組織分析に応用し

て理論的に展開されるようになった(Thompson 1967)．Parsons らの制度観も

基本的にコロンビア学派と同様に制度の価値・規範的な側面を強調したもので

ある．しかし，コロンビア学派が具体的な組織の実証分析を中心に据えたのに

対し，Parsons らは優れて理論的に制度論を展開したというのが両者の主な違

いである(Scott 2008:24-25)． 

 3 つ目のカーネギー学派は，経営行動に関する研究を行った Simon や March

らを嚆矢とする一派である(Scott 2008:25)．彼の理論は基本的に，経済学の枠

組みに対する反動という側面を強く持っている．新古典派経済学の仮定する完

全な合理性に対して，「限定合理性」を提示した．さらに踏み込んで，彼らは，

個人は既存の価値観や認知図式，さらにはルールやルーティーンに従う存在で

あり，個人はまさにそれゆえに合理的に行為することが可能となるとの見方を

示した．このような実践的合理性(practical reason)に従って行為する個人は，

シンボルや意味を交換しながら，状況に関する定義を獲得し，相互行為が可能

になるとされる． 

こうした意味やシンボルについて，社会学では，Garfinkel(1963)や

Sacks(1984)をはじめとしたエスノメソドロジーやBerger and Luckman(1967)

などの現象学的社会学が議論を展開した．彼らは，いかにして状況を定義する

か，いかにして直面した状況を当然のものとして受け入れるか，という認知的・

文化的な側面に焦点を当てた．エスノメソドロジーの創始者である Garfinkel
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は，状況を定義する基礎的ルールの共有(彼の用語法では「信頼」)が他者の行為

に関する期待を安定させ，構成的秩序が成立しうると考えた．また，Berger and 

Luckman は端的に，共有された行為の類型の束が制度であると述べている

(1967: 54)．類型化された行為が内面化・外在化・客観化というプロセスを経る

ことによって，諸個人を超越した「社会的な現実」として経験されるようにな

る．このように制度は，直面した状況を当然のものとして受け入れることを可

能にし，行為者間での期待の安定をもたらすことができるとされる． 

上記の研究に影響を受ける形で，1970・80 年代の社会学における制度研究に

これらの研究に影響を受けた DiMaggio and Powell(1983)，Meyer and 

Rowan(1977)，Zucker(1987)，Swidler(1986)，などがいる．彼らは，組織研究

の分野において，上記の認知的・シンボリックな側面を強調しつつ，組織環境

や組織構造との関連を実証的に研究してきた．彼らは，Selzcick らの組織研究

とは区別され，社会学における「新制度学派」と呼ばれる(DiMaggio and Powell 

1991: 11-14)．これらの研究の特徴は，Parsons の展開した規範およびその内面

化による制度の維持を過剰社会化として批判し，制度の文化的・認知的な側面

に焦点を当てたところにある．制度はシンボルの体系・認知的スクリプト・道

徳的テンプレートとして考えられ，それらは諸個人に道徳的・認知的な枠組み

を与えることで，「状況の定義」を可能にし，個人の行動を可能にすると考えら

れる． 

DiMaggio and Powell は端的に，制度を「適切さ(appropriateness)」を提供

するものであると述べており，その場において何が求められる望ましい行為な

のかを指定するものと考えている．また意味の体系としての制度は個人にとっ

ては「当然のこと(taken-for-granted)」として受け入れられ，個人の精査を受け

ずに，慣習的に維持されている．つまり，制度はそれが「正統性(legitimacy)」

を持っているがゆえに維持されるのである．たとえば DiMaggio and Powell は，

なぜ非効率的であるにも関わらず似たような制度(組織構造)が発生しうるのか，

ということに対して「同型性(isomorpism)」という概念を提起した．同型性に

は，強制的・模倣的・規範的の 3 つの種類があるが，こうした同型化は，組織

フィールドという同一の制度的環境下で，各組織が正統性を確保しようとする

ために生じるという見方を示した． 

また Meyer and Rowan は，制度を，人々によって正統であると認められた文

化的ルールの複合体とみなした．彼らは，組織研究において，DiMaggio and 
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Powell と同様に，組織とそれをとりまく制度的環境との関係を重視した．たと

えば，組織の公式構造は合理的に形成されるものではなく，社会から正統性を

確保するために，制度的ルールへの適合を目指した結果として形成されると論

じた．制度的ルールとは，「分類(typifications)や解釈が交換されることを通じて

社会に作られた類型」である．このような構造化(structuration)を規定する制度

的ルールを彼らは「神話(myth)」と呼び，社会に広く浸透している信念の重要

さを強調した．また Swidler は，社会やある社会的環境に普及した文化の重要

性を強調した．文化は行為の「道具箱」として機能し，とりうる行為を提示す

ることで，安定した行為の秩序を可能にすると述べており，行為に先立って存

在している既存の文化的枠組みの重要性を強調している． 

 このように社会学的制度論には 3 つの柱が存在するが，上記の 2 つの社会学

的制度論(コロンビア学派・ハーヴァード学派)が行為を制約するという側面を重

視したのに対し，社会学的新制度学派(カーネギー学派)は，人々に文化的・認知

的な解釈枠組みを与えることで，行為を可能にするという側面を重視した．さ

らに言うと，後者の強調した点は経済学的制度論とも大きく異なる社会学的制

度論の特徴である．したがって，上記の価値・規範側面のほかに認知的側面を

加えて Scott は制度を，「規制的・規範的・文化-認知的要素の複合体であり，そ

れらと活動や資源が結びつくことによって，社会生活に安定と意味を与える」

(2008: 48)ものであると定義し，これら 3 つの側面が社会学的制度観の重要な柱

だと論じた． 

 さらに社会学的新制度学派の他にも，制度の意味的側面に着目した研究者と

して盛山(1995)や Searle(1995)がいる．彼らは，制度の観念的な側面を強調し，

独自の制度論を展開しており，これまで見てきた社会学的制度論とはやや赴き

が異なる．ただし，盛山と Searle の主張はかなりの程度似通っているのでここ

では盛山を中心に見ていくことにする． 

 盛山は『制度論の構図』(1995)のまえがきで制度についての定義を与えている． 

 

制度とは理念的な実在であって人々の主観的な意味世界(これを本稿

では「一次理論」と呼ぶ)によって根拠づけられており，この主観的

な意味世界(の内容ではなく)それ自体は経験的で客観的な存在である．

そして，社会的世界は人々の行為によって構成されているのではなく，

人々が世界に対して賦与している意味によって構成されている．人々
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が賦与している意味はあくまで諸個人の主観的なものであって，何ら

かの超越的な根拠によって間主観化されているわけではない．しかし，

諸個人が世界の中に見出している意味はその本性上超個人的で普遍

的なものと映じており，そのことによって制度は客観的なものとして

立ち現れることになる．(1995: ⅳ-ⅴ) 

 

 この説明からもわかるように，彼の考える制度の核は，「意味および意味づけ

の体系」(1995: 221)である．そしてこの意味づけの体系が，個人の観念の中に

のみ存在するということである．すなわち，制度とは究極的には，個人の社会

についての了解(一次理論)であり，その意味で経験的に存在するものではない1．

こうした了解は，諸個人に固有の認識であり，共有されているものではない．

彼は，ゲーム理論が想定している共有知識も現象学的な間主観性も成り立たな

いとする．そのため，各個人の認識が一致していることは証明ができないので

ある． 

 しかしこれが単なる個人の観念(理念)ではなく，実在であるとは，その意味づ

けの体系が，社会的に効力を持ちうるからである．すなわち，単一の個人 i が「社

会は A である」と思っているだけではなく，他の個人も同様に「社会は A であ

る」と思っていると個人 i が思っており，他の個人も同様の認識を抱いているた

めに，他者の行動の予測が可能になり，諸個人の行動の調整が可能になるので

ある．このように諸個人が各々の一次理論を疑似二次理論化することにより，

制度が実在性をもつ，すなわち諸個人があたかもそのような制度が経験的に存

在するかのように振る舞うのであるのである2． 

 このような性格を帯びた制度は，意味・行為者・モノの体系からなるとされ

る(1995:222)．核にあるのはこのうち意味の体系であり，その背後には何もない．

具体的には言語が最も根底にある制度であるとされる．まず意味の体系があり，

それが個々人の行為を含んだ物理的世界を意味付けるのである．Searle も制度

は，構成的ルール(constitutive rule)のシステムであると定義しており，意味付

けの体系が基礎となっている．この意味づけや構成的ルールとは，これまで見

てきた経済学的制度論で見てきたような，行動を規制するルールとは異なる．
                                                   
1 彼自身は，個人の観念も経験的な領域の中に含めている(1995: 189)ので，上の引用部分

のように，制度は経験的ではないが，制度についての観念は経験的である，とはいえる． 

2 こうした理念の実在性という制度の性格は，Seale の言い方でいうなら，認識論的には客

観的だが，存在論的には主観的である，ということになる． 
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それらは盛山や Searle の制度論の中では，規制的ルール(regulative rule)と呼

ばれるものに分類され，構成的ルールを前提として成り立つものとされる． 

 このように，意味の側面に焦点を当てる点では上で見た他の社会学的制度論

と同様である．しかし，盛山や Searle の制度観が，他の社会学的制度論と異な

るのは，存在論的な資格に関する点である．彼らは，制度が個人の意識の中に

存在するという観念論の立場をとる．一方で，たとえば Berger and Luckman

は「制度化は習慣化された行為が行為者のタイプによって相互に類型化される

とき，常に発生する」と述べるがこうした類型化された行為は「常に共有され

たそれである」とも述べている(1967: 54)．また，Schütz は主観的に思念され

た意味は本来的に到達不可能であるとしているが，そのような個人であっても

相互理解が可能になる要因として「解釈図式」を導入した(1970=1980)．解釈図

式は個人に対しては所与に存在する意味連関のパタンであり，超個人的な構造

と考えられる．つまり，前述の意味の次元に焦点を当てた社会学的制度論では，

関係者に共有され客観化された行為の類型が制度の核にあるのである．しかし，

こうした「共同主観性」は成り立たないか，証明の仕様がないとして盛山は退

ける(1995: 2247-54)．ではいかにして制度は成立しうるかというと，それは個々

の行為者が，皆このように行為するはずだ，という社会的なきまりに皆が拘束

されるはずだ，という個人的な了解によるという．すなわち，客観的に共同主

観性が成立しているのではなく，諸個人の一次理論のレベルで共同主観性が成

立すると了解することが制度の根幹にあるのである．したがって制度とは，超

越的で普遍的な集合的実在についての個人の観念からなるのである． 

また，Searle も同様に共同主観性(共有知識)を想定できないという理由から集

合的志向性(collective intentionality)という概念を提示した．集合的な志向性は，

客観的に存在するものではなく，個人がもつ社会についての志向性であり，そ

れ以上還元できないある種の超越的な存在であるとされる(1995: 24-6)．しばし

ば前者のように誤解されることがあるが，あくまで集合的志向性とは個人がも

つ了解であり，そのことは”my
．．

 collective intentionality”(1995: 26)というよう

に集合的志向性に所有格が用いられていることからも明らかである．個人の志

向性が，「私は〜と考える」というかたちで表現される一方，集合的志向性は，

「我々は〜と考えている」という形で定式化され，共有知識にまつわる無限後

退の問題を回避するものである．このような集合的志向性は盛山の言う一次理

論の自明視を同じ構図であり，それゆえに制度は根本的には個人の観念として
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存在するのである． 

 したがって盛山や Searle は他の社会学制度論と同様に，意味の体系として制

度を捉えつつも，その存在論的な資格が異なっているということができる．社

会学的制度論の中でこのような違いがあると留意しつつ，社会学的制度論が経

済学的制度論と大きく異なる点は，意味やシンボルの体系に焦点を当て，個々

人の行為を可能にする認知的・文化的枠組みを制度の根幹に据える点であると

言える．そのため，個人の行為を制約するという側面よりも，行為の前提や自

明性を作り出すことによって行為を可能にする側面が強調される．以降では，

社会学的制度論と表記した場合，主にこの意味の次元に焦点を当てた社会学的

新制度学派を意味している． 

 

1.4 2 つの制度論の分析的利点・欠点 

このように，それぞれの制度論は制度の異なった側面に焦点を当てているこ

とがわかる．そのため，それぞれの制度論の分析の長所や短所は異なっている．

では次に分析の長所と短所を見ていく． 

ルールとしての制度観は，Greif and Kingston によると，制度の発生や選択

の分析に関しては強いが，制度の維持に関する分析には弱いという．ルールと

しての制度観は，制度はアクターが意図的に創造したものと考える．たとえば

Williamson や North は，不確実性に対処し，取引費用を下げるために企業家な

どのアクターが意図的に作ったものと考える．また Ostrom も共有財産を持続

的に管理するために，利害関係者(appropriators)が共同でルールを策定するこ

とにより制度が選択される，と考える． 

しかし彼らは制度が維持される側面，すなわち個々人の動機付けの問題にあ

まり関心が払っていない．彼らの制度の定義上，制度が維持されるためには，

個々人の他者に対する期待が安定しなければならないが，いかにして制度が期

待を安定させ，個々人に制度に従う動機を与えるのかということを十分に分析

してはいない．そのため，意図的行為者によって制度が選択されたとしても，

その制度がはたして意図通りに期待や行動を安定させるのか，あるいはいかな

る場合に崩壊するのかということに対する考察が不十分である．ルールや規範

が設定されたとしても，それが人々を動機付けなければ単なるお題目となり，

全く意味のないものになってしまうのである． 

たしかに，North や Ostrom も制度の維持について語っている．しかし，後
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に見る均衡としての制度観に比べて分析能力は劣ると言わざるをえない．たと

えば North の場合，維持にはイデオロギーが重要であると論じている．イデオ

ロギーとは状況を解釈するための認知的な枠組みであるが，それが具体的に制

度の維持にどのように影響を与えているのか，他の要因といかなる関係を持っ

ているのかということを明示的に分析しておらず，明らかではない． 

一方で均衡としての制度観では，制度がなぜ維持されるのかという動機付け

の問題を主に扱ってきた．彼らは，ルールだけではなくそれらが実行可能(自己

維持的)である点を強調した．要するにそのルールや規範が人々を従わせるのに

十分な動機付けを提供しているかどうかを問題にしたのである．  

 その一方で，均衡としての制度観は，その制度がなぜ発生するのかという問

題には弱点を持つ．なぜならゲーム理論は，特定の均衡が維持される条件を明

らかにすることはできるが，その均衡になぜ，いかにしていたったのかという

ことには答えることができないからである．またくり返しゲームには通常，均

衡が複数存在し，どの均衡が達成されるのか，どの制度が実現するのかに関し

ては答えることができないのである．  

 社会学的制度論については，河野によると，制度の発生よりも制度の維持の

問題に対して長所を持っているという．社会学的制度論にとって，制度は「す

でにあるもの」，「当たり前のもの」であるがゆえに，その発生について論じら

れることはあまりないということである．上記に挙げた社会学的制度論は，組

織が同型化していく過程やメカニズムについては既存の制度的環境から説明が

行われているが，ではなぜそのような制度的環境のパタンが現れたか，制度化

が生じる場合と生じない場合の条件はいかなるものなのかということに関して

ほとんど何も触れていない，と Friedland and Alford も批判を展開している

(1991: 243-5)． 

このように，発生に関しては分析に難点を抱える一方で，社会学的制度論は

制度の重要な要素として正統性や適切さという概念に着目し，制度がいかに既

存の環境から正統性を確保し，存続するかということを論じている．しかし社

会学的制度論において，制度の存続は得てして慣性(inertia)の問題として扱われ，

この問題に関する正確な分析枠組みは十分に提示されてはいない，と Scott や

DiMaggio and Powell は批判している3．彼らの指摘するように，社会学的制度

                                                   
3 このように批判する DiMaggio and Powell(1988)は代替的な枠組みを用いて制度の存続

／崩壊について論じている．しかし彼らは，(当の制度が形成する)利益やその獲得の仕方を

理解しない個人の存在によって，制度の根幹は揺らぎ崩壊に向かう，という説明を行って
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論は，そもそも正統性をいかにして定義するのか，いかなるメカニズムによっ

て正統性が維持され崩壊するのかということを明らかにしてはいない．また，

社会学的制度論に共通する問題として，個人の主観性を強調する点があげられ

る．主観性を強調するがゆえに，意味秩序を構成する集合的かつ所与な「構造」

がもつ持続作用を「客観的」に考察する視点が不足している(佐藤 2010)．意味

理解を担う当事者の主観性に依拠する限りそれを超えた超主観的視点を原則と

してとりえないのである．したがって社会学的制度論は，意味や認知的な重要

な側面を強調する一方で，それを扱うための正確な分析を行っていないという

のが現状であるといえる． 

 

第 2 節  本稿における制度の定義 

2.1 2 つの制度論の関連 

 前節では経済学的制度論と社会学的制度論の特徴と分析上の利点を概観した．

一見するとの 2 つの制度論はかなり異なっているように見える．しかし，それ

らはそれほど異なるものなのだろうか．この節では 2 つの制度論の共通点を探

り，そのうえで，本稿における制度研究のあり方を論じる． 

まず，それぞれの制度論に共通する特徴として，期待あるいは行動の安定性

に焦点を当てていることが挙げられる．ただし，ルールとしての制度観は河野

の指摘するように，人々の行動を制約し，期待を収束させることで，相互行為

を成り立たせるルールが制度だと論じている．一方で，均衡としての制度観は

安定した行動や期待そのものが制度だと論じている．安定した行動そのものに，

均衡を安定させる制約的な側面(懲罰)が含まれているために，均衡としての制度

観もルールとしての制度観と同様に，行動を安定させる制約を制度とみなして

いると考えて問題ないだろう．一方で，社会学的制度論では，制度の制約的側

面よりも，現実を意味づける枠組みを提供し，期待を安定させることで自分及

び他者の行動を当たり前のものとして受入れ，日常的な相互行為を可能にする

という側面が強調されている． 

もちろん，異なる側面を強調したからと言って両者が全く相反する立場であ

るというわけではない．制約的な側面を強調する経済学的制度論も意味の問題

に触れていないわけではないし，意味を強調する社会学的制度論も制約的側面

                                                                                                                                                     

いる．しかしこの説明は，制度化が不完全だから制度は崩壊すると述べているだけで，完

全にトートロジーであり，何も説明していないと Friedland and Alford は批判している

(1991: 244)． 
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を無視しているわけではない．たとえば先にも触れたように，North は制度を

維持する要因として，状況を判断するための解釈の枠組み，すなわちイデオロ

ギーの役割を強調した．また Ostrom は，戦略の選択を制限する適切さの原理

として規範という概念を強調している．一方で社会学的制度論でも，先に引用

した Scott の制度の定義を見てわかるように制約的な側面も十分に考慮してい

る． 

このようにそれぞれの制度観は，期待や行動の安定という同じ対象に関して

異なる側面から焦点を当てているということができる4．さらに両者ともに強調

点は異なるが，互いの立場を全く無視しているわけではない．では制約と意味

という 2 つの次元の関係はいかなるもので，どのように考えることができるの

だろうか． 

社会学的制度論，とりわけ Berger and Luckman や盛山によれば，意味がよ

り基層にあり，その上に制約的な側面が加わることで行動の規則性を生み出し

ている，と考えることができる．経済学的制度論のように制度をゲームとして

表現するとき，そもそもプレイヤー同士のもつ意味の枠組みが一致し共通の了

解がなければゲームとして成立しえない．たとえば，何が「協力行動」であり

何が「非協力行動」であるかのプレイヤーの事前の了解や規範がなければ，非

協力行動に対する懲罰は存在しない．つまり経済学的な意味での制度をゲーム

として表現するためには，そのような個人の了解に基づいた「日常世界的秩序」

を前提とせざるを得ないのである(武藤 2005)． 

このように考えると，経済学的制度論が分析の対象とする市場では，すでに

貨幣やそれにもとづく資本主義というある種の制度を暗に前提としている，と

見ることもできる．貨幣は，「ある特定の紙切れを交換価値のある『貨幣』とみ

なす」という構成的ルールに基づいている．このような「〜として扱う」とい

う構成的ルールによって貨幣経済は成り立ち，紙切れをありがたがって交換す

るという擬制が成り立つ．また，後半の「ありがたがって交換する」というの

は社会学的制度論者などが主張する「選好の形成」として考えられる．なぜな

ら貨幣に対する選好は，貨幣制度以前には存在せず，まさに制度が存在すると

                                                   
4 従来，基本となる人間観において両制度論は異なっていると指摘されてきた．経済学的制

度論では合理性に基づき効用最大化を図る人間を，社会学的制度論では実践的理性に基づ

き現実を当たり前のように受け入れて行為する人間を想定している．しかし近年では，ゲ

ーム理論の前提とする帰結主義と道具的合理性は，社会学的制度論が依拠する非帰結主義

と実践的理性(合理性)は相反しないとして，後者を組み込んだゲーム理論的分析が提示され

ており，必ずしも両者が矛盾するものとは言えない(Heath 2011)． 
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いうことによって成立するものだからである．その意味で，経済学的制度論は

すでに構成的ルールを前提としており，それによって成立する選好を所与のも

のとしている．ただし，彼らはそうした基層にある制度(資本主義)の変化ではな

く，その制度(意味の秩序)の上に成り立つ別の諸制度の分析に焦点を当てている

ために，構成的ルールや選好の形成を表立って扱ってはおらず，前提として分

析を進めていると考えられる5． 

このように考えると制度(制約)の基層に別の制度(意味)が存在しているという

形で，制度が重層的な構造をなしていると考えられる．Bowles は制度のこうし

た関係を重層的制度としてとらえ，モデル化を試みている (2004: 47-8)．彼は

制度をゲームのルールとして考えるが，そのゲームの構造自体も別のゲームの

均衡として成り立っていると考える．こうした重層的制度の考え方は Vollomer

や Friedland and Alfordらの社会学の立場からも指摘されている．Vollmerは，

従来は相容れない立場として考えられてきた Garfinkel，Goffman，Berger and 

Luckman らの社会学的制度論(相互作用論)と Lewis や Schelling らのゲーム理

論はむしろ似通っており，相互に補完的だと論じている(Vollmer 2013)．彼は前

者も後者もともに期待の安定について共通に論じていることに着目し，前者の

論じる「適切さ」や「自明性」は，ゲーム理論の均衡と同じ「行動や期待の調

整」という性質を持っていると考えた．つまり，均衡として成立しているもの

が「適切さ」や「自明性」であり，Bowles のように，あるゲームの均衡が別の

ゲームの前提となっているということである． 

さらに近年では，意味と制約を別々のゲームとして定式化するのではなく同

じゲームの中に組み込むということも行われている．たとえば，Gintis は認知

的側面をゲームに組み込み，社会規範を定義する際にその前提として認知のフ

レームを用いた．すなわち，集団においてある事象 N が社会的事象Eを指示す

る，すなわち集団の全員にとって EKNK ii  であるようなフレーム iK を導入し，

プレイヤーが状況を解釈する意味の枠組みをゲームに組み込んだのである

(2009=2011:206-7)．また，Urpelainen(2011)は社会学の「制度化」(ある意味

の枠組みを受け入れる)という概念をゲームに組み込んでいる．このように，両

                                                   
5個人が環境から影響を受けない不変の存在として仮定している合理選択理論やゲーム理論

に対して， Hall and Talyor(1996)や Hodgson(1988, 2006)らは批判を行っている．しかし

ながら，ゲーム理論では近年，Bowles や Gintis や Akerlof and Kranton(2000, 2005)を中

心に「選好の進化」に関して研究がなされており，合理的選択理論自体が選好の形成をま

ったく分析していない(しえない)ということではない． 
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者は相反するものではなく，それぞれが異なる目的に応じて重層的な制度の

別々の層に焦点を当てていたということがわかる． 

 

2.2 本稿における制度概念の特徴 

 本稿では，Aoki と Greif の定義を採用して，制度を「他者の行為に関する期

待を安定させ，社会的行為の規則性を生み出す，ルール・信念・規範・組織な

どのシステム」定義する．この定義は，先に見た制度論と同様に期待の安定と

それによって成立する行動の規則性を制度の要件としている．さらに均衡とし

ての制度観と同様に制度を，自己維持的な性格が備わっているものとみなす．

つまり，他の全員が均衡に従っている場合，個々人は行動を変更する誘因を持

たないという意味で，制度は自己維持的に個々人の期待を調整するものだとい

うことができる． 

 しかし，この定義では制度を均衡そのものではなく，均衡を中心に据えた予

想のシステムとして捉える．つまり，均衡を生み出すルール・信念・規範・組

織といった制度的要素が制度を構成すると考えるということである．そのうえ

で，それらの制度的要素が均衡としての性格，すなわち自己維持的性格を備え

ているということを要求する．したがってこの定義では，ルールとしての制度

観と均衡としての制度観を補完的に用いている．そのため，のちに論じるよう

に制度の発生や変化を説明する際にも有効である． 

 このようにルールとしての制度観を組み込んだ場合，既存の社会構造の存在

を仮定することになる．さらに本稿では社会学的制度論に特有の意味の体系が

制度の根幹にあるという主張も退けない．むしろそれらを前提として議論を進

める．その理由は先に述べた経済学的制度論が意味の体系を前提としていると

いうことと同じである．その意味で，先の述べた制度の重層性も，本稿におけ

る制度の定義は考慮している．つまり本稿では，何もない状態からいかにして

制度が生まれるか，という議論とは異なり，既存の社会構造や意味の体系(につ

いての了解)のなかに位置づけられた特定の制度を扱うということである．その

ため，分析の軸足を経済学的制度論におきつつも，「社会的な埋め込み」を強調

することから社会学的制度論とも部分的に融和的になっている． 

 しかし，社会学的制度論を包摂した場合，経済学的制度論をもとにした分析

とは相容れない部分が生じる．そのため，本稿では次の 2 つの限定をつける．1

つ目は，行為に対する意味の枠組みや構成的ルールを所与でかつ諸個人に共通
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のものとする点である．2 つ目は，個人の行動原理として効用最大化のみを扱う

という点である．  

 従来，社会が個人の行為からなるとする方法論的個人主義に依拠したミクロ

経済学は，社会学的制度論から批判の対象とされてきており，両者は相容れな

いかのように扱われてきた．なぜなら，社会学的制度論の立場からすると，社

会は個人の行為からなるのではなく理念や意味からなるとされるからである．

また，「客観的な行為」から理論を構成しようとする合理的選択理論やゲーム理

論の試みは失敗するとされる．なぜなら「客観的な行為」なるものは存在せず，

常にすでに一次理論によって解釈され，分節された行為しか存在しないからで

ある．合理的選択理論は規制的ルールの実現可能性を説明しているが，それが

依拠する構成的ルールの発生を説明しえていない，ということである．つまり，

制度以前に「生の(客観的な)行為」なるものは存在せず，それから制度の発生や

動的過程を説明することができないのである． 

 社会学的制度論の立場からすると，制度の発生とは「諸個人が以前は持って

いなかった了解(意味の体系)を持つようになること」を意味している(佐藤 

1998:146)． しかし本稿では，意味づけの体系の変化に関心があるわけではな

く，既存の意味の体系の上に生じる行動の規則性に関心がある．したがって，

制度をゲーム理論的に分析する場合，意味の体系の発生や維持を対象とするの

ではなく，既存の意味体系を行為者にとって所与のものとする，という限定を

設ける．すなわち，本研究でゲーム理論を用いて制度の分析を行うとは，暫定

的に次のように述べることができる．ある社会的領域の諸個人の了解(それが個

人の一次理論であれ，社会構造であれ)を前提としつつ，その領域において「協

力行動」だと意味付けられ同定された行為が，いかにして持続性を持ちうるの

かを分析する，ということである．そのため，根底にある構成的ルールの分析

も行うことができず，射程からは外れることになる6． 

 そのうえで，個人を道具的合理性に基づき，効用最大化を目的として行為す

る場合のみに限定する．これが暗に意味しているのは，制度が持続性を持つメ

                                                   

6 ただし，ゲーム理論のすべてが構成的ルールや規範の分析を行うことができないというこ

とを意味しない．もっとも原初の制度である言語の発生に関するゲーム理論的分析に関し

ては，Skyrms らの研究がある．この他にも近年では White らが，意味や概念の社会的構

成という側面に対して，Luhman のシステム理論をもとにしつつ，ネットワーク分析を用

いたモデル分析によって，制度(意味)の生成や変化の説明を試みている． 
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カニズムとして，個人の合理的な行為が根底にある，と仮定するということで

ある．これ以外のメカニズムは分析の射程から外れ，説明することはできない．

この限定は一方で，射程内にある規制的ルールや規範に関する精密な分析が行

いうる，ということも意味している．つまり，ゲーム理論的に制度の分析を行

うということは，観念のシステムを前提として，それらが生み出す諸個人の期

待の連関を，道具的合理性と効用最大化原理という視点からトレースするとい

うことである．この分析により，制度の規制的な部分が自己維持的かどうかを

明らかにするということである． 

 したがってまとめると本稿では，制度を「他者の行為に関する期待を安定さ

せ，社会的行為の規則性を生み出す，ルール・信念・規範・組織などのシステ

ム」と見なす．そのうえで，①意味の次元を固定し，制約構造と行動の関連に

着目する，②制度の自己維持的メカニズムの根底に個人の効用最大化を想定す

る，という 2 つの限定を付して制度の発生や変化に関する分析を行う．またゲ

ーム理論を用いることによって，既存の社会構造(制度的要素)が，いかにして

個々人の期待の安定をもたらし，行動の規則性を生み出すかを明らかにする． 

 なお，この枠組みにおいて制度変化は「ルール・信念・規範・組織のシステ

ムに変化が生じ，以前再生産されていた行動の規則性とは別の規則性が生み出

されること」と定義できる．要するにシステムと行動の規則の不一致として定

義できるということである．同様に制度の発生に関しても，「既存の制度的要素

(の候補)が行動の規則性を生み出すようになること」と定義できる．本稿では，

このように制度・制度の変化・制度の発生を，既存の社会構造と行動の規則性

との結びつきの仕方によって統一的に定義することで，ゲーム理論による分析

を行う． 

このように本稿では 2つの限定をつけて制度に関する分析を行う．そのため，

社会学的制度論からすると，意味の体系を所与とする時点でかなり不十分だと

いう批判もあり得るだろう．しかし，既存の意味の体系のもとで存在する規制

的ルールが行動を安定して生み出すかどうかを判定することは重要なことであ

り，なおかつ社会学的制度論の欠点も部分的に補うことができるという利点も

持つ．なぜなら通常，ある行為が「協力行動」や当たり前の行動として定義さ

れていたとしても，それが維持される保証はないというからである．たとえば，

ワールドカップで日本が敗戦した試合後，日本のサポーターがスタジアムのゴ

ミ拾いをして帰ったということが賞賛された．しかし，ゴミ拾いがそのように
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賞賛される(協力行動と見なされる)とは言っても，その行動が規則的に見られる

わけではない．むしろ珍しい行動だからこそニュースになったのだろう．この

ように意味や価値の枠組みがあったとしても，それが実行されることとは一致

しないのである．先に指摘したように，社会学的制度論は，制度を自明な意味

の体系とみなすことで，制度の発生と維持に関する十分な分析が行えないとい

う問題点を持っていた．また，当事者の主観性に依拠するがゆえに超個人的視

点を原則としてとりえないことも分析上の問題点となっていた．それに対して，

本稿では，意味の体系を前提としたうえで，効用最大化原理に基づく個人モデ

ルを採用し，超個人的な別の視点から制度の持続性を分析する．それによって

社会学的制度論が抱える分析上の問題を部分的に回避し，制度が発生し，維持

されるメカニズムについて分析を行うことができるようになる． 

 

第 3 節 集団(組織)と制度 

3.1 組織／集団の定義 

 本稿では集団の変化と制度の変化の関係を明らかにすることが目的である．

ここでいう集団という概念は，従来の研究では「組織」として扱われている概

念ともっとも近似していると思われる．そのため，これまでの研究で組織と制

度の関係はどのように扱われてきたのか概観していくことにする． 

 まず，ルールとしての制度観では，主に組織は，既存の制度のなかで，自ら

の目的を達するために意図的に作られた制約構造(governance structure)であ

るとみなしている．Coase や Williamson は，組織(企業)を，取引費用を最小限

に抑えて効率的に生産活動を行うために設計され，集団の人々に課せられた制

約構造であるとみなしている．また North も組織(企業)を，既存の制度的環境

の中で不確実性を抑え，利潤を最大化するために企業家が意図的に創造したも

のだとみなしている．たとえば，いったん国レベルで所有権制度が確立される

と，それによって技術・選好・所得といった制度的制約が決まる．すると，こ

うした制度的制約のなかで，企業家は取引費用を抑え，目的を最大化するため

に組織を形成する，ということである．このようにある集団を取り巻く制度的

環境に反応して意図的に作られた規制的なルールの束が組織であり，それは組

織のメンバーにとっては規制的なルールとして働く，と論じるのがルールとし

ての制度観の特徴である(Scott 2008: 150)． 

 ただし，North の場合は多少異なる定義も含まれている．彼の場合，組織が
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制度に反応して意図的に作られる人々の集まりであると定義するとともに組織

を，制度を規定する単一の意思決定主体とも定義している．1 つ目の定義は，先

に述べたとおりだが，2 つ目はマクロな政策的問題を分析する際に使用される定

義である．たとえば，所有権制度の発生において，アクターとなるのは国家と

それぞれの組織(企業)であり，国家が所有権を規定して保護する代わりに組織は

国家に税を納める，という構図が描かれる．このように彼の場合は，小規模な

集団ではなく，国レベルでどの制度を選択するか，という規模の大きな問題に

取り組んでいるために，組織を単一のアクターとして定義している．この点で

は，Coleman の「団体行為者(corporate actor)」という概念に近い．Coleman

もマクロな制度を説明するという際に，複数のプレイヤーの集まりを単一の意

思決定主体として定義しており，分析目的に適している．このように North の

場合は，組織を，制度を規定する単一の行為者と定義する場合と，制度によっ

て規定される人々の集まりと定義する場合の 2 つが混在している7． 

 また社会学的制度論の場合は，ルールとしての制度観と同様に組織を，制度

的環境に反応して意図的に作られる集団内の関係や構造(form)と活動(activity)

であると定義している．また構造と活動は意味のシステムに組み込まれ制度化

されたものであるとされている．たとえば Scott であれば，組織を取り巻く制度

的環境によってもたらされる意味・目的・アイデンティティによって組織が形

作られるという側面を強調する(2008: 103)．さらに，Meyer and Rowan や

DiMaggio and Powell でも，既存の制度的環境に流布している規範や価値とい

った文化的要素が組織の形成に重要な役割を果たしていることが指摘されてい

る．組織は，それを取り巻く社会や組織フィールドから正統性を獲得すること

で存続が可能になるとされるのである．つまり組織とは，既存の制度的環境に

影響を受けて正統性を獲得した構造と活動であり，ある一定の集団に適用され

た一種の制約だということができる．このように社会学的制度論もルールとし

ての制度観も同様に，組織を，集団とそれを取り巻く制度的環境に反応して意

図的に作られた制度(構造)であるとみなしている． 

 

3.2 先行研究の分析上の長所・短所 

 両者ともに組織をアクターの意図によって創造される制度とみなしているが，

                                                   
7 Scott などの論者はどちらか一方の意味でしか解釈していないが，今では North の定義に

は 2 つの意味が含まれることは North と Hodgson との書簡から明らかとなっている

(Hodgson 2006)． 
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これに関しては，先に見た制度の発生に関する利点と欠点がそのまま当てはま

る．すなわち，制度が選択される文脈に関しては知見を与えてくれるが，でき

あがった制度がいかにして維持されるか(あるいは変化するか)という問題に関

しては弱いということである．また，ルールとしての制度観も社会学的制度論

も，ある特定の組織の内部ではなく，組織とそれを取り巻く制度的環境との関

連の問題を分析の射程としている．そのため，組織の外にある既存の制度的環

境が組織に与える影響に関して詳しく分析がなされている．しかし，組織内部

に存在する予想のシステムが維持されるメカニズムについては詳しく扱われて

いない．そのため，両方の組織観に関して Greif は，ルールとしての制度観も社

会学的制度論も，どちらも動機づけに対する関心が払われていない，という欠

点をあげる．それらの先行研究では，動機付けの問題が議論の俎上に上っても，

それは特定の制度(ルール)を選択する誘因や制度に反応して特定の組織を作る

際の誘因を考慮する場合だけだという．意図を持って出現した組織がその意図

通りに機能し，維持される保証がないのである．したがって，先行研究では，

組織の維持という問題そのものが曖昧にしか扱われていないがゆえに，組織を

構成する何らかの要因が変化したとき，予想のシステムがいかに変化し，その

結果，組織がどのように変化するかという問題に対しては分析がほとんど行わ

れていないのが現状である． 

 

3.3 本稿における集団概念の定義および分析の方向性 

 こうした問題に対して，本稿ではまず組織を，上記の 2 つの組織観を参考に，

「あるメンバーシップによって区切られた一定の人々を制約する構造」と広く

定義する．この定義は，先に見た本稿での制度の定義を組織の文脈に適用した

ものである．したがって，経済学的制度論(ルールとしての制度観と均衡として

の制度観)も社会学的制度論も取り入れたものである． 

 組織を構成するものは主にルール・境界・関係・人である．組織は，境界に

よって意味的な区切りをもち，その境界内において人々の関係が定義付けられ

る構造(役割など)である．組織内において，ある中年の男性を「部長」とみなし，

その地位や活動に正統性を賦与することによって，関係や役割の構造は成り立

つ．このように組織(ルールの束)が存在してはじめてメンバーシップが存在し，

役割関係も規定される．なお，このように組織によってメンバーシップが与え

られることで成立し，関係が規定された人々の集まりを本稿では「集団」と呼
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ぶ． 

 組織は規定された関係構造だけではなく，具体的な人や集団が占めることに

よってはじめて規制的な機能を発揮する．したがって，組織は構成員にとって

は意味と制約の構造であり，予想を生み出し，特定の行動をとるように動機付

ける．なおかつ組織が機能するのはその構造を人が占め，行為する場合である

ため，組織は人々の行為によって再生産されるという側面も持つ．その意味で，

本稿において組織は制度の 1 つとして位置づけられる． 

 その一方で，先に述べたように本稿では制度を「他者の行為に関する期待を

安定させ，社会的行為の規則性を生み出す，ルール・信念・規範・組織などの

システム」と定義した．ここからわかるように組織は制度を構成する制度的要

素の 1 つとしての側面も持っている．つまり，組織は制度であり，なおかつ制

度的要素の一部であるということである．たとえば，労働組合という組織を例

にとって考えてみると次のように言うことができる．まず，労働組合は組合員

を管理するためのルールの束から成り立っているという意味で，組合員にとっ

ては制度である．一方で，労働組合の外の社会から見ると，団体交渉や裁判を

行う 1 つの社会的要素であり，既存の労働関係や法体系といった制度を構成す

る 1 つの制度的要素と考えることができる．このように組織は，その内側から

見ると制度(個人にとっての制約の構造)であり，外から見ると制度的要素(社会

的要素のひとつ)である，という特殊な位置を帯びている． 

 こうした組織の 2 つの側面は，先に見た North や Coleman の 2 つの定義と

重なっている．彼らは，組織を１つの総体としてのアクターと見なしつつ，そ

れを構成する人にとっては制約構造であるという定義を行った．本稿では彼ら

の定義を部分的に採用するということである．こうした 2 重の定義の仕方は，

社会において制度が重層的に存在しているという本稿での立場とも一致してい

る．そもそも人々の集団への所属は，家，企業，国などの重層的な構造からな

っており，それぞれを統制するルールも重層的にならざるを得ない．また上位

のレベル(国)から見れば，家族や企業は人々に対する制約構造としてではなく，

それを構成する 1 つの要素として存在している．そのため，焦点の当て方によ

って組織は制約構造でもあり得るし，1 つの社会的な要素でもあり得るのである． 

 本稿では，国レベルの制度ではなく，ある小規模の集団において共有される

期待と行動の規則に焦点を当てるため，組織の制度としての側面，すなわち構

成員を制約する構造としての側面が重要である．そのため，組織と制度の関係
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を分析するという言い方は適切ではない．むしろ組織と制度は同一視されても

よい存在である．したがって，本稿において制度を分析する際に，制度と組織

の関係を見るということは行わない．むしろ「制度＝組織」と，何らかの要素

との関係を分析することが本稿における制度分析となる． 

 では次に組織の制度としての側面に着目して，どのように制度を分析するの

かを述べていく．本稿で焦点を当てるのは，組織を構成する「集団」(人の集ま

り)である．なお，集団とは先に述べたように組織によって規定され成立した人々

の集まりをさす．本稿では特に，組織を構成する人々の変化に限定し，制度変

化との関係を分析する．このように本稿では，制約構造としての組織と制度を

ほとんど同一視する一方，組織と集団を厳密に区別し，組織を構成する 1 つの

要素として集団を定義し，分析を行う8． 

さらに本稿では特に集団の中でも，人の出入りのある流動的な集団に焦点を

当てる．第 1 章で述べたように，流動的な集団には，集団の規模が変化すると

いう側面があるがこれまで十分に扱われてこなかった．そのため本稿では集団

規模の変化と制度変化の関連を分析するということになる．集団規模の変化と

制度の変化を例にとれば，業績がよく，新規従業員を大量に採用した場合，監

視の目が行き届かなくなって従業員が怠惰になり，制度的パフォーマンスが低

下する可能性もある．したがって，この例のように集団規模が変化したとき，

いかなる事態が生じるのか．いかにして組織が構成員を動機づけ，特定の行動

をとるように促すか，あるいは組織が構成員を十分に動機付けることができな

かった場合，いかに予想のシステムが変化し，どのような行動が現れるか，と

いうことを分析する必要がある．たしかに，社会学的制度論とルールとしての

制度観は，組織とそれを取り巻く制度的環境というオープンシステムの関係に

言及していた．しかしながら先行研究では，第 1 章で述べたような，人の流出・

流入にともなう集団規模の変化と制度との関係については十分な分析がなされ

てきたとは言いがたい．したがって，本稿ではこの点に焦点を当てて分析を行

                                                   
8 もちろん，便宜的に集団と組織を分けたとしても，制約的な構造や関係(役割構造)に全く

関心がないという訳ではない．集団の規模が変われば，制約的な構造が変わるということ

も必然的に含んでいる．たとえばある企業で，業績が悪く従業員を大量に解雇したとき，

これまで係長の下に 10 人いた部下が 5 人になり，指揮・命令関係が変わるという場合もあ

る．あるいは，役職はそのまま公式には存在していても，空位となり，それを補完するた

めに非公式の役割関係が出現するかもれない．このように集団の変化は暗に関係や構造の

変化も意味するが，本稿では主に集団規模の変化に焦点を当てて分析をする． 
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っていく． 

 

第 4 節 本稿の分析枠組み 

 第 1・2 節で論じた制度と個人の関係と第 3 節で論じた集団と制度，集団と個

人の関係をまとめると上記の図のようになる．本稿では，制度を「他者の行為

に関する期待を安定させ，社会的行為の規則性を生み出す，ルール・信念・規

範・組織などのシステム」とみなし，社会に埋め込まれ，重層的に存在する存

在と見なす．そのうえで，①意味の次元を固定し，制約構造と行動の関連に着

目する，②制度の自己維持的メカニズムの根底に個人の効用最大化を想定する，

という 2 つの限定を付して制度の発生や変化に関する分析を行う．またゲーム

理論を用いることによって，既存の社会構造(制度的要素)が，いかにして個々人

の期待の安定をもたらし，行動の規則性を生み出すかを明らかにする．それに

より，特定の社会構造と個々人の行動の間に生じる自己維持的メカニズムを解

明する． 

 

 

  

図 2-1 制度・集団・個人の関係 

 

 さらに，本稿では制度的要素の 1 つである集団の規模が変化する場合に焦点

を当て，制度の変化や維持に集団規模の状態がどのような影響を及ぼすかを分

析する．図 2-1 の関連のうち，制度と個人の関係に関しては，これまでの制度

論において，それぞれの枠組みの中で十分に分析がなされてきた．しかし 3.3

節でみたように，組織と集団を概念的に明確に分離し，集団と制度(組織)の関係

について十分に論じた研究は多くはない．それに対して本稿では，両者の相互

関係に焦点を当てて，分析を行う． 

 さらに，本稿では集団のなかでも流動的な集団を扱う．そのため第 1 章で述

制度(組織) 

個人 集団 
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べた例のように，集団規模が変化することで，個人の行動に関する誘因が変化

し，制度(複数個人の規則的な行動)が変化するという状況や，あるいは逆に制度

が変化することによって，人の流入・流出が生じ，その結果，集団規模が変化

するような状況を扱う．こうした個人—集団—制度の 3 つ要因の相互規定的な関

係を扱うことが本稿での大きなテーマとなる． 
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第 3 章 コミュニティ・ユニオン 

 ここでは，本稿で具体的に扱うコミュニティ・ユニオンについての説明を行う．

まずコミュニティ・ユニオンがどのような組織なのか，どのような活動を行っ

ているのかを記述する．そのうえで，制度の変化と集団の変化に関する 2 つの

謎を提示する． 

 

第 1 節 コミュニティ・ユニオンの組織形態 

 この節では，コミュニティ・ユニオンとは，いかなる労働組合であり，どの

ような組織形態をとっているのかを記述する．まずコミュニティ・ユニオンを

暫定的に次の 2 つの特徴を持った労働組合であると定義する．ただし，コミュ

ニティ・ユニオンに限った定義は法律上存在しておらず，コミュニティ・ユニ

オンを名乗っている労働組合が持っている特徴である． 

 

①誰でも，1 人でも加入できる 

②地域が加入の範囲 

 

 まず，①の「誰でも，1 人でも加入できる」ということに関してみていこう．

日本の大半の労働組合は企業別労働組合であり，組織されている労働者の多く

は企業別に組織されている．企業別労働組合の多くは，その企業の正規社員に

しか加入を認めない方針をとっている．つまり，パートや派遣などの労働者や，

外国人労働者には加入の資格がない．企業別労働組合は，基本的な加入単位を，

その企業の正規従業員に限定し，その単位での雇用の維持や労働条件の向上を

図ってきた．これに対し，企業別労働組合では救済されないような労働者が加

入し，労働条件を向上させるための組織として誕生したのがコミュニティ・ユ

ニオンである．したがって，コミュニティ・ユニオンのほとんどすべてが，そ

のような周辺的な労働者が加入することができるように「誰でも，一人でも加

入できる」という基本方針を持っている．「誰でも」というのは，勤めている企

業や雇用形態に関係なく誰にでも加入の資格があることを意味する．また，「一

人でも」というのは，企業別労働組合のように企業に入ってきた正社員を一括

でリクルートするのではなく，困った労働者がいれば，コミュニティ・ユニオ

ンに相談に来て，組合の救済を受けることができる，ということである．この

ように，加入制限を設けている排他的な企業別労働組合と違って，加入制限が

ない．その一方でコミュニティ・ユニオンは，脱退する際の制限やペナルティ

もない．企業別労働組合であれば，ユニオンショップ協定を企業と結んでいる
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場合もあり，労組を脱退すると従業員としての資格も失うというペナルティが

生じる．それに対してコミュニティ・ユニオンの場合は，このような脱退に関

する制限もない．このような開放性がコミュニティ・ユニオンの大きな特徴で

ある．また，コミュニティ・ユニオンは企業の中にあるわけではないため，そ

の企業の従業員が持ち回りで，労働組合の役職を務めるようなことはできない．

そのため，コミュニティ・ユニオンでは個別の労働者ではなく，どの企業にも

勤めていない専従のスタッフが常におり，この人たちが加入してくる労働者の

相談に乗ったり，ともに企業との交渉に臨んだりするという日常業務を担って

いる． 

次に，②「地域が加入の範囲」を見ていこう．これは上記の①とも密接に関

係する特徴である．企業別労働組合であれば，組織化の対象がひとつの職場に

定着しているため，組織を形成するのに，企業や職場が安定的な場となること

ができる．また，この組織を単位として集団的な労使交渉を行うこともできる．

その一方，非正規雇用者などは特定の企業における労使関係は不安定で職場を

移動することがある．しかし，そのような流動性はありながらも，生活の場と

しては地域に定着している．そのため，組織する単位は企業別ではなく，地域

単位にする方が適している．雇用関係も一般に個別の労働契約として成立する

ことが多いため，個別の企業や職場を単位とする集団的な労使交渉にはなじま

ないことも多い．したがって，周辺的な労働者を組織するためには，上記の①

②という組織形態を持っていることが望ましく，コミュニティ・ユニオンのほ

とんどはこのような組織形態を持っている． 

このような特徴をもったコミュニティ・ユニオンができたのは 1970 年代の社

会的な背景にある．1970 年代になると企業別労働組合自体の問題や労働環境の

変化によって，このような組織形態では対処できない問題が増加してきた．賃

上げ交渉においては，毎年前年を上回って一定の成功を収めてきたが，ドルシ

ョック以降一転して不況に陥った．その結果，賃上げの交渉はうまくいかなく

なり，75 年の春闘では前年の賃上げ額を下回った．このころから，企業は正社

員を採用するのではなく，パート労働者の拡大を図っていった．さらに 80 年代

後半には外国人労働者が増加し，雇用の多様化・不安定化が進んでいった(木下 

2007)．このような状況で，主婦のパート労働が増加していったが，それととも

にパート労働において，突然の解雇や賃金未払いなどのトラブルが増加してい

った．主婦のパートは，労働には変わりないが，パートは労働ではなく，労働

基準法は適用されないなどの考えも多かったようである(本田 2010)． 

こうした状況で誕生したのが，コミュニティ・ユニオンである．1981 年の 3

月に葛飾地区労協が「パート 110 番」を開始し，パートのトラブルに関して労

働相談を行った．この運動にならって江戸川区労協も同様のことを行い，しだ
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いにこの運動が全国に広がっていった(小畑 1996)．こうした流れをうけ，地域

運動が高揚し，総評は地域労働運動を強化する全国集会を開催するようになり，

パート労働者の組織化に関する議論も行われるようになった．さらに，江戸川

区労協はパート労働に限らず，地域の労働者が誰でも利用できるように，「働く

人の生活相談週間」を 1982 年に開始した．このキャンペーンを通じて，英会話

学校や生協配送所や町の旋盤工など，それぞれ 10 人ほどの小さな組合が，江戸

川区労協の直加盟組織として，結成されるようになった．そして，1981 年に江

戸川区労協が実施した，「勤労区民アンケート」では，「一人でも入れる組合に

入りたい」という回答が多くあった．このような状況で，江戸川区労協は新し

い形の地域ユニオンの結成を提起し，1984 年に，最初のコミュニティ・ユニオ

ンである江戸川ユニオンが誕生した． 

 江戸川ユニオンは，結成当初は組合員 37 人の小さな組合として出発した．「ふ

れ愛，友愛，たすけ愛」や「みんなは一人のために，一人はみんなのために」

というスローガンを掲げて結成されたユニオンで，従来の企業別労働組合のよ

うな「要求による団結」ではなく一人の地域労働者が困っている問題を地域労

働組合の力でともに解決していく相談活動と助け合いの活動を目標としていた．

これまでの企業別組合が「要求によって団結し，交渉で勝ち取る」という活動

を前提としていたのに対し，組合の一人でも困っている人がいたらみんなで助

ける(「一人の首切りも許さない」)という活動理念を持っていた．こうして，「職

場に労働組合」から「地域の労働者なら誰でも，一人でも入れる」というコミ

ュニティ・ユニオンという組織形態の労働組合が結成された． 

 このような江戸川ユニオンの活動に触発され，地区労を基盤とする地域ユニ

オンが全国でも結成されるようになった(児玉 1991)．総評主催の「地区労働運

動を強める全国集会」では地域ユニオンに関する分科会が開かれるようになり，

こうした全国的展開をまとめた『コミュニティ・ユニオン宣言』(コミュニティ・

ユニオン研究会 1988)が発刊され，この本で初めて，このような地域ユニオン

に「コミュニティ・ユニオン」という名称が与えられるようになった．そのた

め，コミュニティ・ユニオンは戦後の新しい労働法をもとに生まれてきた企業

別労働組合よりも比較的成立年代が新しい．表 3-1 は大原社会問題研究所によ

るコミュニティ・ユニオンの全国規模調査の結果である．これによるとコミュ

ニティ・ユニオンの多くが 90 年代以降に成立していることがわかる． 

 現在は，上記の大原社会問題研究所の調査では 298 ユニオン存在していると

されている．また，現在では当初のパート労働者の組織化だけでなく，様々な

労働者も組織するようになっている．東京管理職ユニオンのように管理職を中

心に正規雇用者を主に組織するユニオンなどもあり，近年では正規雇用者の組

織化も積極的に行われている． 
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表 3-1 ユニオンの成立時期1 

成立年 ユニオン数 割合 

-1979 5 3.1% 

1980-84 8 5.0% 

1985-89 13 8.1% 

1990-94 9 5.6% 

1995-99 39 24.2% 

2000-04 38 23.6% 

2005- 41 25.5% 

無回答 8 5.0% 

合計 161 100.0% 

(大原社会問題研究所 2010) 

 

 正規雇用者がコミュニティ・ユニオンに加入する理由としては，勤め先に労

働組合が存在しないことや，勤め先にあったとしても個別労働紛争には対処し

ないということが挙げられる．また，管理職であれば 1 つの企業の中にそれほ

ど数はおらず，利害を共有する仲間がいないということがあげられる．企業別

労働組合が個別労働紛争に対処しないというのは，企業と組合が「贈与交換関

係」あり，企業の業績を悪化させたり，企業に不利になったりする紛争は扱わ

ないという性格を持っているからだと考えられる(遠藤 2007)．個別労働紛争処

理制度の利用者状況を見ることでうかがうことができる．たとえば，紛争調整

委員会へのあっせん申請受理件数は平成 19 年で 6014 件であり，そのうちの

28.9％は「労働組合のある事業所の労働者」からである．近年ではコミュニテ

ィ・ユニオンがこうした正規雇用者の受け皿になっているということもうかが

える．そのため，近年ではコミュニティ・ユニオンは，非正規雇用者・正規雇

用者に関わらず，組織化を行っており，多様化しているといっても良いだろう．

むしろそのような多様性を生み出すコミュニティ・ユニオンの敷居の低さが，

大きな特徴の 1 つでもある． 

 

                                                   
1 この調査によると 1984 年以前にもコミュニティ・ユニオンが存在している．詳しくは調

査主体が用いたリストを見なければわからないが，おそらくは「合同労組」を含んでいる

のではないかと思われる．合同労組は戦後，中小企業や工場の労働者を組織するために作

られた個人加盟型の労働組合である．しかし実態としては職場支部が強く，個人加盟を認

めず，職場単位の加盟のみを認めるなどの方針をとっていたり，排他性が強かったりした．

しかし近年ではコミュニティ・ユニオンのように個人加盟を認めるようになってきており，

組織形態や活動も似てきた．そのため本稿では合同労組も①②の性質を持っている限りに

おいて，コミュニティ・ユニオンの定義に含める． 
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第 2 節 コミュニティ・ユニオンの組織活動 

 第 1 節でみたような組織的な特徴を持ったものが，コミュニティ・ユニオン

であるが，ではこのような組織は通常どのような活動をしているのだろうか．

この節では，コミュニティ・ユニオンの活動について記述する． 

 コミュニティ・ユニオンは企業別労働組合とは組織形態が異なっているが，

基本的には労働組合であるため，労働者の労働条件の向上を目的としている．

ただし，企業(事業所)単位で労働協約などに関する交渉を行って労使間のルール

を形成することは困難な場合が多く，実質的に協約締結機能を持たない場合が

多い(高木 1999a, 1999b)．このように，恒常的に企業内に存在し企業側と交渉

することが容易な企業別労働組合とは可能な活動が異なっている．コミュニテ

ィ・ユニオンは，労働組合である以上，原則上は企業別労働組合と同じことが

できるが，実質的には可能な活動が異なってくるのである． 

 企業別労働組合のように，恒常的に企業側と労使交渉を行ってルールを形成

していくことよりも，コミュニティ・ユニオンは個別の労働問題を解決する機

能に長けている．個別の組合員からの相談に対応するという点はコミュニテ

ィ・ユニオンの特徴である．コミュニティ・ユニオンの多くは労働相談を実施

しており，職場で労働問題が起こった労働者はまずこの労働相談を利用する．

そしてこの相談で簡単に解決できる場合は，その相談をもとに自主的に解決す

るが，それが難しい場合はその組合に加入して専従のスタッフを伴い団体交渉

をするというプロセスを経る．日本の労働法では団体交渉の資格を「労働組合

の代表者又は労働組合の委任を受けた者」(労働組合法 6 条)としており，この規

定により当該企業の従業員ではない組合のスタッフが当事者とともに団体交渉

の席につくことができる．  

 このように職場で労働問題が発生したときにコミュニティ・ユニオンに相談

して解決を図る，あるいは場合によってはいったん加入したうえで団体交渉な

どを通じて解決を図るものを「駆け込み訴え」という．コミュニティ・ユニオ

ンはこのような「駆け込み訴え」に対応する「駆け込み寺」としての機能を果

たしている．このような「一種の交渉請負的な意味での」(井上ほか 1960: 46)

世話役活動が現在においても個別労働紛争の解決において重要な役割を担って

いる． 

持ち込まれる労働問題は，解雇，残業代未払い，有給休暇がとれないなど非

常に多様であるが，コミュニティ・ユニオンはこれらの問題に対処している．

これら多様な問題に関して個別の労働者は交渉のノウハウや労働法に関する知

識が乏しいため，専従のスタッフの能力が非常に効果を持つ．コミュニティ・

ユニオンは基本的に労働者個人が問題を自主的に解決することを進めるが，実
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際はこのような問題のため難しい．そのため，労働者の自主性や要望を受け入

れつつ，専従のスタッフが協力する場合がほとんどである(2009 年 6 月 4 日 東

京東部労組 SG 氏)．実際に，労使交渉を行う際の書類の書き方がわからない人

なども多いという(2011 年 9 月 5 日 東京管理職ユニオン SZ 氏)．そのため，

専従のスタッフは，相談を通じて持ち込まれる問題のほとんどに関わることに

なる．表 3-2 は大原社会問題研究所が行った調査の結果であるが，月当たりで 9

件以下(1 年で 108 件以下)というユニオンが多いことがわかる． 

 

表 3-2 相談件数の平均(月当たり) 

件数 ユニオン数 割合 

-9 63 39.1% 

10-29 45 28.0% 

30-49 15 9.3% 

50- 32 19.9% 

無回答 6 3.7% 

合計 161 100.0% 

(大原社会問題研究所 2010) 

 

このようにユニオンごとに相談件数にばらつきはあるものの，無回答の 6 を

除くすべてのユニオンが相談活動を行っており，相談活動はコミュニティ・ユ

ニオンの重要な活動の 1 つであるといえる．なかには，東京東部労組のように

年間で数千件の労働相談を受けることのできる体制を整え，相談活動に力を入

れているコミュニティ・ユニオンも存在する．ここは，もともと専従のスタッ

フが 5，6 名在籍している比較的大きなユニオンであるが，それだけでなく NPO

法人労働相談センターを併設して立ち上げたり，法学関係の学生をボランティ

アとして積極的に募集したりして，相談体制を整えた．その結果，2005 年には

5646 件もの相談体制を行うまでになった(NPO 法人労働相談センター 2009)． 

このように，多くのコミュニティ・ユニオンで労働相談活動が行われており，

なかにはかなりの規模の相談を行える体制を整えたユニオンも存在する．では

なぜコミュニティ・ユニオンでは相談活動を熱心に行っているのであろうか．

その理由の 1 つに，相談活動が組合員の重要な加入経路の 1 つとなっている，

ということが挙げられる．企業別労働組合であれば，その企業に就職した新入

社員を一括でリクルートすることができる．しかし，企業の外にあるコミュニ

ティ・ユニオンはそのようなリクルートはなかなか難しい．そのため，労働相

談を通じた加入というのは重要な窓口となっているのである．表 3-3 は東京管
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理職ユニオンの2003年期2から2012年期までの相談人数と加入人数を表してい

る．これによると相談に訪れた約半数以上が加入に結びついていることがわか

り，相談活動を通じた加入が重要であることがわかる． 

 

表 3-3 東京管理職ユニオンの相談人数3 

  相談人数 加入人数 加入比率 

2003 年期 315 166 0.53  

2004 年期 225 133 0.59  

2005 年期 212 114 0.54  

2006 年期 205 149 0.73  

2007 年期 193 96 0.50  

2008 年期 344 183 0.53  

2009 年期 328 105 0.32  

2010 年期 234 126 0.54  

2011 年期 166 81 0.49  

2012 年期 193 105 0.54  

 

第 3 節 コミュニティ・ユニオンにおける協力の制度 

 この節では，コミュニティ・ユニオンにおいて個人の組合員がどのような活

動を行っているのかを記述する．コミュニティ・ユニオンに訪れる人は職場で

何らかの労働問題を抱えており，それを解決するために労働相談を利用する．

そこから，ユニオンに加入して，スタッフや他の組合員の助けを借りながら団

体交渉に臨み，労働問題の解決を図る．その場合の解決の仕方としては，まず

は本人の意向を尊重し，ユニオンが法律的な知識や交渉のノウハウを提供する

ことになる．その団体交渉で問題が解決すればそれで終わりだが，それで解決

しない場合は，争議行動に移行する．争議行為には，抗議行動，裁判．労働委

員会での紛争を含むものである．まとめると，当事者は，コミュニティ・ユニ

オンに入ってから下の図のようなプロセスで自身の問題を解決するように行動

する． 

 

                                                   
2 ○○年期とは，その年の 10 月から翌年の 9 月までを表す．このような年の表記の仕方は

コミュニティ・ユニオンの会計の時期によるものである． 
3 東京管理職ユニオン第 17,19,20,21 回大会議案書より作成 
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図 3-1 コミュニティ・ユニオンでの紛争解決のプロセス 

 

 ここで，2 つのポイントがある．ひとつは，解決した後の個人の振る舞いであ

り，もうひとつは，個別労働紛争において争議を行うことである．これらのポ

イントは非常に重要なので，ひとつずつ順に説明していく． 

 

3.1 個人の合理的な離脱 

 上記のような解決のプロセスをたどって自身の問題を解決した組合員は，多

くの場合，程度の差こそあれ脱退してしまうという．このことは多くのユニオ

ン研究者も指摘しており(高木 1999a, 1999b; 福井 2005; 小谷 2001; 小畑 

1996; 橋口 2009; 長峰 2003)，筆者の調査でも，どのコミュニティ・ユニオン

の専従のスタッフからも聞かれたことである．下の表 3-4 はコミュニティ・ユ

ニオンでの平均在籍期間を表している．平均 2〜4 年というのが多く，最も長い

もので 6 年程度である． 

 

表 3-4 平均在籍期間 

ユニオン名 年 平均在籍期間 

福岡 
2000 2.73 年 

2010 4.68 年 

大分 
2000 4.31 年 

2010 6.16 年 

東京管理職 
2000 2.94 年 

2010 2.11 年 

NU 東京 
2000 1.26 年 

2010 4.58 年 

(福井 2012b) 

 

 この表からはそれぞれのユニオンごとの平均しかわからない．もしかしたら

一部の熱心な組合員が残っており，それ以外は早期に脱退してしまうのかもし

れない．また，福井(2012b)の調査の回収率もそれほど高くなく，熱心な活動を

行ってユニオンにコミットしている人ほど回答している可能性もある． 

 そのため，脱退の実態を把握するには実際に組合を脱退した人たちの分布を

見る必要がある．図 3-2 は 2012 年期の東京管理職ユニオンにおける脱退者の在

加入 団交 争議 



 

 
46 

籍期間の分布である．これによると，この年の脱退者は 108 人で平均的な期間

は 1.92 年であり，中央値は 1.01 年である4．ここで紹介できるのは東京管理職

ユニオンのデータだけであり，これがコミュニティ・ユニオンの全体を代表し

ている保証は全くない．しかし脱退に関する詳細なデータをきちんと管理して

いるユニオンが少ないため，このデータをもとに組合員の脱退についてもう少

し考察していこう． 

                   

 

図 3-2 脱退者の平均在籍期間5 

    

表 3-5 紛争解決までの期間6 

紛争期間 件数 割合 

〜1 年 272 60.7% 

1〜2 年 113 25.2% 

2〜3 年 39 8.7% 

3 年〜4 年 17 3.8% 

4 年〜 7 1.6% 

合計 448 100.0% 

 

表 3-5 は東京管理職ユニオンにおいて，紛争解決に要する期間を表している．

なお「紛争」とは団体交渉・抗議活動・裁判・労働委員会などの会社との間の

労働問題を解決するべくユニオンが行った解決手段すべてを含んでいる．これ

によると 2 年以下で解決する場合が全体の 85%以上を占めており，図 3-2 で 2

年以下で脱退する人が脱退者のうちの 80％以上を占めていることと相即的であ

る．もちろん例外的な組合員も存在するが，これらのデータから，不完全なが

ら，コミュニティ・ユニオンの組合員の多くが，自分の労働問題を解決した後
                                                   
4 なお，詳細なデータが存在する 2011 年期は加入人数が 81 人，脱退人数が 84 人，2012

年期は加入人数が 105 人，脱退人数が 108 人とほぼ釣り合っているか若干の減少である． 
5 東京管理職ユニオン平成 25 年組合員管理表より筆者が作成 
6 東京管理職ユニオン第 17,19,20,21 回大会議より筆者が作成 

54

32

1 5 5
0 2 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1

0

20

40

60

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617

年数

計 108人



 

 
47 

に脱退していくという先行の調査や組合のスタッフの証言が裏付けられている

のではないかと，推察できる． 

 このように組合員が短い期間で脱退することにより，コミュニティ・ユニオ

ンの規模は小さいことが一般的になっている．表 3-6 と表 3-7 は別々のユニオン

調査による結果である．表 3-6 では平均が 292.0 人である．ただし，中央値の

存在する階級は 51−100 人である．1000 人規模のユニオンが少数であるが含ま

れているために，平均が押し上げられているが，ユニオン全体の傾向で言うと

小規模だということがわかる7． 

 

表 3-6 ユニオンの規模 

規模 ユニオン数 割合 

-50 69 42.9% 

51-100 22 13.7% 

101-500 54 33.5% 

501-1000 7 4.3% 

1001- 8 5.0% 

無回答 1 0.6% 

合計 161 100.0% 

(大原社会問題研究所 2010) 

 

表 3-7 全国ネットに加盟しているユニオンの規模8 

 規模 ユニオン数 割合 

-50 9 24.3% 

51-100 11 29.7% 

101-300 8 21.6% 

301- 8 21.6% 

無回答 1 2.7% 

合計 37 100.0% 

(長峰 2003: 52)     

 

 

                                                   
7 調査主体の用いたリストが不明だが，1000 人規模のユニオンに札幌地域労組が含まれて

いるのではないかと推察される．ここは 1 つのユニオンのような体裁をとっているが，実

態は小規模なユニオンの集まりであり，1 つのユニオンと見なしてよいかどうかは疑問が残

る． 
8 回答数は，37 であるが，加盟しているユニオン自体は 75 存在する(2013 年 6 月時点)． 
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3.2 合同争議 

 次にポイントの 2 つ目である，個別紛争における争議について説明する．争

議行為とは，労働者が経営者との交渉において，自らの主張を貫徹するために

行う対抗行為で，正常な業務の遂行を阻害するものをいう．たとえば，ストラ

イキやサボタージュを行ったりするのがこれにあたる．しかし，コミュニティ・

ユニオンの場合，紛争の当事者が個別的であることが多い．そのため，当事者

のみでは効果的な争議行為を行うことができない．そういう場合，コミュニテ

ィ・ユニオンでは当事者ではないが，同じユニオンにいる組合員がその当事者

を支援するために，一緒に争議行為に参加する．これを「合同争議」という．

合同争議では，当該の企業とは違う企業に勤める従業員も参加するが，これは

団交のときにも述べたように，委任関係があれば，誰でも参加することができ

るという日本の労働組合法で保証されている特徴的なものである．この合同争

議は，通常の争議行為のように，同一の企業の従業員が多数参加しているわけ

ではないので，サボタージュを行って，生産ラインを止めたり，通常業務を滞

らせたりできるわけではない．そのため，合同争議では，多くの支援者が企業

の前に集まり，企業側が行ってきた不当な行為を告発するビラを配布したり，

シュプレヒコールを上げたりして，企業に圧力をかけたり，社会的な信用を貶

めたりするという形で行われる．会社の前で抗議行動を行う場合もあるが，裁

判や労働委員会の前に集まって抗議行動を行い，そのまま同席する場合もある． 

 このような集合行為に，当事者だけではなく，他の組合員も参加することで，

その効果を高めることができる．会社の前での街宣活動だけでなく，裁判の場

合でも，人が多い方が効果はあるという．というのも，裁判官は世論を常に意

識しており，判決が与える社会的な影響力を考えた場合，応援する人が多いほ

ど，裁判官に対して圧力をかけられるのだという(2013 年 10 月 30 日東京管理

職ユニオン ST 氏)．真偽のほどはわからないが，少なくとも組合員はそのよう

に意識して，他の組合員の裁判や労働委員会に出席しているということがわか

る． 

このように，コミュニティ・ユニオンでは，労働の問題を解決するために，

他の組合員を支援するという助け合いが行われているが，合同争議は，これま

で述べてきたコミュニティ・ユニオンの組織的特徴に由来するものである．コ

ミュニティ・ユニオンは，誰でも加入できる企業横断的な組織であるために，

同じ企業に勤めている人がいない(あるいは少ない)という状況である．表3-8は，

それぞれのユニオンに個人ベースで加盟している人の割合を表している9．なお，

コミュニティ・ユニオンに個人で参加している割合は平均的に 70.4％である．

                                                   
9 ただし大原問題社会研究所の調査は，ユニオン単位でデータを収集している(専従のスタ

ッフが回答している)ので，個票データから正確に算出しているわけではない． 
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この表を見ると，もっとも多いカテゴリは 75％以上となっており，調査対象と

なったユニオン全体の半数以上を占めている．このデータから，1 つのユニオン

において同じ企業に勤めている人が多くはないことを窺い知ることができる．

また，開放的組織であるために，離脱も多く，集団の規模は小さい．また，労

働の問題が集団的ではなく，個別の解雇や労働条件の引き下げなどである．こ

のような状況のため，争議行為を行うときは，他の組合員が当事者を支援する

という助け合いが行われているのである． 

 

表 3-8 個人で加入している人の割合 

  回答数 割合 

25%以下 29 18.0% 

25%～50%未満 22 13.7% 

50%～75%未満 14 8.7% 

75%以上 92 57.1% 

無回答 4 2.5% 

(大原社会問題研究所 2010) 

 

 このような組合員同士の助け合いは，組合員同士の自主的な活動に基づいて

いる．というのも，コミュニティ・ユニオンの理念がもともと自主的な解決を

掲げているというのもあるが，先に述べたように，実際，専従のスタッフは非

常に多忙であり，個々の組合員の人間関係の構築まで丁寧に手助けしている時

間がないという事情もある． 

 具体的に，東京管理職ユニオンの事例をもとに助け合いの方法を見ていこう．

基本的にこのユニオンでは，理念として「指導も救済もしない」ということを

掲げており，争議への参加を強制はしない．そのような中で，他の成員の助け

が必要になった人は，自主的に「仲間づくり」をするようになる(2010 年 9 月

24 日 東京管理職ユニオン ST 氏)．争議の必要性が生じた組合員は，他の組合

員の支援が必要になるが，コミュニティ・ユニオンにいる他の人たちの多くは，

これまで一緒に働いてきた同じ企業の従業員ではない．そのため，自分で積極

的に人間関係を構築しないと，支援は得られない．自分で声をかけたり，他の

人を支援したりしなければ，自分の時に助けてもらうことは難しい．事実，他

の人の支援に行かなかったり，自分で声をかけなかったりして結局当事者 1 人

と専従の 2 人だけで争議に行くことになってしまう例もあった．(東京管理職ユ

ニオン 2011 年 8 月 22 日・2013 年 11 月 6 日 ST 氏，2013 年 10 月 30 日 SZ

氏)．そのために，組合員たちは自分から積極的に事務所で交流をはかったり，

争議に参加したりして参加者に声をかけるなどのことを行っている．解雇され
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てしまった人は時間があるため比較的参加しやすいが，そうではない在職の人

が参加するためには，半休あるいは全休をとらなければならないこともあり，

参加には負担がかかる．それでも誘われたら可能な限り参加するという人もい

る(2011 年 11 月 26 日東京管理職ユニオン K 氏)． 

 東京管理職ユニオンの場合，争議の必要性のある人は，毎月第 1 土曜日に開

催されている MAC(Manager’s Action Committee)という会議に参加する10．そ

こでは，争議の必要性のある人たちが主に集まっており，そこで自己紹介や自

分が抱えている問題の説明などを自分で行い，争議への支援を呼びかける．ま

た，個別に連絡先を交換したりして直接，人間関係を構築し，支援を呼びかけ

たりもする．このような会議で，自分や自分の問題を紹介するとともに，他の

成員も同様に，支援を呼びかけている．そのようにして呼びかけられた他の成

員の争議や裁判にも参加することで，人間関係を構築することができる．そし

て，いよいよ自分が争議を行う番になったら，会議の場で，支援を呼びかけ，

日程を決め，決まったスケジュールを事務所あるホワイトボードに書き込む．

あるいはメーリングリストでスケジュールを流して，支援を呼びかける．会議

に参加しなかった(できなかった人)もそれを見れば参加することができるよう

になる． 

 また，こうした会議や争議に参加する人は，自分が争議を行う恐れがでてき

たり，加入からある程度の期間がたっていたりする人たちが出ることが多いよ

うである(小谷 2001)．実際に，東京管理職ユニオンで定期的に会合に参加した

りする人は争議に移行しそうな人たちであり，団交で解決しそうな人たちはあ

まり参加はしないという(2011 年 9 月 5 日 東京管理職ユニオン SZ 氏)．問題

のフェイズが進行し，自分も他者の協力を必要とすることを認識してからミー

ティングや争議に出るといった活動を始めることが多いようである．そのため，

組織全体の加入者数に対して，争議に参加するのは，限られた人数である．東

京管理職ユニオンは全体で 200−300 人程度在籍しているが(2012 年期)，このう

ちで争議に参加するのは 10-20 名程である． 

 また，このような会議の場以外にも重要な交流の場がある．それは争議への

参加である．ある組合員の争議に参加したときに，その場にいる参加者に自分

からスケジュールを伝えて参加を呼びかける人もいる(2014 年 2 月 22 日の抗議

行動後の交流会での観察より)．組合員の M 氏は，ある組合員の労働委員会に行

ったときに参加者の 1 人に誘われて，その人の裁判に参加したという(2013 年

10 月 29 日)．このように争議の場で，別の参加者から誘いを受けるということ

も多く，M 氏は持ったことのないスケジュール帳をはじめて持つようになり，

誘われたらその都度その日程を記入するようになったという． 

                                                   
10 ここ 1・2 年は 2 ヶ月に 1 回程度のペースで行われている． 
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 このように争議への参加が重要な交流の場になっているために，抗議活動へ

積極的に参加する組合員もいる．そうでなければ，別の企業から来ている人た

ちと交流し支援を獲得するのが難しいのである．また先に見たように流動性も

高く，なかなか交流を行うことができない．先に例に出した M 氏は，自分が支

援した人も自分を支援してくれた人も今では名前を覚えていないという．M 氏

は千葉県の北部に住んでいるのだが，争議に参加するにあたって，自転車で都

内の開催場所に行っていた．長距離用の自転車と専用のスーツとヘルメットを

着た M氏は目立ち，そのときに自分が確実に参加していることを示すとともに，

すぐに自分のことを覚えてもらうことができたという．流動性の高いコミュニ

ティ・ユニオンだからこそ，自分から積極的に「仲間作り」をしなければなら

ないという事情もこの例から窺い知ることができる． 

  

表 3-9 コミュニティ・ユニオンにおける支援の程度11 

 

 

 また，東京管理職ユニオンだけでなく，こうした助け合いの制度は他のユニ

オンでも見られる．表 3-9 はコミュニティ・ユニオンにおける助け合いについ

                                                   
11 表中のユニオンは上から順に，連合福岡ユニオン，大分ふれあいユニオン，連合宮崎コ

ミュニティ・ユニオン，連合鹿児島ユニオン，東京管理職ユニオン，ネットワークユニオ

ン東京，失業者ユニオン，東京ユニオン，首都圏青年ユニオンを表している．このうち首

都圏青年ユニオンは橋口(2008)を，それ以外は福井(2012a: 68)を参照して作成した． 
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て行われた調査の結果である．質問は 2 つの調査で異なるが基本的に，他の組

合員の争議を支援したことがあるかどうかを訪ねたものである．これを見ると，

少なくとも 1 回は支援したことがある人の割合が，2 割程度のユニオンから 8

割近くに上るユニオンもあり，かなりばらつきはある．これを動員あるいは援

助規範の強さと一概に言うことはできない．というのも，それぞれの組合で支

援の仕方も微妙に異なる可能性があるからである．たとえば，争議だけではな

くネットワークユニオン東京の場合は，団体交渉の段階から加入時期の近い人

同士でチームを組むように促し，互いに支援していくということも促している．

そのため，ネットワークユニオン東京の場合は，団交の段階での支援も含めて

回答している組合員がいる一方，他のユニオンでは争議行為のみに限定してい

る，という可能性もある．しかしながら，他の組合でも互いに何らかの形で助

け合ったりするということが行われているということはわかる． 

  

第 4 節 コミュニティ・ユニオンの協力的制度に関する 2 つの謎 

ここまでで，コミュニティ・ユニオンについての一般的な記述は終わった.こ

うした助け合いが成立するメカニズムについては，大林(2013)や Kandori and 

Obayashi (2014)によって部分的には明らかにされている． 

前者では，コミュニティ・ユニオンにおける合同争議と，「ゆい」や「もやい」

(以下，ROSCA と表記する)といった一般交換を結びつけ，そのメカニズムを分

析した．ROSCA は，1 人の人を集団のみんなで助けるという交換の構造をなし

ているが，合同争議も 1 人(少数)の人をユニオンの他の組合員で助けるという同

じ交換の構造になっている．しかし，ROSCA の場合は，集団およびコミュニテ

ィ・レベルで，長期的で密な関係が必要だと指摘されていた(Hechter 1987: 

107-11; Coleman 1990: 300-24; Putnam 1993=2001: 206-10)．そうした関係の

中で，集団内で支援を受ける前の非協力に対して懲罰を執行し，支援された後

に非協力した(もらい逃げ)場合は，その人に対してコミュニティ内で社会的制裁

を行うか，その人がコミュニティ内の他の ROSCA には加入できないように，

評判に基づいて選別することが必要なのである(Sugden 1986=2008: 152-7; 

Koike et al. 2010)．一方で，コミュニティ・ユニオンの場合は，これらの条件

を満たしていないにもかかわらず，協力が成立している．大林(2013)では，こう

した理論と事例の齟齬に着目し，「流動的な集団であるコミュニティ・ユニオン

でなぜ助け合いが成立するのか」を問いとした． 

 そして事例を次のように整理し，世代重複型くり返しゲーム(Kandori 1992; 

Smith 1992)と Sugden の相互援助ゲームを応用し，ゲーム理論による分析を行

った． 
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①合同争議は ROSCA タイプの交換とみなせる． 

②団体交渉のプロセスを経るため，争議を行うのは， 加入後 1～2 年が多い． 

③CU は，脱退者も加入者も多い流動的な集団である． 

④脱退後に懲罰はなく， 入るときの選別も存在しない． 

⑤他の争議を支援する人は， 他者から支援されるという互恵的な関係が成立している． 

 

集団には N 人のプレイヤーが所属しており，プレイヤーは 1 期に 1 人加入し

て 1 人脱退するため，常に集団は N 人の規模を保っている．プレイヤーはそれ

ぞれ，集団に加入した時期がずれており，もっとも古いプレイヤーが支援を受

ける機会を得て当事者となり，それ以外のプレイヤーが当事者を支援するかど

うかを選択する．このようなゲーム構造を設定し，コミュニティ・ユニオンで

見られる支援行動を KM 戦略として表現して，この戦略が部分ゲーム完全ナッシ

ュ均衡になる条件を求めた． KM 戦略とは，自分が当事者になるK期間(協力期)

はそのときの当事者を支援するという戦略である．また，この戦略は懲罰を備

えており，当事者が協力期に均衡戦略から逸脱して，非協力を行った場合，支

援を受けられない．一方で，均衡戦略に従って協力期間中常に協力していた場

合は，支援を受けられるというものである． 

このような流動的なゲーム構造と評判に基づいた互恵的戦略の組み合わせを

分析した結果，コミュニティ・ユニオンのような流動的な集団でも助け合いが

成立する可能性を突き止めた．コミュニティ・ユニオンの場合は，支援された

ら解決して脱退するという利得構造になっていたが，これは逆から言えば集団

に最後までいなければ利得は獲得できないことを意味する．この最終利得が，

それ以前のプレイヤーの貢献によって決まるとする戦略によってコントロール

されることによって，集団内で協力が成立するのである．また，プレイヤーが

離脱するだけでは，交換は成り立たず，離脱とともに加入も同数ある状況でな

ければならないとした．後から加入してくるプレイヤーがもっとも古いプレイ

ヤーを支援するため，プレイヤーが互恵戦略に従って，自分を助けてくれると

いう期待と同様に，そもそもそのような支援をしてくれるプレイヤー自体が集

団内にいる必要があるのである． 

また，Kandori and Obayashi(2014)では，上記の研究を修正したモデルを提

示した．大林(2013)では互恵戦略を機能させるために完全情報を仮定していたが，

この仮定が実際のユニオンでは当てはまらないことを指摘し，代わりに不完全

情報モデルによる定式化を行った．この不完全情報モデルでは，自分が観察し

たことしか知り得ないという不完全情報私的観察モデルを用いている．このモ

デルではプレイヤーは 3 期間のみプレイし，1 期間に 2 人加入・離脱が行われる
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という構造になっている．均衡戦略はやや複雑なためここでは詳述しないが，

基本的には「自分が参加した争議で一緒にいた人」を支援するという戦略であ

る．この戦略によれば，争議に参加した人を確実に支援できる一方，参加して

いない人は確実に支援されないことになる．なお，1 期のうちに争議を行うプレ

イヤーは複数いるため候補者を以前の争議で見たことがなければ(その人が参加

していないか，別の人の争議に参加していた場合)，その人ではなく別の人を支

援することになる．その結果，支援を行った人を確実に支援することができ，

不完全情報でも助け合いが成り立つのである． 

これらの研究では，東京管理職ユニオンのように加入人数も脱退人数もほぼ

同じで拮抗している状態，すなわち集団の人数が変化しない状態を想定して，

ゲーム理論モデルを作成していた．これらの研究で用いた世代重複型くり返し

ゲームは，基本的な構造として，プレイヤーの流動性を仮定しているが，1 期あ

たりに参入する人数と離脱する人数が同じで，集団の規模は一定に保たれてい

る．こうしたモデルは集団人数が変化しない安定期の協力状態を説明するには

適している． 

しかしコミュニティ・ユニオンの集団規模はいつも安定しているわけではな

い．少なくとも筆者の調査では，集団の規模が変化する重要な事例を 2 つ確認

した．ひとつは，ネットワークユニオン東京において加入人数が激減した例で

ある．もうひとつは，東京管理職ユニオンにおける協力的な制度の発生の例で

ある．前者に関しては，ネットワークユニオン東京において新規加入者数があ

る時期から激減したにも関わらず，なぜ協力的な制度を維持することができた

のか，という問題である．後者に関しては，東京管理職ユニオンにおける協力

的な制度の発生に関する問題である．東京管理職ユニオンは 15 人から始まった

ユニオンであり， そのような少人数の状態からいかにして助け合いが行われる

ようになったのかという問題である． 

先行研究では，コミュニティ・ユニオンにおける協力の制度を維持するため

には恒常的な加入が重要であると指摘されていた．そのため，二つの問題は先

行研究の知見からは説明することが難しい問題であり，両者とも集団規模の変

化と制度の問題にとって重要な例である．とくに前者に関しては，集団規模の

変化，特に集団の縮小に対して協力の制度がいかなる変化を被るか，というこ

とを明らかにするうえで重要である．一方後者の問題は，人数の少ない状態か

らいかにして集団は成長し，それとともに協力的な制度が発生したのか，を明

らかにするうえで重要である．  

なお先行研究のモデルでは，流動性がありつつも，集団の規模は一定に保た

れるという仮定が置かれていたが，コミュニティ・ユニオンの 2 つの問題を扱

うためには，先行研究のモデルに集団規模の動的変化を組み込む必要がある．
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また，集団規模が変化する際の変化の仕方にも注意が必要となる．しかし，先

行研究のモデルは世代重複型くり返しゲームであるため，プレイヤーの生存期

間が有限であり(最終回が分かる)，なおかつプレイヤーの役割が 2 つ存在する．

そのため，先行研究のモデルに集団規模の動的変化を組み込むのと複雑になり，

混乱を招く恐れがある．したがって，まずは集団規模の動的変化をゲーム理論

によってモデル化するための方法を，より一般的な形で提示し，集団規模が動

的に変化する仕組みや関連する概念の明確化を試みる．その後，実際に事例を

詳しく説明し，事例に応じたモデルの定式化を行うことにする． 
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第 4 章 集団評判メカニズムを導入した公共財供給ゲーム 

 

 本稿の最終的な目的は，コミュニティ・ユニオンに関する集団規模の変化

と協力的制度の関連を明らかにすることである．しかし，前章の最後で述べ

たようにコミュニティ・ユニオンのモデルでは現実に即して定式化を行うた

め，モデルがやや複雑になる．そのためにこの章では，数学的準備としてよ

り一般的なモデルを提示し，集団規模の動的な変化と集団規模の変化の仕方

(集団評判効果)に関して，その仕組みや概念を明らかにする． 

 

第 1 節 社会的ジレンマと集団の流動性 

1.1 集団規模拡大効果 

 社会のひとりひとりの合理的な行動が社会的には望ましくない結果をもた

らすという「社会的ジレンマ」は，共有地の共同管理だけでなく集団の共通

目標を達成しようとする状況に広くみられる現象である．なかでも

Olson(1965)は集合財の供給において，集団規模が小さいことや選択的誘因

がジレンマを解決する要因であると主張した．その後，集団規模の効果に着

目し，木村(2002)がワンショットのゲームに関してさまざまな利得関数を用

いたゲーム理論的分析を行い，その効果を明らかにした．一方，Raub(1988)

や高田(1993)では，通常の集団や組織では継続的に活動するものも多いとい

う現状を反映し，繰り返しゲームにおける集団規模効果の分析を行っている．

しかしこれらの研究は，固定されたプレイヤーを仮定した静学的な分析にと

どまっており，企業や NPO のように新規のメンバーが加入し，変化すると

いう流動的な集団に関して動学的な分析することができない．したがって，

本研究では繰り返しゲームにおいて，集団の人数が変化，とりわけ増加する

場合の分析をゲーム理論によって行う． 

 

1.2 集団評判効果 

 集団に新規メンバーの加入がある場合，そのメンバーはどのような動機に

もとづいて加入の意思決定を行っているのだろうか．本稿では，その意思決

定に影響を与えている可能性のある集団評判メカニズム(Group Reputation 

Mechanism，以下 GRM)に焦点を当てる．この集団評判とは，簡単に述べる

と，その集団がうまくいっている(集合財の供給に成功している)場合，その

成功が集団の「評判」として，集団外の個人に伝わる．そして，こうした集

団の評判によって，集団の外部の個人はその集団に加入しようかどうかを決

定すると想定するのが集団評判メカニズムである．これは，コミュニティ・

ユニオンの流動性を分析にするのに非常に重要な概念である．福井(2013b)
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の調査では，ユニオンを知った契機として「職場でユニオンの活動を見て」

「街頭での宣伝活動」を挙げる組合員が 20％以上(N=490， 複数回答)だっ

た．また，直接活動を見るのではなく，ニュースや新聞あるいはユニオンの

Web サイトを見て事務所に訪れた人はそれぞれ 10%程度いる．さらに筆者が

帯同した争議では，朝の通勤ラッシュ時に企業の前でビラを配っていたが，

当日配られたビラを見て，後で相談に行きたいという申し出が 5 件ほどあっ

たようである(2011年 8月 23日 東京管理職ユニオンの争議行為への観察か

ら)．このように，集合行為という表出的な行為によって，次の加入者や仲間

を増やすという機能も併せ持っていると考えられるのである． 

 集団の評判は，こうした事例だけでなく Greve and Fujiwara-Greve(2003)

をはじめとした転職の分析でも指摘されていた．Greve らの研究では，企業

の業績が企業外の転職者の行動に与える影響に関して分析を行っている．企

業の業績は，企業内の集合財供給問題の結果として考えられ，その企業が集

合財供給に成功しているかどうかの指標とされている．その結果，評判がよ

い企業のほうが離職者が少なく，転職者に選ばれやすいという結果が得られ

た1．また社会運動論でもその効果が指摘されていた．たとえば資源動員論で

は，社会運動が成功するためには資源をどのように確保し，利用するかが重

要になると考える．なかでも McCarthy and Zald (1977)では，社会運動体は

孤立的支持者(集団の外部の人間)に対して，自らが効果的に運動を行いうる

ということをアピールするために，メディアの関心をひきつけるような抗議

行動を行って新規会員の獲得を試みる，と指摘されている．すなわち，これ

らの研究では，繰り返される集合財の供給(集団の成功)の程度が集団外の人

間に対してポジティブな評判を形成し，新たな会員・資源の流入を可能にし

ていることを示唆している． 

一方で，Knoke(1988)は，娯楽的ではなく活動によって利益を獲得する集

団や高度に政治的な団体では組織の威信を高めようとする動機が実際の活動

参加に効果を持っていることをデータ分析から明らかにした．これは上記の

McCarthy らの指摘する効果とは逆方向の関係である．つまり，集団の評判

を高めることが，集合財の供給を促すという関係である．さらに利益集団や

政治的な集団の場合に，この効果がみられたことから，集団の評判を高める

ということの背後に新規のメンバーの確保そのものによって集団の影響力や

効果を高めるというメカニズムを想定することも不可能ではない．それゆえ，

                                            
1彼らの研究では，企業外の人から内部の行動は観察できないため，外部の人

が用いることのできる評判の指標として企業規模が用いられている． 
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Greve らや McCarthy らの研究の，「協力→集団の評判→新規加入」という

関係に対し，Knoke らの研究は「新規加入→集団評判→協力」という関係を

示唆したということができる．つまり集団の評判とは，集団内の個人の協力

行動と集団外の個人の加入行動を双方向に媒介するものとして考えられるの

である． 

本稿では，この GRM による双方向の因果関係効果を同時に分析すること

を目的とする．そのために，まずゲーム理論に導入する基礎的な方法を提示

する．現実場面では，集団からの退出や懲罰が存在すると考えられるが，本

稿ではもっとも条件の少ない分析，すなわち GRM によって集団が拡大する

状況のみを分析する．そのことにより，GRM がジレンマ状況に及ぼす影響

に関する理論的なベースラインを提示する． 

 

第 2 節 先行研究 

2.1 集団規模の変化が公共財の供給に与える影響  

人数が増加するゲームはこれまでゲーム理論ではほとんど分析されてこな

かった．その原因のひとつは，ゲームを外生的に定義する際にあらかじめプ

レイヤーの人数やそれに対応する行動や利得関数を定義しなければならない

ことにある．しかし，進化ゲーム理論では集団の人数が変化するモデルの分

析はいくつか行われており，集団規模の変化と協力の関係を明らかにしてい

る(Hauert et al. 2002a, 2002b, 2006; Mathew and Boyd 2008)．これらの研

究では，あらかじめ母集団として十分に大きなプレイヤー集合を定義してお

き，その部分集合が集団を形成してゲームを行うという方法がとられている．

また，複数の集団を仮定する場合は，それらの集団間でプレイヤーの移動が

行われ，集団の規模に分散が生じることで集団規模の動的変化の影響を分析

している(Janssen and Goldstone 2006; Killingback et al. 2006)．そしてど

の集団に属するプレイヤーの行動が誰の利得に影響を与えるかを定式化すれ

ば集団の規模が変化するゲームを分析することができる． 

たとえば Hauert et al. (2002)やそれを一般化した Mathew and Boyd 

(2008)の研究では，協力戦略・非協力戦略・不参加戦略(loners)の 3 種類のプ

レイヤーにおけるダイナミクスを分析している．このゲームでは，集合財ゲ

ームに参加するのは前 2 者の戦略のみで，これらのプレイヤーのみが集団を

構成する．一方，不参加戦略は，系には存在するが，集団外のプレイヤーと

して扱われており，集合財ゲームの利益は受けない代わりに個人的活動によ

る利得が獲得できる．これらの戦略の分布が動的に変化することモデルを想

定することで集団規模の変化を分析している． 

その結果，協力戦略・非協力戦略・不参加戦略の分布がじゃんけんゲーム
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の軌道を描く漸近安定均衡が成立するパラメータの範囲を明らかにした．ま

ず協力戦略と非協力戦略では後者の利得が常に高いため，協力戦略が減って

くる．そのとき協力戦略が少ないため，非協力戦略は公共財から得られる利

得が小さくなるが，不参加戦略は個人的利得を安定的に獲得できる．そのた

め，不参加戦略が支配的になってくる．不参加戦略が支配的で集団が小さい

時に協力戦略が系に侵入してきたら，不参加戦略よりも大きな利得を公共財

ゲームから獲得できる場合，協力戦略が支配的になる，という具合に系が循

環するのである． 

また，Janssen や Killingback らの研究では，プレイヤーの母集団が複数

の部分集団に分割され，その集団ごとに集合財ゲームを行うという仮定を置

いている．また定期的に集団ごとのランダムな移動が行われ，そのたびごと

に集団の人数にばらつきが生じることで集団規模の動的変化の影響を分析し

ている．これらの研究では，集団間でプレイヤーが定期的に移動でき，その

ときに集団規模にばらつきが生じて小さい集団が形成される場合，協力戦略

が安定するパラメータの範囲を明らかにした．各集団では常に非協力戦略が

協力戦略よりも高い利得を獲得できるが，上記の条件であれば，母集団全体

で両者の平均利得を比較したとき，協力戦略のほうが高くなるという「シン

プソンのパラドクス」が生じるのである． 

これらの研究のポイントは，協力戦略に有利な小集団が一時的に出現する

ことである．このとき，協力戦略は大きな利得を獲得でき，割合を増やすこ

とができるのである．その結果，集団のダイナミクスによって，懲罰がない

状態でも協力が達成される条件を明らかにしている． 

上記の進化ゲーム理論研究の方法は確かに集団規模が変化する状況を定

式化するのに有効であり，集団規模が小さい時に協力戦略が増加するという

これまでのジレンマ研究に一貫した理論的知見を得ている．しかしこの点は

同時に問題の源でもある．なぜならこれらの分析では各集団の規模が小さく

なったとき，ゲームがジレンマ構造をもたなくなるという特徴があるのであ

る．たとえば，Hauert et al. (2006)では，集団の規模を S ，利得係数を r と

すると，協力した場合の利得は 1)()(  SrSPSP Dc になると仮定している．

ただし， )(SPD は非協力の場合の利得である．集団規模が小さくなり rS  と

なったとき，このゲームはジレンマ構造を持たなくなる．同様に，Janssen

や Killgback らのモデルでも集団規模が小さくなったときにジレンマ構造を

持たなくなる利得関数が仮定されている． 

Hauert et al. (2002)や Mathew and Boyd (2008)でも不参加戦略が増え，

集団が小さくなったとき，協力戦略が集合財ゲームから得られる利得が不参
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加戦略の個人的利得より大きくなるというジレンマ構造を持たなくなる状況

が発生する．  

このようなジレンマの条件を満たさないゲームでの分析では，ジレンマ研

究において集団規模が協力の達成に与える影響が曖昧である．またとくに

Janssen や Killgback らのモデルでは，集団が小さくなるための集団の組み

換えが必要だが，それはランダムに生じる．このような外生的なショックに

よって生じる集団の変化ではなく，先に示した転職や社会運動の例のように

それらを内生的に，いわばプレイヤーの意図的行為の結果としてとらえるこ

とが必要である． 

 

2.2 本研究の枠組み 

本研究では，常にジレンマの条件を満たしたゲームにおいて集団規模の変

化が内生的に生じる状況を分析するために，確率的ゲーム／動的ゲーム

(Stochastic game/Dynamic game)を応用する．確率ゲームとは，毎期同じゲ

ームを繰り返すのではなく，各ステージゲームの構造を決定する状態変数が

プレイヤーの行動や遷移規則(確率)によって変化していくゲームである．こ

のうち，遷移確率が確率的な場合を確率的ゲーム(stochastic game)，決定論的

な場合を動的ゲーム (dynamic game) と呼ぶ (Dutta 1995; Mailath and 

Samuelson 2006:174-99)．たとえば，1 期目には利得行列 X のゲームをする

が，プレイヤー1 が行動 A を取ったら，確率 p で利得行列 Y のゲームに移行

するというゲームである．確率的ゲームは Shapley(1953)によって初めてゲ

ーム理論に導入され，Solan(1998)が有限の状態空間において部分ゲーム完

全ナッシュ均衡が存在するための条件を，Maitra and Sudderth(2007)が無

限の状態空間の場合の数学的条件を明らかにした．さらに，Dutta(1995)で

は無限繰り返しゲームにおいて，逸脱者を一定期間罰し，その後罰した人に

報償を与える戦略を用いて Folk 定理を証明した． 

これらの確率的ゲームでは，プレイヤーの行動によって内生的に変化する

状態変数(ゲームの構造)を仮定し，その状態変数がどのようなルールで変化

するかということを定式化している．確率的ゲームの応用により，企業の競

争が市場の環境を内生的に変化させるという状況(Ericson and Pakes 1995)

やプレイヤーの行動にもとづいて政治的ルールが内生的に変化する状況

(Lagunoff 2008)を分析することが可能になった． 

本研究では，ゲーム構造を状態変数として定義し，それがプレイヤーの行

動と状態遷移関数によって，内生的に変化するという確率ゲームの方法を応

用する．すなわち，状態変数を，集団に所属しているプレイヤーの集合とし

て定義し，それがプレイヤーの行動と状態遷移関数によって変化する状況を
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分析するということである．また，状態遷移関数を GRM として定義する．

つまり，プレイヤーの行動と次期の状態(集団の人数)の関係を状態遷移関数

として定義する．そのことで，集団のメンバーが協力すればするほど，次期

に多くの新規メンバーを獲得できるという，GRM を定義できる．さらに，

上記の進化ゲーム理論のように母集団を仮定し，その部分集団がゲームを行

うという方法により集団規模の変化を定式化する．一方で，これらのゲーム

とは違って常にジレンマ構造が保たれるように定式化する．それにより，

GRM を介した，集団規模の内生的変化と協力の関係を分析することが可能

になる．本稿ではこの枠組みで，もっとも条件の少ない集団への加入だけを

組み込んだ分析を行い， 理論的なベースラインを提示する． 

 

第 3 節 モデル 

3.1 確率的純粋集合財ゲーム 

GRM を導入した数種類のゲームを提示し，分析を行う．また GRM に関

しても加入人数が前期の協力者率に依存する場合(タイプ 1)と前期の協力者

の数に依存する場合(タイプ 2)を提示する．まずはベースとして非競合的で非

排他的な純粋集合財に関して定義を行い，タイプ 1・タイプ 2 の証明を行う．

そのあと，競合性のある集合財と純粋公共財に関して，タイプ 1・タイプ 2

の分析を行う． 

まずは，簡単にゲームの流れを説明する．母集団において，集団に所属し

ているプレイヤーとそれ以外のプレイヤーがいる．集団に所属しているプレ

イヤーは集合財供給ゲームをプレイする．その結果によって集団に所属して

いるプレイヤーは利得を得るとともに，集団に所属していないプレイヤーに

対しても加入するかどうかの選択権が与えられる．次に選択権を与えられた

プレイヤーは集団に加入するかどうかの意思決定をする．加入した場合は次

期から集団のプレイヤーとして集合財供給ゲームに参加する．これを無限に

繰り返すのが SCGG(Stochastic Collective Goods Game)である． 

SCGG は＜ ,2,1;,,, iqfAN ii ＞として定義される．なお iはプレイヤーの

インデックスである．プレイヤーは無限にいるものとする．またプレイヤー

の集合は可算無限集合  3,2,1N とする．プレイヤーには 3 種類おり，集

団に加入しているプレイヤー，集団に加入してはいないが加入の選択権が与

えられているプレイヤー，集団に加入してもいないし加入の選択権も与えら

れていないプレイヤーである．第 t期目それぞれの集合を， tX , tY , tZ と表記

する．期数の集合は， },3,2,1{ T である．また，第 Tt 期における tX , tY , tZ

の要素の数をそれぞれ tx , ty , tz とする．ただし，ゲームが始まる前の初期の
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系の状態を 0X , 0Y , 0Z ，それに対応する要素の数を 0x , 0y , 0z と表記する．任意

の t期において tX , tY , tZ (および 0X , 0Y , 0Z )は互いに排反であり，それらの和集

合は N に等しい．  

このゲームでは集団のサイズは各期ごとに変わるが，第 t期目における各

集合の状態を  tttt ZYXs ,, と定義し，ありうるすべての可能な状態を網羅し

た集合を S とする．なお， 0s はゲームが始まる前の初期状態 ),,( 0000 ZYXs  を

表しており，その時の集団の状態は 0,2 00  yx の関係を満たしている． 

 次にプレイヤーの行動を定義する．第 t期のプレイヤー iの行動を i

t

i

t Aa  と

し，プレイヤー iの行動の全体を iA とする．また，複数のプレイヤーの行動

の集合を直積 



j

jii

ij AA
,1

と定義し，すべてのプレイヤーの行動の集合を







1j

jAA とする．  

このゲームでは，集団に加入しているかどうか，加入の選択権を与えられ

ているかでプレイヤーがとりうる行動が異なる．そこで，第 期におけるプ

レイヤー のとりうる行動は，その時の状態 ts によって定まる，すなわち

)( t

i

t

i

t sAA  とする．具体的には， 　Xi のとき  1,0i

tA (それぞれ非協力と協力

を表している ) ， Yi のとき  加入しない加入する,i

tA ， Zi のとき

 何もしないi

tA と，プレイヤーの行動を指定する．つまり，集団に加入し

ているプレイヤーのみが集合財供給のための貢献をするかどうかを選択し，

集団には加入していないが加入の選択権が与えられているプレイヤーは集団

に加入するかどうかの選択をするということである．また集団に加入しても

いなければ加入の選択権も与えられていないプレイヤーは何もせず集合財の

供給に影響を与えない． 

 次に集合財ゲームを定義する．本稿では，非競合的かつ非排他的な純粋集

合財を仮定する．ただし，非排他的とは集団のメンバーに対してであり，集

団に加入していないプレイヤーは利得を得られないものとする．プレイヤー

iの利得関数  ASf i : を定義する．集合財の利得は，協力者の人数に対

して単調増加する線形な関数を仮定する．また費用は人数に関わらず一定で

あるとする．第 t期におけるプレイヤー tXi 　 の利得は， 



tXj

i

t

j

tt

i acabaf )(

である．ただし，  cbxc t である．また Aat  は第 t期の公共財(集合

財)ゲームにおけるプレイヤーの行動の組であり，一方 Aa t ' を第 t期の加入

選択に関する行動の組と便宜的に表記する． 

 次にプレイヤーの集団への加入を定義し，ここで GRM を導入する．状態

t

Ni
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遷移関数 SASq : を定義する．状態遷移関数 qは，直近の集合財ゲームに

おけるプレイヤーの行動によって，次の期に集団に加入する権利があるプレ

イヤーを指定する．たとえば第 t期のスタート時点で     ,4,,3,2,11 ts で

あったとして，その期に一定の人数のプレイヤーが協力したとき，

        ,5,4,3,2,1,' 1   ttt asqs とする，という具合である．なお，第 t期のゲ

ームによって決まった状態を便宜的に Ss t' と表記する．また第 t期の集合財

ゲームによって集合 tZ から集合 tY ' に移されるプレイヤーは誰でもよいが，そ

の人数は直前の集合財ゲームの協力者数と直前の状態変数に依存した確率変

数として定まっている．なおその関係あるいはその期待値 ]'[ tyE についての

具体的な関係はのちに定義する．なお ty' は第 t期の公共財(集合財)ゲームによ

って決まった状態 )',','(' tttt ZYXs  における tY ' の人数である．このとき，集合

tY ' に移ったプレイヤーは集団に加入するかどうかの選択を行う．加入した場

合は次の期の直前に集合 1tX に移り，加入しなかった場合は集合
1tZ に戻る． 

 次にゲームの履歴を定義する．ゲームが始まってから第 t期の直前までに

実現した履歴を
tt Hh  とする．第 t 期までのすべての可能な履歴の集合を

1)(  t

t SASASH とし，その全体集合を 





1t

tHH とする． 

ま た ， 第 t 期 ま で に 実 現 し た 状 態 と 行 動 を 含 ん だ 履 歴 を ，

),',',,,,',',,( 111111110  ttttt sasasasash  とする．ただし，ゲームがスタートし

た時点の履歴(初期状態)は
01 sh  とする． 

次にプレイヤーの戦略を定義する．プレイヤー iの戦略 ii  とすると，

i 

1),( t

i

t

i

t  である．ただし， i はプレイヤー iの可能な戦略の全体とし，

プレイヤー全体の戦略の集合をとする． i

t は，第 t期までに実現した履歴
th

に対して，公共財供給における行動 i

ta を指定する．一方， i

t は第 t期までの

履歴
th と，その直後の集合財供給ゲームの行動のプロファイル ta および ts' の

直積に対して，集団に加入するか否かの行動 i

ta' を指定する．また，第 t期目

の終了時に，状態遷移関数 qと第 t期の加入選択の行動の組 ta' に基づいて状

態
ts (第 t期終了時点での最終的な集団の状態)が定まる． 

 すべてのプレイヤーの利得は割引因子  1,0 によって割り引かれるもの

とする．また，第 t期まで実現しているとしてそれ以降の履歴の列を
~th と表

記すると，ゲームを通じた割引期待利得は， 









 







1

1 )(),;(
~

t

t

it

ht

i afEhF
t

  

となる． 
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次に 2 種類の GRM を定義し，それぞれについて全面的協力戦略が部分ゲ

ーム完全均衡になるかどうかを分析する．なおここでいう全面的協力戦略と

は集団に加入する権利が与えられたときは加入し，加入後すべての期におい

て協力する戦略を指す．現実には GRM，すなわち集団の成果と加入者には

さまざまな関係が存在すると考えられる．しかし，本稿ではそのうちの 2 つ

を扱い，GRM の効果や可能性を提示する．なお全面的協力戦略とは集団に

加入後すべての期において協力する戦略を指す． 

 まずタイプ 1 の分析を行う．これは，協力者率に比例して次期に加入する

人数が決まるものである．これは現実場面では，目標をあらかじめ公表する

場合が考えられる．NPO などの組織では年間目標，企業であれば企業業績で

ある．全員で協力すればその目標を達成できるが，誰かが非協力するごとに

その目標に届かなかったり，業績目標を下方修正せざるを得なくなったりす

る．その結果，全員が協力し，目標を達成できた場合は，集団の外の人から

見ると，その組織がうまくいっていると見える，すなわち良い集団の評判を

見いだす．一方で，目標を下回った場合は，その組織がうまくいっていない，

すなわち集団の評判がそれほど良くないとみなし，その分，その組織に加入

したいと思わなくなる．タイプ 1 はこうした状況に対応している．数式的に

は以下のように定義できる． 

 

タイプ１：直前の集団の協力率
txm と等しい確率でその期に 1 人のプレイヤ

ーが加入選択権を与えられ，
txm1 の確率で誰も加入できない，つまり

tt xmyE 1]'[ となる場合．ただし， m は直前のゲームにおける協力者数





tXi

i

tam である． 

 

(命題 1-1) タイプ 1 の場合，全面協力戦略のプロファイルが部分ゲーム完全

ナッシュ均衡を構成するような  は存在しない． 

 

(証明 1-1) 

 全面協力戦略のプロファイルを，そこからプレイヤー iだけが逸脱した戦

略プロファイルを ' とすると，SCGG においてが部分ゲーム完全ナッシュ

均衡を構成する必要十分条件は， 

),';(),;(,',  t

i

t

i

t hFhFHhNi  　　  

となることである．無限繰り返しゲームにおいては，ある戦略が部分ゲーム

完全ナッシュ均衡であると証明するために，通常はその戦略が 1 期逸脱の特
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性を持つことを証明すればよい(1 期逸脱の定理)2．すなわち， 1 人のプレイ

ヤー が均衡戦略から 1 期間の逸脱を行っても利得の改善ができないことを

示せばよいのである．これだけを調べれば，均衡戦略からいかなる戦略への

変更をも行う誘因を持たないことを示したことになる．任意の履歴の後につ

いても証明するために，この 1 期の逸脱を均衡経路内・外(脅しの信憑性)に

ついて調べればよいのである．本稿でもこの定理を用いる．しかし通常であ

れば，毎期のゲーム構造は変わらないので，ある 期におけるプレイヤー の

逸脱のみ調べれば，それはすべての期およびすべてのプレイヤーについても

あてはまる．しかし，このゲームでは毎期ゲームの構造(人数)が変わる．そ

のために，ある 期のプレイヤー の行動のみ調べるのではなく，すべての期

とすべてのプレイヤーについても計算する必要がある．そのため証明の手順

は以下のようになる． 

 

①均衡経路上のある 期に，プレイヤー に 1 期逸脱の誘因がないことを示す

3． 

均衡経路上(誰も全面協力戦略から逸脱していないパス)において，プレイ

ヤー が集団に加入した後のある 期に，1 期間のみ非協力を行い，以後は協

力し続ける場合を考える．この 1 期逸脱によって，割引期待利得が改善でき

ないことを示す．つまり，プレイヤー 以外の全員の戦略を固定(集団に加入

しているプレイヤーに関しては全員が協力)して，プレイヤー のみが，集団

に加入した後のある 期にだけ，全面協力戦略から逸脱(非協力)する下のよう

な場合を考える．これと全面協力戦略の第 期以降の割引期待利得を比較す

ればよいのである． 

 2t 期 1t 期 t期 1t 期 2t 期  

全面協力戦略 C C C C C  

1 期逸脱 C C D C C  

 さらに全面協力戦略は，加入の意思決定と貢献についての意思決定から成

り立つ．そのために，集団加入後の協力についてだけではなく，加入時の選

                                            
2 1 期逸脱の定理に関しては，Fudenberg and Tirole (1991: 109-10)や

Mailath and Samuelson (2006: 24-8)を，動的計画法については(Sundaram 

1996: 281-314)を参照されたい． 
3 この方法が使用できるためには，任意の 期においてその期の利得が有限の

値におさまることが必要である．今，定義域(協力者数)は無限の値をとりう

るが，協力者の人数は期数とその期の状態にも依存するため，任意の 期に

おいて利得が発散しないことは明らかである． 

 

i

t i

t i

t i

i t

i

i

t

t

t

t
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択に関しても同じように分析する必要がある． 

 

②均衡経路上のすべての期について，①が成り立つことを示す． 

このゲームでは，毎期ゲームの構造が変わるが，それは量的に表される集

団の人数が異なるだけである．そのため，集団の人数がとりうるすべての値

を調べることで，すべての期についての逸脱を調べたことになる．なおこれ

は，任意のプレイヤーについて，均衡経路上のすべての期における逸脱が存

在しないことを示したことにも等しい．なぜなら同じ第 期目に逸脱する条

件はすべてのプレイヤーにとって等しいからである．これで均衡経路上のど

の期においても，どのプレイヤーも全面協力戦略からの逸脱する誘因がない

ことを示したことになる． 

③均衡経路外でも，全面協力戦略から 1 期間の逸脱を行う誘因がないことを

示す． 

 全面協力戦略の組が部分ゲーム完全均衡になるためには，均衡経路外のす

べての履歴についても 1 期間の逸脱で利得が改善できないことを示さなけれ

ばならない．通常は，脅しに信憑性があるかどうかを調べるが，全面協力戦

略は懲罰を行う戦略ではない．一方で，GRM によって，あるプレイヤーが

逸脱したら自動的にゲームの構造は変化する．そのため，あるプレイヤーが

逸脱し，GRM が発動した後の履歴において，1 期逸脱の誘因がないことがす

べてのプレイヤーについて当てはまることを示す． 

 

表 4-1 全面協力戦略と逸脱した場合の利得(純粋集合財・タイプ１) 

期数 割引因子 全員協力した場合の利得 t期に逸脱した場合の利得 

t  0  cbxt   )1( txb  

1t  1  cxb t  )1(  
c

x

x
xb

t

t

t 


 )
1

(  

2t  2  cxb t  )2(  
c

x

x
xb

t

t

t 


 )1
1

(  

3t  3  cxb t  )3(  
c

x

x
xb

t

t

t 


 )2
1

(  

4t  4  cxb t  )4(  
c

x

x
xb

t

t

t 


 )3
1

(  

        

 

今，任意の t期において集団に所属しているプレイヤーの人数を
tx 人とす

t
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る．このとき全員が協力したときのプレイヤー iの利得の列は表 4-1 の 3 番

目の列の通りである．一方， t期に逸脱した場合の期待利得が同表の 4 番目

の列である．
tx のあとに+1 や+2 とあるのは，人数の増加分を表している． 

今，全面協力戦略のプロファイルを，逸脱した場合の戦略プロファイル

を ' とすると， 

0
1

)'()(
1

 




k

k t

ii

x
bcbFF   

であればよい．したがって， 

   0
1







 txb
cb  

)(

)(

bcxb

bcx

t

t




   

である．また他のプレイヤーについても考えると，  210 xxx のため，

もっとも逸脱の誘因のある tx のときを調べる．すると，不等式の右辺は

1 となって成り立たない．したがって集団が無限に大きくなったとき，また

その状態で集団に加入したプレイヤーは逸脱の誘因が存在し，全面協力戦略

を維持する の範囲は存在しない．(証明終わり) 

 

次にタイプ 2 の分析を行う．これは協力者の人数に比例して次期の加入人

数が決まる場合である．これは現実には，協力者が多ければ多いほどポジテ

ィブな集団評判が形成できる場合である．たとえば，社会運動であれば，多

くの人が参加すれば参加するほど，運動は盛り上がる．その結果，人目にも

つきやすくなったり，メディアで取り上げられたりし，その効果が十分に宣

伝される．その結果，それを見た人は，その組織をうまくいっている組織で

あると見積もり，その組織に加入したいと思うようになる．企業であれば，

大企業であればあるほど求職者を引きつけるという状況であり，規模の効果

がある場合である．この状況を表現したのがタイプ 2 である．数式的には以

下のように定義できる． 

 

タイプ 2：協力者の人数に比例する場合．とくに，ある正の定数 p が存在し

て， pmyE t ]'[ となる場合4．ただし，mは直前のゲームにおける協力者数

                                            
4 

tZ のプレイヤーがそれぞれ独立に等確率
tr で tZ から

tY への抽出が行われる

ものとする．今， tz であり， 0tr とすると各抽出はポアソン分布に従

って行われると考えられる．加入人数の期待値
ttyE ]'[ とすると，これがそ

の時の協力者数に応じて決まるものとする．つまり， tpm  となるように事
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tXi

i

tam である． 

 

(命題 1-2)タイプ 2 の場合， )()( cpbcbc  のとき，全面協力戦略のプ

ロファイルが部分ゲーム完全ナッシュ均衡になる． 

 

(証明 1-2)証明 1 と同様に，任意の第 t期において集団に所属しているプレイ

ヤーの人数を
tx 人とする．このとき全員が協力したときのプレイヤー i の利

得の列は表 4-2 の 3 番目の列の通りである．一方， t期に逸脱した場合の期

待利得が同表の 4 番目の列である．前者の場合， 期目に集団にいる 人全

員が協力するので，次期にはもともといる に加えて 人の加入および協

力が期待されるため，下のようになる．一方後者の場合， 期はプレイヤー

を除いた 人が協力するので，次期に加入が期待されるのは 人で

ある．これにもともといた 人を加えた 人が 期目の集団の期

待人数である．また， 期目からはプレイヤー は全面協力戦略に復帰する

ので，このすべてが協力することになり，それにともなった人数の増加が期

待される． 

 

表 4-2 全面協力戦略と逸脱した場合の利得(純粋集合財・タイプ 2) 

期数 割引因子 全員協力した場合の利得 t期に逸脱した場合の利得 

t  0  cbxt   )1( txb  

1t  1  cpxb t  ))1((  cpxxb tt  ))1((  

2t  2  
cpxb t  ))1(( 2

 
cppxxb tt  ))1)()1(((  

3t  3  
cpxb t  ))1(( 3

 cppxxb tt  ))1)()1((( 2
 

        

 

今，全面協力戦略のプロファイルを，逸脱した場合の戦略プロファイル

を ' とする．にしたがった場合の 1t 期目以降の利得の列の一般項を漸化

                                                                                                                                

後的に抽出確率
tr が定まるということである．また，この期待値を確率収束

した実現値のように扱うことで 1t 期以降の集団の期待人数や利得の計算が

可能になる． 

 

t tx

tx pxt

t i

1tx pxt )1( 

tx pxx tt )1(  1t

1t i



 

 

 
69 

式 で 表 す と ， cpbx k

tk  )1( と な る ． 一 方 ' の 場 合 は ，

cppxxb k

ttk  1)1)()1(( である．ただし， 1 tk である．したがって，

期以降の割引期待利得の差が 

0)1()'()( 1

1

 




 kk

k

ii ppbcbFF   

であればよい．よって，これを解いて 

p


1

1
 のとき

cpbc

bc




  

p


1

1
 のとき

)2( cbpcb

cb




  

となる．これをまとめると， )()( cpbcbc  である． 

また証明 1 と同様に加入の選択についても，加入しなかった場合の期待利

得 0 と表 4-2 の第 3 列目の利得との比較によって，加入の選択をすることは

明らかである．次に②であるが，上の条件は今期の状態 に依存しないため，

いかなる時期に加入したプレイヤーについても同様のことが成り立つ． 

最後に③を示す．これは，先にも述べたように逸脱が生じれば GRM によ

って集団が自動的に変化するため，脅しの信ぴょう性を調べることではない．

むしろ，この場合は，手順①の を にかえて解きなおすことと同じである

( は均衡経路外のある 期における集団の人数)．しかし，上の条件は集団の

人数 に依存せずに成り立つため，この条件を満たせばよい．(証明終わり) 

  

3.2 競合性のある集合財の場合 

次に，競合性のある集合財に関して，タイプ 1・タイプ 2 の証明を行う．

なおこの場合，利得関数を次のように定義しなおすだけで，他の定義は上記

の SCGG と 同 じ で あ る ． 第 t 期 目 の プ レ イ ヤ ー i の 利 得 は ，

i

tt

xj

j

tt

i aexadaf
t

 


)( である．ただし 0xed  とする．このとき以下の命題

をえる． 

 

(命題 2-1)競合性のある集合財の場合，このときタイプ 1 の GRM があっても

全面協力戦略のプロファイルは部分ゲーム完全均衡を構成しない． 

(命題 2-2)競合性のある集合財の場合，このときタイプ 2 の GRM があっても

全面協力戦略のプロファイルは部分ゲーム完全均衡を構成しない． 

 

(証明 2-1，2-2)命題 2-1,2-2 はまとめて証明する．全面協力戦略のプロファ

イルを，逸脱した場合の戦略プロファイルを ' とする．表 4-1・4-2 でみた

t

tx

tx 'tx

'tx t

tx
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ように集団の人数は協力した場合のほうがしない場合よりも大きくなる．し

かし競合性がある場合，人数で等分するため，いくら集団の人数が増えても

1 人の取り分は増えない．すなわち全員が協力した場合の各期の利得は，

edexxd tt  となり，どちらの場合の GRM によって集団規模が大きくな

ったとしても各期に獲得できる利得は変わらない．したがって，全面協力戦

略のプロファイルにしたがった場合の割引期待利得は 







1

)()(
l

li ededF   

である．一方，全面協力戦略から 1 期の逸脱を行った場合の利得は同様に， 










1
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t

ti ed
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である．したがって， 

0)'()(  e
x

d
FF

t

ii   

でなければならないが，今，
txxed  0
のため， 0 exd t

となり，全面協

力戦略のプロファイルは均衡にならない．(証明終わり) 

 

3.3 確率的純粋公共財ゲームの場合 

これまでは集合財供給ゲームだったが，公共財供給ゲーム，すなわち集団

に加入していないプレイヤーも公共財を享受できる場合を証明する．なお母

集団は無限集合を仮定しているため，競合性のある場合は，かならず利得が

0 になってしまうため，競合性のない純粋な公共財のみを扱う．基本的な定

義は 3.1 節の定義に従うが，利得関数は  ASf i : とし，プレイヤーが集

団に加入しているかどうかを定めた状態には依存しないものとする．つまり，

集団に加入していようがいまいが利得は得られるという仮定である．具体的

には，任意のプレイヤー iが各期に 



t

t

x

xjj

i

t

j

tt

i acabaf
,1

)( を得られるものと

する．なお，この cb, は 3.1 節の SCGG で扱った純粋集合財の場合と同様に，

 cbxc t
を満たすものとする．まずはタイプ 1 から見ていく． 

 

(命題 3-1)純粋公共財ゲームでタイプ 1 の場合，全面協力戦略のプロファイル

が部分ゲーム完全ナッシュ均衡を構成する  の範囲は存在しない． 

 

(証明 3-1)集団に加入している時点での協力の条件は証明 1-1,1-2 と同様であ

る．しかし，公共財ゲームの場合，集団に加入しなくても公共財ゲームの利

得が得られ，逸脱の誘因が発生する．したがって加入の時点のみをチェック

すればよい． 
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プレイヤー iが(非)加入の選択をした次の期を t期とし，プレイヤー iが加入

した場合のその時点のプレイヤーの人数を
tx 人とする．表 4-3 はその後の利

得の列を表している(見方は表 4-1・4-2 と同様である)． 

公共財ゲームでタイプ 1 の場合，プレイヤー iが加入しなかったとき，そ

の分の人数は減るがその後，集団の全員が協力する．したがって，プレイヤ

ー iが加入したときと加入しなかった場合の集団人数の増分は等しくなるが，

一方で集団に加入しなかったプレイヤー iはコストを負担しないですむ． 

 

表 4-3 全面協力戦略と逸脱した場合の利得(純粋公共財・タイプ１) 

期数 割引因子 1t 期目に加入した場合 1t 期目に加入しなかった場合 

t  0  cbxt   )1( txb  

1t  1  cxb t  )1(  
tbx  

2t  2  cxb t  )2(  )1( txb  

3t  3  cxb t  )3(  )2( txb  

4t  4  cxb t  )4(  )3( txb  

        

 

今，全面協力戦略のプロファイルを，逸脱した場合の戦略プロファイル

を ' とすると， 

0)()'()(
1

 




k

k

ii cbFF   

であればよい．しかし cb  のため，これは必ず負になる．(証明終わり) 

 

次にタイプ 2 を証明する． 

(命題 3-2)公共財ゲームでタイプ 2 の場合，全面協力均衡のプロファイルが部

分ゲーム完全ナッシュ均衡を構成するのは， )()( cpbcbc  のときであ

る． 

 

(証明 3-2)この場合も，証明 3-2 と同様にプレイヤーの加入選択に関しての

みチェックする．プレイヤー iが(非)加入の選択をした次の期を t期とし，プ

レイヤー iが加入した場合のその時点のプレイヤーの人数を
tx 人とする．そ

の後の利得の列を表したのが表 4-4 であるが見方はこれまでと同じである． 

加入人数が協力者の人数に比例する場合，プレイヤー iが加入しなかった

ことにより，それ以降の集団人数(協力者数)が減り，集団人数の増分に差が

できる．加入した場合としなかった場合の t期目以降の各期の人数の差は，
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tp)1(  である． 

今，全面協力戦略のプロファイルを，逸脱した場合の戦略プロファイル

を ' とすると， 

  0)1()'()(
0

 


k

kk

ii cpbFF   

であればよい．したがって， 

cpbc

bcc

p

b












 1)1(1
 

である．なおこれは，集団の人数
tx に依存しないので，どの時期に加入の選

択権が与えられたプレイヤーについても成り立つ．(証明終わり) 

 

表 4-4 全面協力戦略と逸脱した場合の利得(純粋公共財・タイプ 2) 

期数 割引因子 1t 期目に加入した場合 1t 期目に加入しなかった場合 

t  0  cbxt   )1( txb  

1t  1  cpxb t  ))1((  ))1)(1(( pxb t   

2t  2  
cpxb t  ))1(( 2

 ))1)(1(( 2pxb t   

3t  3  
cpxb t  ))1(( 3

 ))1)(1(( 3pxb t   

        

 

3.4 GRM のない場合 

GRM によって，協力した場合と協力しなかった場合で，その後の集団の

人数が異なり，それが利得に影響を与えるということが協力の達成に重要で

あることがわかる．最後に， GRM による人数の増加が協力の達成に重要で

あると主張するために，GRM のない単純な人数の増加を仮定した場合の証

明を行う．この場合も基本的に定義は 3.1 節の定義に従う．違うのは状態遷

移関数 SASq : だけである．今回は直前のプレイヤーの行動に依存せずに

次の状態が決まると仮定する．具体的には毎期，確率 p で 1 人加入する権利

が与えられるとする．つまり pyE t ]'[ を仮定する．このとき以下の命題群を

提出する． 

なお利得関数は 3.1 節と同じ  


cbxcacabaf t

xj

i

t

j

tt

i

t

　　,)( を用い

るものとする． 
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(命題 4-1)GRM のない人数の増加を仮定した場合で純粋集合財ゲームの場合，

全面協力戦略のプロファイルは部分ゲーム完全均衡を構成しない． 

(命題 4-2)GRM のない人数の増加を仮定した場合で競合性のない集合財ゲー

ムの場合，全面協力戦略のプロファイルは部分ゲーム完全均衡を構成しない． 

(命題 4-3)GRM のない人数の増加を仮定した場合で純粋公共財ゲームの場合，

全面協力戦略のプロファイルは部分ゲーム完全均衡を構成しない． 

 

(証明 4-1,4-2,4-3)命題 4-1,4-2,4-3 をまとめて証明する．はじめに純粋集合財

について証明する．第 t期においてプレイヤー iが協力をした場合の利得から

非協力した場合の利得をひいた差分は 0 cb である．単純に人数が増加す

る場合，プレイヤー iが協力した場合もしない場合も，同じ人数が増加する．

したがって，全面協力戦略のプロファイルに従った場合と，第 t期目に 1 期

の逸脱を行った後，協力に復帰した場合の第 1t 期目以降の利得は等しい．

したがって，全面協力戦略は均衡とはならない．また，競合性のある集合財

の場合も純粋公共財の場合も同様のことがいえる．(証明終わり) 

 

第 4 節 結果・考察 

表 4-5 分析結果 

 集合財 純粋公共財 

 競合性なし(純粋) 競合性あり 

GRM なし ×(命題 4-1) ×(命題 4-2) ×(命題 4-3) 

タイプ 1 ×(命題 1-1) ×(命題 2-1) ×(命題 3-1) 

タイプ 2 ○(命題 1-2) ×(命題 2-2) ○(命題 3-2) 

 

これまでの分析の結果をまとめると表 4-5 のようになる．なお，表中の○

×は全面協力戦略が部分ゲーム完全ナッシュ均衡になったかどうかを表して

いる．協力者の人数によって加入できる人数が決まるタイプ 2 の GRM のと

き，全面協力戦略が部分ゲーム完全ナッシュ均衡を構成することができた．

一方，協力者の比率によって加入できる人数が決まるタイプ 1 の GRM の場

合と，競合性のある集合財の場合は，そうはならなかった． 

表 4-2 を見てわかるように，集団加入後のある 期に逸脱した場合は全面協

力戦略に従った場合よりも，その 1 期の利得は高いが，それ以降の集団の人

数は少なくなる．しかし，その人数の差分が以降の利得に反映されることに

よって均衡戦略に従ったほうが利得が高くなるのである．一方で GRM がな

い場合，全面協力戦略に従ってもそこから逸脱しても以降の集団の状態はか

t
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わらない．つまり，自分の行動が以降の集団の状態に影響を与えることが重

要なのである．また競合性がある集合財の場合，GRM があっても協力が達

成されないのは集団の人数が増加しても利得が増加しないためであることも

わかる．つまり，協力した場合としなかった場合で人数の違い生じ，かつそ

れが利得に効果的に反映されることが重要だということである． 

また公共財ゲームに関しては，タイプ 2 に関しては，協力が達成された．

このことは，自らが貢献しなくても利得が得られるにもかかわらず，集団に

加入し貢献する誘因を持つことがありうるということを表している． 

さらに，この競合性のない場合，通常の集合財ゲームでは集団規模による

負の効果は生じないとされていたが，タイプ 1 の場合，集団規模が拡大する

につれて，以降の集団拡大・利得に対する 1 人分の寄与率が減ってしまうこ

とが負の効果をもち，協力が達成されない． 

逆にタイプ 2 の場合，集団が大きくなっても新規加入者数に対する影響力

が変わらない．それどころか集団規模が大きくなるごとに，各個人の影響力

の総和としての GRM の効果は増し，協力が達成されやすくなる．なお，タ

イプ 2 の条件は p が大きくなるほど，必要な の下限は小さくなる．これは，

新規加入者数に対する 1 人あたりの協力の効果が大きくなるにつれて，協力

が達成されやすくなることを示している． 

 

4.2 GRM と Olson の副産物理論 

GRM を導入することによって，ジレンマ状況において集合財を自発的に

供給することができた．GRM は，協力した場合と非協力した場合で，集団

規模と利得の差が生じさせた．このような GRM は，一見したところ Olson

の論じた選択的誘因の一種とも考えられる．GRM と選択的誘因はどのよう

な関連があるのだろうか．結論から言うと，GRM は Olson の選択的誘因よ

りも，規範(懲罰)における 2 次のジレンマ問題(Coleman 1990: 270-3)と同じ

性格を持っていると考えられる．なぜなら集団評判は協力者(非協力者)にの

み与えられる正の(負の)選択的誘因ではないからである．むしろ協力者にも

非協力者にも等しく与えられる．いうなればそれ自体が外部性をもった集合

財であり，2 次のジレンマ問題を引き起こすものなのである． 

また表 4-1・4-2 を見てわかるように，全面協力戦略に従った場合とそこか

ら逸脱した場合では，逸脱した期以降，利得の差分が生じる．これは数式的

には懲罰，とくに Trigger 戦略による懲罰を行った場合，以降ずっと利得の

差分が生じるのと同じである．こうした利得の差を生む構造を持つという点

で，GRM は懲罰と等価な機能を果たしうるということである．  

しかし，重要な違いも存在する．Olson の選択的誘因の議論では，貢献し
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た個人にのみ財の分配が行われるような制限を設けることが重要なのである．

たとえば，彼は労働組合における強制参加が重要な選択的誘因であり，財の

配分をクローズドにすることで協力を強制的に維持することができるとして

いる．しかし，本章では公共財ゲーム，すなわち集団に加入せず何も貢献し

ない個人も財の分配が得られる場合においても，協力が成立した．すなわち，

GRM を導入した場合，個人は自分が何の貢献もしなくても財が得られるに

もかかわらず，わざわざ集団に加入して貢献する誘因を持つようになるとい

うことである． 

さらに疑問は残る．むしろ集団評判という 1 次の効果(選択的誘因)が副次

的に協力の問題を解決しているのではないかという，Olson の副産物理論で

ある．これに対しても答えは否である．なぜなら，Olson の副産物理論では，

大集団にあらかじめ供給することのできる選択的誘因という協力とは別物が

存在するということが仮定される．いわば選択的誘因が協力を可能にすると

いう一方的な関係が想定されている．しかし，GRM はそもそも協力によっ

てはじめて成り立つのである．したがって，協力行動が集団評判を構成し，

集団評判が協力行動を可能にする相互依

存的な関係である． 

このことは協力が 2 つの機能を有する

ようになったということを意味する．す

なわち，GRM を介することで，協力行

動が，1 次の集合財の供給と 2 次の集合

財(集団評判)の供給を可能にしているのである．さらに後者が以後の利得増

加に結びつくことが，2 つのジレンマを同時に解決していると考えられる．

良い集団評判を獲得できれば新規会員が増えて，以後の利得も増加する一方

で，悪い集団評判を獲得したら新規の会員は増えず利得も増加しないという

メカニズムが懲罰のように機能する．そのため，良い集団評判を獲得するた

めに協力する誘因を十分に持つのである．これは，個人の評判における「競

争的利他性(competitive altruism)」(Barclay and Willer 2007)と同じ構造と

もいる．そのため，GRM は，選択的誘因がない場合でも，それらと等価な

機能を発揮し，協力を達成させられる場合があるということである．その意

味 で， 本 章 で 提 示 した 集 団 評 判 を 用い た モ デ ル は Nowak and 

Sigmund(1998a,b)が提示した個人の評判(image score)を用いて協力を達成

するメカニズムを，集団レベルの議論に拡張したものとして位置付けること

ができる． 

 

 

協力 

集合財 

集団評判 集団規模拡大 

利得 

増加 

図 4-1 集団評判を介した協力のメカニズム 
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第 5 節 結論・課題 

本稿では，経験的に観察される GRM をゲーム理論に導入して分析する方

法を示した．また通常の集合財供給ゲームに，GRM によって集団規模が増

加する場合のみを分析した．それにより GRM が通常の集合財供給ゲームに

与える影響や集団規模拡大効果を分析した．その結果，上記のメカニズムに

より，懲罰のような選択的誘因が必要ない場合が存在することを明らかにし

た．こうした理論的知見はジレンマ状況における協力行動を考えるうえで重

要である． 経験的な研究が指摘するような，集団の成果(評判)が集団の外の

個人を集団に加入させ，一方でその効果を期待した集団のメンバーが集団の

ために行為するようになるというポジティブ・フィードバックが機能する可

能性があるということである．協力・GRM・集団規模の関係は単純ではない

ということもわかった．タイプ 1 の場合，協力と新規加入のポジティブ・フ

ィードバックにより集団規模が大きくなればなるほど 1 人当たりの限界貢献

量が減ってしまう．1 次のジレンマ(集合行為)は解決できてもいわば，2 次の

公共財レベル(GRM)で大集団のジレンマが起きてしまうのである．いわば，

「2 次の Olson 問題」が生じてしまうのである． 

また，本稿の方法によって，ゲーム理論的に「個人—集団—社会」の相互作

用を分析することが可能になったといえる．なぜなら GRM は個人の行為と

集団外の環境を架橋する関係を表現したものであるからである．例えば，

GRM のタイプ 2 で用いた p は，個人の協力行動がどれほど新規加入者を獲

得できるかの効果を表している．この p は単に個人の行為のみによってきま

るわけではない．社会運動の場合，社会に不満を持った人が少なければ p は

小さいし，多ければ p は大きい，と考えられる．それゆえ GRM は，個人の

創発的結果とそれに対する社会の反応を関数として表現した，個人と社会の

結節点である．本稿ではこうした「個人—集団—社会」のリンクを分析するた

めのゲーム理論的な基礎を整えた．  

また第 2 章で，組織は，社会から見れば制度的要素の 1 つであり，組織の

中から見れば制度である，と述べた．本章で提示した集団評判メカニズムに

よる「個人—集団—社会」のリンクは，ある意味でこうした組織の特殊な性質

を，集団(人の集まり)に制限してモデル化した，とも述べることができる．

なぜなら集団評判とは，ある社会における集団の価値を表すものであり，集

団が社会的な交換や契約の社会的システムのなかで選択可能な要素の 1 つで

ある，ということを意味しているからである．Coleman は組織の制度として

の側面と制度的要素の側面を別々のモデルで提示した．それに対して本稿で

はこれらを部分的に統合することで，集団内で懲罰が必ずしも必要ではない

という新しい知見を示すことができた．このように「個人—集団—社会」のリ
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ンクについてのモデルをさらに拡張することで，今後も新たな知見が得られ

る可能性があるのではないだろうか． 

ただし，今回は人数の増加のみを仮定したために最終的に集団規模が無限

になった．今回の分析は，部分的には，全国的な消費者運動や環境運動のよ

うな場合の分析に適していると思われる．しかし，通常の組織では非現実的

な仮定であり，今後は離脱を組み込んだモデルに拡張することが課題である．

また，集団の評判は個人の行動で作られるが，上記のように社会の状態によ

っても決まるため，集団の評判が集団外の個人に与える影響はさまざまであ

り，GRM の関数は他にも考えられる．今後は，こうした他の GRM の分析

や，GRM と懲罰との組み合わせ，複数の集団との競合などの現実的な要素

を組み込むことで，現実の事象を説明できるモデルを作ることが必要である． 
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第 5 章 集団評判メカニズムを導入した公共財供給ゲーム 

(確率的退出付き) 

 

 前章のモデルでは，確率ゲームを応用することで，公共財供給ゲームに集団

評判メカニズムを組み込んだ基本的なモデルを提示した．そこでは最もベーシ

ックなモデルを提示し，GRM が公共財供給ゲームの構造にどのような影響を与

えるかを分析した．そのため，個人の評判メカニズム・懲罰・退出・GRM の変

化などの要素は組み込んでいない．この章では，そのうちの退出を組み込んだ

モデルを提示する．なお退出の方法も数々考えられるが，ここでは確率的な退

出を扱う． 

 

第 1 節 集合行為の発生と発展に関する先行研究 

1.1 先行研究のまとめ 

本章では，集合行為が発展・衰退していく過程を分析する．そのためにまず，

集合行為の発展・衰退に関する先行研究のレヴューを行う．具体的には，集合

行為の盛衰(集団規模・協力者数の変化)を他者協力認知によって説明を試みた閾

値モデルを扱う．  

 閾値モデルは，「他者がどれだけ参加しているか」という他者行為認知(に関す

る期待)が個人の集合行為参加に影響を与えるという仮定を用いたモデルの総称

である．閾値モデルは Granovetter(1978)によって提示された後，さまざまな研

究者によって展開されてきた．Oliver et al.(1985)では，個人の異質性と集合財

の生産関数との関連が集合行為の発生に与える影響に関して分析がなされた．

個人の異質性とは集合財に対する関心の度合いについての異質性である．個人

の意思決定は， krrVPrN  )()( で表され，同時ではなく逐次的に選択がなされ

る．なお，V は個人の集合財に関する関心度， rは個人の貢献度，k はコストで

ある1．こうした仮定のもと，Oliver らは均衡となる貢献量を導出した．その結

果，生産関数が指数型(accelerating)の場合は，初期の限界貢献量が低いため，

                                            
1 ただしこの書き方はミスリーディングである． )(rP はある個人が意思決定を

行う前に参加の意思表明をした個人の数を定義域とした生産関数である．また，

V は個人で異なっている．そのため， )(,
1

1

jirR
i

j

i 




とでもして，

iiii krrRPVrN  )()( と表記するのが妥当な書き方だと思われる． 
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この時の意思決定が重要であるが，いったん集合行為が軌道に乗ると，プレイ

ヤーはすすんで参加するようになるということを明らかにした．一方，生産関

数が対数型の場合は，指数型と違って初期の意思決定は問題にならない代わり

に，後半に意思決定の問題が生じる．そのため，初期に関心の低いプレイヤー

が意思決定を行う場合，全体の貢献量が最大になることが明らかになった．さ

らにこの知見と，経験的には集団規模が大きいほうが集合財が供給されやすい

という知見(Spilerman 1970, Scott and El-Assal 1969)から，Oliver and 

Marwell(1988)では，生産関数が指数型の場合，Olson 問題は生じないという結

論を導いている．なぜなら指数型の場合は，供給の結合性(jointness of supply)

が高いため，参加者が多いほどプレイヤーは参加する誘因を持つからである．

ただし，初期は供給の結合性が低いため，集合財への関心が非常に高いプレイ

ヤーがすすんで参加して口火を切らなければならない．そのため，こうした関

心の高い，いわば“非合理”なプレイヤーが集合行為の発展には不可欠である

とされる． 

 また，Marwell et al. (1988)では個人の異質性に加えて，組織化コスト・ネッ

トワーク密度を導入してそれらの効果を検討している．その結果，異質性とネ

ットワーク密度が高いほど，集合行為の成功確率が上がることを明らかにした．

また，組織化コストは集合行為に対しては負の効果を持つことも明らかになっ

た．さらに，Prahl et al.(1991)でも同様に，オーガナイザーによる組織化をモ

デルに組み込んでいる．オーガナイザーは，潜在的メンバーへの接触(reach)と

勧誘の選択(selectivity)を行うと仮定されている．潜在的メンバーに接触すれば

するほど，参加するプレイヤーの数が増える可能性は上がる．しかし，集合財

への関心が低い(参加の可能性が低い)プレイヤーまで勧誘すると，組織化のコス

トはかかるが参加者は増えなくなる．そのため，むやみに組織化をするのでは

なく，潜在的メンバーの関心をもとに誰を勧誘するかを慎重に選ばなければな

らないのである．また，オーガナイザーは潜在的メンバーの関心をすべて知っ

ているという仮定が置かれている．この場合，個人が保有している資源と集合

財への関心の分布によって両方の意思決定を行うための閾値が決まってくる．

閾値以上であれば，接触と選択は正の効果をもつ．しかしその後，選択の効果

の増加は逓減する．つまり，全員が参加するのなら選択を行う必要がなくなっ

てくるということである． 

 さらに Gould(1993)では，公正規範(norm of fairness)と自己効力感(efficacy)
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の 2 つの仮定を組み込んだモデルを提示している．公正規範は，他者と同じ程

度の貢献を行うというものであり，自己効力感は自分の限界貢献量を知ること

ができるという仮定である．また，ゲームは無限回繰り返される．すなわち個

人の t期目の意思決定は，  



N

j

ji tc
N

tC )1(
1

)(


で表されることになる．なお，

は割引因子，N は集団の人数であり， 0t のときは，個人がそれぞれ持つ関心 ix

に従って決定がなされる．これは，簡単に言えば前期の平均貢献量だけ貢献す

るということである．こうした仮定のもと，Gould は均衡となる貢献量をもと

めた．その結果，均衡貢献量は，初期の貢献量に全員の均衡貢献量の平均を加

えたものとなることが明らかになった．さらに，誰も協力していない 0t 時点

での貢献 tx がなければ集合行為はそもそも起こらないため，系を動かすために

極めて重要であることも同時に示されている． 

 さらに Macy(1991)では，こうした閾値モデルを進化ゲーム的な動学的シミュ

レーションで分析を行っている．プレイヤーは後ろ向き合理的に学習を行い，

毎回閾値が変化するようになっている．彼はＳ字型の生産関数を用いてさまざ

まな供給の結合度の場合を検討している．またこれに加え，Marwell et al. 

(1988)や Gould(1993)と同様にネットワークの効果も分析に加えられた．その結

果，指数型の生産関数の場合，プレイヤーの参加の誘因は高いこと，強い紐帯

よりも弱い紐帯によって結ばれていたほうが集合行為は拡大しやすいこと，集

合財への関心と保有資源の相関が高いほうが，集合行為が起こりやすいことな

どを明らかにした． 

 

1.2 先行研究の問題点 

 これらの閾値モデルの特徴は，Olson に対するある種の批判としての性格を

持っていることである．特に，みなこぞって Olson の人間モデル(ホモ・エコノ

ミクス)を批判しているのが特徴である．人間が，完全情報のもとで完璧な計算

能力を備え，効用最大化原理に基づいて利己的に振る舞うという仮定は，非現

実的であるということである．そのため，「より現実的な仮定」を用いたモデル

を用いて集合行為の動学を提示するということが大きな動機となっているので

ある．その「より現実的な仮定」が，他者がどれだけすでに協力していたかに

よって意思決定を行ったり，他者と同じだけ貢献を行ったりするという行動原

理である． 
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 上記のモデルでは異なる行動原理を用いて興味深い集合行為の動学を提示し

ている．しかし，これらは Olson のトライしようとした問題に対して何一つ答

えていない．上に示したMarwellやGouldの意思決定の式を見てわかるように，

これらの問題が集合行為の「ジレンマ問題」を解いているわけではないのであ

る．またそれらの式にはジレンマの要件を満たすための制約式が与えられてい

ない．そのため Olson や Dawes が提示した「ジレンマ問題」ではなく，ジレン

マ問題とは別の枠組みの理論に位置づけられるということがいえる．すなわち，

それらは集合行為が発生するメカニズムを説明するモデルであるが集合行為の

ジレンマ問題を解決するためのメカニズムを提示しているわけではないのであ

る． 

 もちろんこのこと自体は何ら問題ではない．ジレンマである集合行為であろ

うが，ジレンマでない集合行為であろうが，自らの関心とする集合行為を説明

できればよいからである．しかし，彼らが閾値モデルを提示したことによって

Olson 問題を解決できたかのように考えるは誤りである．たとえば上記の研究

結果から集団規模や選択的誘因の効果に関する結果が Olson の主張と異なった

ことをもって，Olson の提示した命題を更新する必要があると主張することは

できない．なぜなら問題系がすでに違うのであって，閾値モデルのいう集団規

模や選択的誘因は，Olson の主張するそれらとは異なるものと考えられるから

である． 

ここで重要なことは，閾値モデルによる批判はジレンマ問題に対して外在的

であるがゆえに，それとは別の地平において集合行為のメカニズムを提示した

ということである．そのため，ジレンマ状況において，集合行為の盛衰を説明

するモデルがないのである． 

これとは別の問題も存在する．それは閾値モデルが必然的に抱えざるをえな

い論理的非一貫性の問題である．閾値モデルは，すでに協力している他者の数

に応じて協力するか否かの意思決定を行う．そのため，誰も協力していない集

合行為の発生の時点で“非合理”なプレイヤーが必要となるのである．この点

は論者自身も認める点であるが，Oliver らのモデルでは集合財に関する関心が

極めて高いプレイヤーが集合行為の口火を切る必要がある．また，Gould のモ

デルでも他者協力に関する認知のほかに ix という利他性や自己犠牲

(volunteer)の程度を表すパラメータが重要な役割を果たしている．つまり，発

生の時点，特殊な仮定や別の行動原理を用いて説明する必要があるのである．
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こうした発生の時点における「非合理性」の導入は，閾値モデルにブラックボ

ックスを増やし，論理的な一貫性を損ねている． 

  

1.3 本章の枠組み 

このように閾値モデルには上記の 2 つの問題点がある．それでは，閾値モデ

ルではなくジレンマの枠組みで集合行為の盛衰の説明を説明することはできる

のだろうか．また集合行為の発生には本当に非合理性が必要なのだろうか．こ

うした未解明の問題を解決するために本章では，ジレンマ状況において，既存

の合理性(効用最大化)の枠組みを用いて説明するゲーム理論モデルを提示する．

また，この枠組みのもとで集合行為の盛衰(集団規模・協力人数の変化)を説明す

るために前章で紹介した GRM という社会的なメカニズムを導入する．また前

章では集団からの退出がモデルに組み込まれていなかったが本章では退出をモ

デルに組み込み，その効果を分析に加える．なお本章で扱う退出は確率的な退

出である．この仮定は，退出が個人の選択ではなく外生的な要因で発生するこ

とを意味している2．このことは分析の射程を不当に狭めることはない．なぜな

ら，社会運動からの離脱の原因として，「仕事が忙しく時間がとれない」などの

個人的な理由によるものもそれなりの数，存在するからである(富永 2013)． 

このような GRM と退出の仮定を組み込むことによって，それらと生産関数

や GRM・集団規模という社会構造がいかに関連しあって，ジレンマ問題として

の集合行為問題を解決するか，を分析する．なお多人数のジレンマ状況を解決

する方法として懲罰のルールという要因がすでに提示されているが(Fudenberg 

and Maskin 1986)，ここでは扱わない．なぜなら懲罰のルールはプレイヤーの

戦略として組み込む必要があるが，それをすると証明が複雑になるので，まず

は単純な仮定から分析を始めることが必要である． 

前章提示したように GRM は，協力者の人数に応じて次期に加入できる人数

が決まる社会的なメカニズムである．これは，集合行為のもつ表出的な機能や

何らかのメディアを通じて集合行為の効果が潜在的なメンバーに伝わることが，

加入を促すというものである．協力者の人数が次の時点での参加に影響を与え

るという点では閾値モデルに似ているように見える．しかし次のような違いが

                                            
2のちに説明するが外生的な退出という仮定は，今回のモデルでは必須の仮定で

ある．なぜなら今回のモデルでは，他の集団や機会を仮定していないため，自

発的に離脱する誘因が存在しないからである． そのため，退出を個人の選択に

することは今回のモデルでは意味がないのである． 
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ある． 

まず，多くの閾値モデルで想定しているように逐次選択を仮定していない．

ここで提示するモデルでは，1 つのステージゲームでの意思決定は同時に行われ，

そうしたステージゲームが繰り返し行われるということである．またここでは

ゲーム理論の枠組み内で分析が行われる．すなわち合理性(効用最大化原理)の枠

内からは出ないということである．GRM では潜在的メンバーに加入の機会が与

えられるだけであって最終的にはプレイヤーの効用最大化原理に基づく加入の

意思決定による．すなわち GRM モデルでの意思決定は，それまでに協力した

人数という過去の結果によるのではなく，将来的に集団の人数がどれくらいに

なるか，またどれくらいの人が協力するか予測し，その将来の条件のもとで非

協力よりも協力したほうが，効用が高いかどうかによって決まるのである．こ

れと併せて本章でのモデルは常にジレンマ構造を有しているという仮定を採用

する．そのため GRM モデルは，ジレンマとしての集合行為が盛衰するメカニ

ズムを提示しうる．また閾値モデルのように初期の挙動に非合性を導入するこ

となく，社会的なメカニズムによって集合行為が発生するメカニズムを提示す

ることができるのである． 

 

第 2 節 モデル 

GRM を導入した数種類のゲームを提示し，分析を行う．また GRM に関して

も加入人数が前期の協力者率に依存する場合(タイプ 1)と前期の協力者の数に依

存する場合(タイプ 2)を提示する．非競合的で非排他的な純粋集合財に関して定

義を行い，タイプ 1・タイプ 2 の証明を行う． なお，ノーテーションは前の章

のものは持ち越さず，新たに定義しなおす． 

まずは，簡単にゲームの流れを説明する．母集団(population)において，集団

(group)に所属しているプレイヤーとそれ以外のプレイヤーがいる．集団に所属

しているプレイヤーは集合財供給ゲームをプレイする．その結果によって集団

に所属しているプレイヤーは利得を得るとともに，集団に所属していないプレ

イヤーに対しても加入するかどうかの選択権が与えられる．次に選択権を与え

られたプレイヤーは集団に加入するかどうかの意思決定をする．加入した場合

は次期から集団のプレイヤーとして集合財供給ゲームに参加する．一方，毎期

終了時に一定の確率で，プレイヤーが集団から退出する．なお，一度退出した

プレイヤーはその時点で死滅し，同数のプレイヤーにとってかわられる．した
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がって，母集団の人数は一定だが，集団の人数は毎期変動することになる．こ

れを無限に繰り返すのが SCGG(Stochastic Collective Goods Game)である． 

SCGG は＜ ,2,1;,,, iqfAN ii ＞として定義される．なお iはプレイヤーのイ

ンデックスである．プレイヤーは無限にいるものとする．またプレイヤーの集

合は可算無限集合  3,2,1N とする．プレイヤーには 3 種類おり，集団に加入

しているプレイヤー，集団に加入してはいないが加入の選択権が与えられてい

るプレイヤー，集団に加入してもいないし加入の選択権も与えられていないプ

レイヤーである．第 t期目それぞれの集合を， tX , tY , tZ と表記する．期数の集合

は， },3,2,1{ T である．また，第 Tt 期における tX , tY , tZ の要素の数をそれ

ぞれ tx , ty , tz とする．ただし，ゲームが始まる前の初期の系の状態を 0X , 0Y , 0Z ，

それに対応する要素の数を 0x , 0y , 0z と表記する．任意の t期において tX , tY , tZ

(および 0X , 0Y , 0Z )は互いに排反であり，それらの和集合はN に等しい．  

このゲームでは集団のサイズは各期ごとに変わるが，第 t期目における各集合

の状態を  tttt ZYXs ,, と定義し，ありうるすべての可能な状態を網羅した集合

を S とする．なお， 0s はゲームが始まる前の初期状態 ),,( 0000 ZYXs  を表してお

り，その時の集団の状態は 0,2 00  yx の関係を満たしている． 

 次にプレイヤーの行動を定義する．第 t期のプレイヤー iの行動を i

t

i

t Aa  とし，

プレイヤー iの行動の全体を iA とする．また，複数のプレイヤーの行動の集合を

直積 



j

jii

ij AA
,1

と定義し，すべてのプレイヤーの行動の集合を 





1j

jAA とする．

このゲームでは，集団に加入しているかどうか，加入の選択権を与えられてい

るかでプレイヤーがとりうる行動が異なる．そこで，第 期におけるプレイヤー

のとりうる行動は，その時の状態 ts によって定まる，すなわち )( t

i

t

i

t sAA  と

する．具体的には， 　Xi のとき  1,0i

tA (それぞれ非協力と協力を表している)，

Yi のとき  加入しない加入する,i

tA ， Zi のとき  何もしないi

tA と，プレ

イヤーの行動を指定する．つまり，集団に加入しているプレイヤーのみが集合

財供給のための貢献をするかどうかを選択し，集団には加入していないが加入

の選択権が与えられているプレイヤーは集団に加入するかどうかの選択をする

ということである．また集団に加入してもいなければ加入の選択権も与えられ

ていないプレイヤーは何もせず集合財の供給に影響を与えない． 

 次に集合財ゲームを定義する．本稿では，非競合的かつ非排他的な純粋集合

t

Ni
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財を仮定する．ただし，非排他的とは集団のメンバーに対してであり，集団に

加入していないプレイヤーは利得を得られないものとする．プレイヤー iの利得

関数  ASf i : R を定義する．集合財の利得は，協力者の人数に対して単調増

加する線形な関数を仮定する．また費用は人数に関わらず一定であるとする．

第 t期におけるプレイヤー tXi 　 の利得は， 



tXj

i

t

j

tt

i acabaf )( である．ただし， 

ccbxc t  1, とする．また Aat  は第 t期のゲームにおけるプレイヤーの

行動の組であり，一方 Aa t ' を第 t期の加入選択に関する行動の組と便宜的に表

記する． 

 次にプレイヤーの集団への加入を定義する．またここで GRM を導入する．

状態遷移関数 SASq : を定義する．状態遷移関数 qは，直近の集合財ゲーム

におけるプレイヤーの行動によって，次の期に集団に加入する権利があるプレ

イヤーを指定する．たとえば第 t期のスタート時点で     ,4,,3,2,11 ts であ

ったとして，その期に一定の人数のプレイヤーが協力したとき，

      ,5,4,3,2,1,1  tt asq とする，という具合である．なお，第 t期のゲームに

よって決まった状態を便宜的に Ss t' と表記する．また第 t期の集合財ゲームに

よって集合 tZ から集合 tY ' に移されるプレイヤーは誰でもよいが，その人数は直

前の集合財ゲームの協力者数と直前の状態変数に依存した確率変数として定ま

っている．なおその関係あるいはその期待値 ]'[ tyE についての具体的な関係はの

ちに定義する．このとき，集合 tY ' に移ったプレイヤーは集団に加入するかどう

かの選択を行う．加入した場合は集合 1tX に移り，加入しなかった場合は集合

1tZ に戻る．次に，母集団および集団からの退出と参入を定義する．ここで抽出

集団を定義する．抽出集団 P は p 人のプレイヤーを含んだ有限な集団とし，

NPX t  とする．毎期終了時に，抽出集団中のプレイヤーは集団に所属して

いようといまいと，外生的な要因により，割引率( 1 )で退出するものとする．

ただし，割引因子は  1,0 とする．また，集団から退出した場合は母集団その

ものから退出し(死に)，再びプレイすることはないものとする3．また，同時に

p)1(  人のプレイヤーが cP から Pに任意に移動するものとする．ただし， cP は

Pの補集合である．そのため，母集団の人数は常に一定である．一方，所属集

                                            
3 なお，集団からプレイヤーが退出するため，確率的には集団の人数が 0 にな

る場合がある．しかし，この場合はその期は集団からの退出は行わないものと

する． 
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団からの退出率と参入率は異なるため，所属集団の人数は変動する(下図参照)．

このように集合財供給ゲームと集団への加入選択を無限に繰り返すのが SCGG

である． 

  

図 5-1 プレイヤーの移動 

 

次にゲームの履歴を定義する．ゲームが始まってから第 t期の直前までに実現

した履歴を tt Hh  とする．第 t 期までのすべての可能な履歴の集合を

1)(  t

t SASASH とし，その全体集合を 





1t

tHH とする． 

ま た ， 第 t 期 ま で に 実 現 し た 状 態 と 行 動 を 含 ん だ 履 歴 を ，

),',',,,,',',,( 111111110  ttttt sasasasash  とする．ただし，ゲームがスタートした

時点の履歴(初期状態)は 01 sh  とする． 

次にプレイヤーの戦略を定義する．プレイヤー iの戦略 ii  とすると， i


1),( t

i

t

i

t  である．ただし， i はプレイヤー iの可能な戦略の全体とし，プレイヤ

ー全体の戦略の集合をとする． i

t は，第 t期までに実現した履歴 th に対して，

公共財供給における行動 i

ta を指定する一方， i

t は第 t期までの履歴 th とその直後

の集合財供給ゲームの行動のプロファイル ta の直積に対して，集団に加入する

か否かの行動 i

ta' を指定する．また，第 t期目の終了時に，状態遷移関数 qと第 t期

の加入選択の行動の組 ta' に基づいて状態 ts (第 t期終了時点での最終的な集団の

状態)が定まる． 

 すべてのプレイヤーの利得は割引因子  1,0 によって割り引かれるものと

する．また，第 t期まで実現しているとしてそれ以降の履歴の列を ~th と表記する

と，ゲームを通じた割引期待利得は， 









 







1

1 )(),;(
~

t

t

it

ht

i afEhF
t

  

となる． 

母集団 N 

抽出集団 P 

集団 X 

 1 − δ p 

 1 − δ p 

GRM 
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第 3 節 分析 

3.1 確率的退出つき集合財ゲーム(タイプ 1)  

次に 2 種類の GRM を定義し，それぞれについて全面的協力戦略が部分ゲー

ム完全均衡になるかどうかを分析する．なおここでいう全面的協力戦略とは集

団に加入する権利が与えられたときは加入し，加入後すべての期において協力

する戦略を指す． 

 

タイプ１：直前の集団の協力率 txm と等しい確率でその期に p 人のプレイヤー

が加入選択権を与えられ， txm1 の確率で誰も加入できない，つまり

tt xmpyE ]'[ となる場合．ただし， m は直前のゲームにおける協力者数





tXi

i

tam であり， 1p である． 

 

(補助命題 1－1)タイプ 1で，すべてのプレイヤーが全面協力戦略に従った場合，

確率 1txm で毎期集団に p 人加入してくるため，集団の期待人数は， )1( p

に収束する． 

 

(証明 1-1) 

全面協力に従った場合の集団の期待人数の変化は，漸化式 paa tt   1 で表せ

る．ただし， 01 xa  である． 





)(

)(

1

11









tt

tttt

aa

papaaa
 

今， 11   ttt aab とすると，これは初項 pxb  )1(01  ，公比 の等比数列であ

る．したがって， 2t のとき， 






























1

)1)()1((

))1((

1

0
0

1

1

01

1

1

1

t

t

k

t

k

kt

px
x

pxa

baa

 

t のとき， )1())1(( 00   pxxat
となる．したがって， 
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1

1

)1()1(

1

)1( 000
0

p

pxxpx
x

 

(証明終わり) 

階差数列の初項との関係より， )1(0  px のとき，初期から集団の人数は

)1( p に向かって増加し，一方 )1(0  px のときは減少する(下図参照)． 

 

 

図 5-2 期待人数の変化 

 

(命題 1) タイプ 1 の場合，全面協力戦略のプロファイルが部分ゲーム完全ナッ

シュ均衡を構成する必要十分条件は， 

0
1

x
p




のとき，
cb

bc






2
  

0
1

x
p




のとき，
t

t

xbc

bpxbcpb

)(2

)(4
2222




  

である． 

 

(証明 1) 

 全面協力戦略のプロファイルを，そこからプレイヤー iだけが逸脱した戦略

プロファイルを ' とすると，SCGG においてが部分ゲーム完全ナッシュ均衡を

構成する必要十分条件は， 

),';(),;(,,  t

i

t

i

t hFhFHhNi  　　  

となることである．全面協力戦略が部分ゲーム完全ナッシュ均衡であることを

𝛿 = 0.95,  𝑝 = 1 
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示すために，全面協力戦略が 1 期逸脱の特性を持つことを示す．証明の手順は

以下のとおりである． 

 

①プレイヤー iについて，均衡経路上(それまでは全員が全面協力戦略に従ってき

た履歴)のある t期目において，1 期逸脱の誘因がないことを示す． 

つまり全面協力戦略から 1 人のプレイヤー iがある t期目において 1 期間のみ

非協力を行い，以降は全面協力戦略に従う場合を考え，これが全面協力戦略よ

りも割引期待利得が大きくならないかどうかを調べる．その際，集団に加入す

るかどうかの行動と集団に加入してから逸脱するかどうかの 2 つの行動につい

て調べる．  

②すべてのプレイヤーについて，①が成り立つことを示す． 

 SCGG の場合，それぞれのプレイヤーが行動する際の集団の人数が異なる．

そのため 1 人のプレイヤーについての条件が他のプレイヤーには当てはまらな

い．また，各期のゲームの状態が異なることから，ある第 t期目のみをチェック

しても他の期に当てはめることもできない． 

したがって，すべてのプレイヤーの加入時点での逸脱をチェックすることに

なる．なおこれは，任意のプレイヤーについてすべての期において逸脱が存在

しないことを示したことにも等しい．なぜなら第 t期目に加入したプレイヤーの

逸脱の条件と，それ以前に加入したプレイヤーが第 t期目に逸脱する条件は等し

いからである．そのため，すべてのプレイヤーの加入時点での逸脱を調べるこ

とは任意のプレイヤーのすべての履歴について調べることを含んでいる．した

がって，すべてのプレイヤーについて加入時点での逸脱と加入選択の逸脱を調

べれば，すべてのプレイヤーおよび均衡経路上のすべての履歴に関して調べた

ことになる． 

③均衡経路外でも，全面協力戦略から 1期の逸脱を行う誘因がないことを示す． 

 全面協力戦略の組が部分ゲーム完全均衡になるためには，均衡経路外のすべ

ての履歴についても 1 期間の逸脱で利得が改善できないことを示さなければな

らない．通常は，脅しに信ぴょう性があるかどうかをチェックするが，全面協

力戦略は懲罰を行う戦略ではない．一方で，GRM によって，あるプレイヤーが

逸脱したら自動的にゲームの構造は変化する．そのため，あるプレイヤーが逸

脱し，GRM が発動した後の履歴において，1 期逸脱の誘因がないことがすべて

のプレイヤーについて当てはまることを示す． 
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まず①から証明する．今，任意の有限の t期において集団に所属しているプレ

イヤーの人数を tx 人とする．このとき全員が協力したときのプレイヤー iの利得

の列は表 5-1 の 3 番目の列の通りである．一方，t期に逸脱した場合の期待利得

が同表の 4 番目の列である． tx のあとに+1 や+2 とあるのは，人数の増加分を表

している． 

 

表 5-1 全面協力戦略と逸脱した場合の利得(タイプ１) 

期数   全員協力した場合の利得 t期に逸脱した場合の利得 

t  0  cbxt   )1( txb  

1t  1  cpxb t  )(   
cp

x

x
xb

t

t
t 


 )

1
(   

2t  2  cppxb t  ))((   
cpp

x

x
xb

t

t
t 


 ))

1
((   

3t  3  cpppxb t  )))(((   
cppp

x

x
xb

t

t
t 


 )))

1
(((   

        

 

全面協力に従った場合と従わなかった場合の )1( t 期以降の人数の変化は，と

もに漸化式 paa tt   1'' で表せる．ただし 1'  tt ，また初期値はそれぞれ順に，

,pxt   ttt xxpx )1(  である．今，全面協力戦略のプロファイルを，逸脱

した場合の戦略プロファイルを ' とすると， 

0
1

)'()(
1

1 







 







k

kk

t

ii

x
bcbFF   

であればよい．なお末尾についている k はプレイヤー i自身が退出する場合を割

引因子として表現している．したがって， 

0
)1( 2









tx

bp
cb  

が成り立てばよい．加入の選択についても，加入しなかった場合の期待利得 0

と表 5-2 の第 2 列目の利得との比較によって，上記の条件よりも緩いことは明

らかである． 

次に②を証明する．すべてのプレイヤーについて，①が成り立つことを証明

するためには，各プレイヤーが加入した時点での逸脱の誘因を調べる必要があ

る．そのために，均衡経路上において tx がとりうるすべての値を調べる必要が



 

 

91 

ある．今，①の条件の左辺を )( txf )1( 2  txbpcb とすると， 

0
)1(

)('
22











t

t
x

bp
xf  

となり， )( txf は tx についての減少関数であるとわかる．したがって， tx が最大

のとき協力の誘因 )( txf は最小となり， の下限を与える．したがって，(系 1-1)

で示したように， 0)1( xp  のとき， )2()(0))1(( cbbcpf   が

の下限である．今， cb 23 を仮定していたので，このような の範囲は存在す

る． 

一方 0)1( xp  のとき，
0

2

0

222 )(2))(4(0)( xbcbpxbcpbxf t  

が の下限である．また )1,0[ であるため，この範囲に収まっている必要があ

る． 

1
)(2

)(4
2222






t

t

xbc

bpxbcpb
 

tt xbcbpxbcpb )(2)(4
2222   

ttt xbcbpxbcpbxbcpb )(2)(4)(4
22222222   

となり，必ず成り立つ． 

次に③を調べる．これは，先にも述べたように逸脱が生じれば GRM によっ

て集団が自動的に変化するため，脅しの信ぴょう性を調べることではない．む

しろ，この場合は，①②の tx を 'tx にかえて解きなおすことと同じである．ただ

し， 'tx は均衡経路外のある t期における集団の人数とする．すると，同じ 0x から

スタートした場合，すべての tについて 'tt xx  となることは明らかである．した

がって②から，均衡経路外における逸脱のほうが逸脱の条件が緩いことになる．

したがって，②で求めた条件を満たせばよい．(証明終わり) 

 

3.2 確率的退出つき集合財ゲーム(タイプ 2)  

次に，集団への加入人数が協力者数に比例する場合を考える． 

タイプ 2：協力者の人数に比例する場合．とくに，ある定数 p が存在して，

pmyE t ]'[ となる場合．ただし，mは直前のゲームにおける協力者数 



tXi

i

tam

である． 
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(命題 2)タイプ 2 の場合，全面協力戦略のプロファイルが部分ゲーム完全ナッシ

ュ均衡を構成する必要十分条件は， 

)(2

)(4 222

bc

cpbcpc




  

である． 

(証明 2) 

証明 1 と同様にまず①から証明する．今，任意の有限の t期において集団に所

属しているプレイヤーの人数を tx 人とする．このとき全員が協力したときのプ

レイヤー iの利得の列は表 5-2 の 3 番目の列の通りである．一方， t期に逸脱し

た場合の期待利得が同表の 4 番目の列である． tx のあとに+1 や+2 とあるのは，

人数の増加分を表している． 

今，全面協力戦略のプロファイルを，逸脱した場合の戦略プロファイルを '

とする．にしたがった場合の )1( t 期目以降の利得の列の一般項を表すと，

cpbxa k

tk  )( となる．一方 ' の場合は， cppxxba k

ttk  1))()1((  であ

る．ただし 1 tk である． 

 

表 5-2 全面協力戦略と逸脱した場合の利得(タイプ 2) 

期数   全員協力した場合の利得 t 期に逸脱した場合の利得 

t  0  cbxt   )1( txb  

1t  1  cpxb t  ))((   cpxxb tt  ))1((   

2t  2  cpxb t  ))(( 2  cppxxb tt  )))()1(((   

3t  3  cpxb t  ))(( 3  cppxxb tt  )))()1((( 2  

        

 

したがって， 

0)()'()( 1

1

 




 kk

k

ii ppbcbFF   

であればよい． 

(ⅰ) 2)4(1)( 2 ppp   のとき 

0
)(1









p

bp
cb  
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)(2

)(4
,

)(2

)(4 222222

bc

cpbcpc

bc

cpbcpc
 

となる．なお，左の条件に関しては 0)(2))(4( 222  bccpbcpc である．

また今， c1 を仮定していたので， 

2

4

)(2

)(4 2222 pp

bc

cpbcpc 





 

となる(途中計算省略)．したがって， 

2

4

)(2

)(4 2222 pp

bc

cpbcpc 





  

となる． 

(ⅱ) 2)4(1)( 2 ppp   のとき 

0
1)(









p

bp
cb  

)(2

)2()(4)2(

)(2

)2()(4)2( 222222

bc

pcbbcpcb

bc

pcbbcpcb









   

となる．今， bc 2 を仮定していたので， 

0
)(2

)2()(4)2( 222






bc

pcbbcpcb
， 1

)(2

)2()(4)2( 222






bc

pcbbcpcb
 

となる．そのため，条件は 2)4( 2 pp  とる．したがって，(ⅰ) (ⅱ)をま

とめると 

)(2

)(4 222

bc

cpbcpc




  

となる． 

また証明 1 と同様に加入の選択についても，加入しなかった場合の期待利得 0

と表 5-2 の第 3 列目の利得との比較によって，加入の選択をすることは明らか

である．さらに，証明の②③に関して調べる．上の条件は第 t期の集団の人数 tx

に依存しないため，任意のプレイヤーについても任意の履歴に関しても上記の

条件が成り立てばよい．(証明終わり) 

 

(系 2-1)タイプ 2 の場合，全面協力戦略が部分ゲーム完全ナッシュ均衡を構成す

るとき，集団の人数は増加し続け， t で無限に発散する． 

 

(証明 2-1) 

全面協力戦略に従った場合の人数の変化は， t

t pxa )(0   のように等比数列



 

 

94 

で表せる．したがって， 1 p のとき，これは単調増加である．また，

)(2))(4( 222 bccpbcpc  のとき，必ず 1 p となる(計算式略)．した

がって， t

t pxa )(0   は単調増加する等比数列であるので， t で無限に発散

する．(証明終わり) 

 

3.3 競合性のある集合財の場合 

次に，競合性のある集合財に関して，タイプ 1・タイプ 2 の証明を行う．なお

この場合，利得関数を次のように定義しなおすだけで，他の定義は上記の SCGG

と同じである．第 t期目のプレイヤー iの利得は， i

tt

xj

j

tt

i aexadaf
t

 


)( であ

る．ただし 0xed  とする．このとき以下の命題をえる． 

 

(命題 3-1)競合性のある集合財の場合，このときタイプ 1 の GRM があっても全

面協力戦略のプロファイルは部分ゲーム完全均衡を構成しない． 

(命題 3-2)競合性のある集合財の場合，このときタイプ 2 の GRM があっても全

面協力戦略のプロファイルは部分ゲーム完全均衡を構成しない． 

 

(証明 3-1，3-2)命題 3-1,3-2 はまとめて証明する．全面協力戦略のプロファイル

を，逸脱した場合の戦略プロファイルを ' とする．表 5-1・5-2 でみたように

集団の人数は協力した場合のほうがしない場合よりも大きくなる．しかし全員

が協力した場合の各期の利得は， edexxd tt  となり，どちらの場合のGRM

によって集団規模が大きくなったとしても各期に獲得できる利得は変わらない．

したがって，全面協力戦略のプロファイルにしたがった場合の割引期待利得は







1

)()(
l

li ededF  である．一方，全面協力戦略から 1 期の逸脱を行った

場合の利得は同様に， 





1

)()1()'(
l

l

tt

i edxxdF  である．したがって，

0)'()(  exdFF t

ii  でなければならないが，今， txxed  0 のため，

0 exd t となり，全面協力戦略のプロファイルは均衡にならない．(証明終わ

り) 

 

3.4 確率的退出つき純粋公共財(SPGG)ゲームの場合 

これまでは集合財供給ゲームだったが，公共財供給ゲーム，すなわち集団に

加入していないプレイヤーも公共財を享受できる場合を証明する．なお母集団

は無限集合を仮定しているため，競合性のある場合は，かならず利得が 0 にな

ってしまうため，競合性のない純粋な公共財のみを扱う．基本的な定義は SCGG

定義に従うが，利得関数は  ASf i : R とし，プレイヤーが集団に加入してい
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るかどうかを定めた状態には依存しないものとする．つまり，集団に加入して

いようがいまいが利得は得られるという仮定である．具体的には，任意のプレ

イヤー iが各期に 



t

t

x

xjj

i

t

j

tt

i acabaf
,1

)( を得られるものとする．なお，この cb,

は SCGG で扱った純粋集合財の場合と同様に，  cbxc t を満たすものと

する．まずはタイプ 1 から見ていく． 

 

 

(命題 4)純粋公共財ゲームでタイプ 1 の場合，全面協力戦略のプロファイルが部

分ゲーム完全ナッシュ均衡を構成する必要十分条件は 　cbc )(  である． 

 

(証明 4)集団に加入している時点での協力の条件は証明 1,2 と同様である．しか

し，公共財ゲームの場合，集団に加入しなくても公共財ゲームの利得が得られ，

逸脱の誘因が発生する．したがって加入の時点のみをチェックすればよい． 

プレイヤー iが(非)加入の選択をした次の期を t期とし，プレイヤー iが加入し

た場合のその時点のプレイヤーの人数を tx 人とする．表 5-3 はその後の利得の

列を表している(見方は表 5-1・5-2 と同様である)． 

公共財ゲームでタイプ 1 の場合，プレイヤー iが加入しなかったとき，その分

の人数は減るがその後，集団の全員が協力する．したがって，プレイヤー iが加

入したときと加入しなかった場合の集団人数の増分は等しくなるが，一方で集

団に加入しなかったプレイヤー iはコストを負担しないですむ． 

 

表 5-3  全面協力戦略と逸脱した場合の利得(純粋公共財・タイプ１) 

期数   全員協力した場合の利得 t期に逸脱した場合の利得 

t  0  cbxt   )1( txb  

1t  1  cpxb t  )(   cpxb t  ))1((   

2t  2  cppxb t  ))((   cppxb t  )))1(((   

3t  3  cpppxb t  )))(((   cpppxb t  ))))1(((((   

        

 

今，全面協力戦略のプロファイルを，逸脱した場合の戦略プロファイルを '

とすると， 

0)'()(
1

2  


k

k

ii bcbFF   
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であればよい．したがって， 

02  ccb  

c

bc 
 2  

)0( 


  　　
c

bc
 

　　cbcbc  1)( , cb  より 1)(  cbc である．また，これは証明 2 と同様

に加入時の集団の人数に依存しない．さらに均衡経路外についても証明 2 と同

じである．(証明終わり) 

 

次にタイプ 2 を証明する． 

(命題 5)公共財ゲームでタイプ 2 の場合，全面協力均衡のプロファイルが部分ゲ

ーム完全ナッシュ均衡を構成する必要十分条件は， 

c

bcpbccbcp

2

)(4)( 2 
  

である． 

 

(証明 5) 

表 5-4 全面協力戦略と逸脱した場合の利得(純粋公共財・タイプ 2) 

期数 割引因子 1t 期目に加入した場合 1t 期目に加入しなかった場合 

t  0  cbxt   )1( txb  

1t  1  cpxb t  ))((   )))(1(( pxb t    

2t  2  cpxb t  ))(( 2  )))(1(( 2pxb t    

3t  3  cpxb t  ))(( 3  )))(1(( 3pxb t    

        

 

この場合も，証明 3 と同様にプレイヤーの加入選択に関してのみチェックす

る．プレイヤー iが(非)加入の選択をした次の期を t期とし，プレイヤー iが加入

した場合のその時点のプレイヤーの人数を tx 人とする．その後の利得の列を表
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したのが表 5-4 であるが見方はこれまでと同じである． 

加入人数が協力者の人数に比例する場合，プレイヤー iが加入しなかったこと

により，それ以降の集団人数(協力者数)が減り，集団人数の増分に差ができる．

加入した場合としなかった場合の t 期目以降の各期の人数の差は， tp)(  であ

る． 

今，全面協力戦略のプロファイルを，逸脱した場合の戦略プロファイルを '

とすると，次の条件を満たせばよい．したがって， 

  0)()'()(
1

111  






k

kkk

ii cpbFF   

(ⅰ) 2)4(1)( 2 ppp   のとき 

0
1)(1





 

c

p

b
 

であればよい．したがって， 

 



c

bcpbccbcp

c

bcpbccbcp

2

)(4)(
,

2

)(4)( 22

 

である． 

2

4

2

)(4)(
,0

2

)(4)( 222 pp

c

bcpbccbcp

c

bcpbccbcp 






 

のため，条件は 

2

4

2

)(4)( 22 pp

c

bcpbccbcp 



  

となる． 

(ⅱ) 2)4(1)( 2 ppp   のとき 

0
11)(





 

c

p

b
 

であればよい．したがって， 

c

bcpbccbcp

c

bcpbccbcp

2

)(4)(

2

)(4)( 22 



  

である．なお， 

1
2

)(4)(
,0

2

)(4)( 22







c

bcpbccbcp

c

bcpbccbcp
 

のため，まとめると条件は， 

2

42 pp 
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となる．したがって，(ⅰ)(ⅱ)をまとめると，最終的な条件は， 

c

bcpbccbcp

2

)(4)( 2 
  

である． 

これは，集団の人数 tx に依存しないので，どの時期に加入の選択権が与えら

れたプレイヤーについても成り立つことは証明 3 と同様である．(証明終わり) 

 

3.5 GRM のない場合 

GRM によって，協力した場合と協力しなかった場合で，その後の集団の人数

が異なり，それが利得に影響を与えるということが協力の達成に重要であるこ

とがわかる．最後に， GRM による人数の増加が協力の達成に重要であると主

張するために，GRM のない単純な人数の増加を仮定した場合の証明を行う．こ

の場合も基本的に定義は SCGG の定義に従う．違うのは状態遷移関数

SASq : だけである．今回は直前のプレイヤーの行動に依存せずに次の状態

が決まると仮定する．具体的には毎期，確率 qで p 人加入する権利が与えられる

とする．つまり pqyE t ]'[ を仮定する．このとき以下の命題群を提出する．な

お利得関数は SCGG と同じ  


cbxcacabaf t

xj

i

t

j

tt

i

t

　　,)( , cb 23 を

用いるものとする． 

 

(命題 6-1)GRM のない人数の増加を仮定した場合で純粋集合財ゲームの場合，

全面協力戦略のプロファイルは部分ゲーム完全均衡を構成しない． 

(命題 6-2)GRM のない人数の増加を仮定した場合で競合性のない集合財ゲーム

の場合，全面協力戦略のプロファイルは部分ゲーム完全均衡を構成しない． 

(命題 6-3)GRM のない人数の増加を仮定した場合で純粋公共財ゲームの場合，

全面協力戦略のプロファイルは部分ゲーム完全均衡を構成しない． 

 

(証明 6-1,6-2,6-3)命題 6-1,6-2,6-3 をまとめて証明する．はじめに純粋集合財に

ついて証明する．第 t期においてプレイヤー i が協力をした場合の利得から非協

力した場合の利得をひいた差分は 0 cb である．単純に人数が増加する場合，

プレイヤー iが協力した場合もしない場合も，同じ人数が増加する．したがって，

全面協力戦略のプロファイルに従った場合と，第 t期目に 1 期の逸脱を行った後，

協力に復帰した場合の第 1t 期目以降の利得は等しい．したがって，全面協力戦

略は均衡とはならない．また，競合性のある集合財の場合も純粋公共財の場合

も同様のことがいえる．(証明終わり) 
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第 4 節 結果・考察 

4.1 結果 

以上の分析の結果明らかになったことをまとめると以下の表 5-5 のようにな

る．前章では，ベースラインとなるモデルを提示した．それに対してこの章で

は，そのベースラインモデルに確率的退出という条件を 1 つだけ付加した．で

はこの条件の追加はゲームにどのような影響を与えたのだろうか．前章でみた

退出なしの場合(表 5-6)との比較を通じて，見ていく． 

 

表 5-5 分析結果(退出あり) 

 集合財 純粋公共財 

 競合性なし(純粋) 競合性あり 

GRM なし ×(命題 6-1) ×(命題 6-2) ×(命題 6-3) 

タイプ 1 ○(命題 1-1) ×(命題 2-1) ○(命題 3-1) 

タイプ 2 ○(命題 1-2) ×(命題 2-2) ○(命題 3-2) 

 

表 5-6 分析結果(退出なし) 

 集合財 純粋公共財 

 競合性なし(純粋) 競合性あり 

GRM なし ×(命題 4-1) ×(命題 4-2) ×(命題 4-3) 

タイプ 1 ×(命題 1-1) ×(命題 2-1) ×(命題 3-1) 

タイプ 2 ○(命題 1-2) ×(命題 2-2) ○(命題 3-2) 

 

 まず，共通するのは GRM がなければ集合財の供給は，全面協力戦略には不

可能だということである．また，競合性がある場合も同様に集合財の供給がで

きなかった．これは退出なしの場合と同様に，自分の協力が集団の人数を増加

させ，その増加が利得の増加に結びつくということが重要であるということを

表している． 

 一方で，退出ありとなしで違うのは，タイプ 1 の場合である．退出なしの場

合は集団の人数が無限に発散してしまったが，退出のある場合はそれが起きず，

集団がある規模に収束した．タイプ 1 の場合，集団が無限に拡大すると，1 人当

たりの集団に対する寄与率が低下してしまう．しかし，退出がある場合，集団

の規模がある範囲に収束し，1 人当たりの寄与率が低下し続け，最終的には 0
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になるという事態が生じないのである． 

 

4.2 考察 

 結果の比較から，退出があっても GRM は同様に機能し，協力を促すことが

明らかになった．GRM が協力を促す基本的なメカニズムに関しては前章で詳し

く述べたのでここでは述べないが，退出が加わった場合のメカニズムに関して

詳しく考察していく． 

GRM モデルでは，退出を加えた場合は，加えなかった場合よりも集合行為が

成功するパタンが多くなった．前章では集団規模が拡大し続けることが協力を

維持するために重要だった．にもかかわらずなぜ退出はポジティブな効果を持

ったのだろうか．通常，集団からの退出は協力の維持にとって危機をもたらす

と指摘されていた．なぜなら退出前の非協力に対して退出後に懲罰を行うこと

が難しいからである．しかし，GRM がある今回の場合は集団からの退出がある

ことがむしろ必要なのである．なぜならタイプ 1 の場合，集団規模が大きくな

ると 1 人当たりの新規加入に対する限界貢献量が低下してしまうからである．

そのため，適度な規模で集団が安定することが必要なのである．一方で集団規

模が安定しても協力が維持できたのは，その場合でも協力したときとしなかっ

たときとで両者の期待利得に差分が生じるからである．協力した場合は集団の

規模が一定だが，非協力の場合は集団規模が縮小する．そのため，その集団規

模の差が期待利得に結びつくことで，集団が拡大し続けなくても，協力が維持

できたのである． 

 一方，タイプ 2 の場合は退出がある方が，協力は維持されにくいという知見も

得られた．前章と本章の命題 1-2 の条件を見比べればそのことはわかる．とい

うのも，タイプ 2 の場合，集団は拡大し続けるので，退出がないほうが協力・

非協力の利得の差が大きくなるからである．もちろん退出があってもタイプ 2

の GRM は効果を持つことには，変わりがなく協力を促す．しかし，退出の効

果は GRM のタイプによって変わりうるということがわかる． 

集団規模が大きくなることで 1 人当たりの新規加入に対する限界貢献量が低

下してしまうというタイプ 1 の GRM における問題を指摘したが，このような 1

次の集合財ではなく 2 次の集合財(GRM)に関する集団規模拡大の負の効果を仮

に，「2 次の Olson 問題」と呼ぶ(「第 2Olson 問題」ではない)．前章で論じたよ

うに GRM はそれ自体が公共財の 1 種であるがゆえに，1 次の Olson 問題は生
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じさせない代わりに 2 次の Olson 問題を発生させる．この 2 次の Olson 問題に

対して有効なのが退出なのである．退出があるために，集団規模が負の効果を

持ちうるほどには大きくならなくて済むのである．詳しくは分析を行わないと

分からないが，こうした退出の正の効果は 1 次の Olson 問題でも妥当な可能性

はあるだろう．Olson 問題の新たな解決方法として有力な仮説である．企業や

NPO における退出の負の側面だけではなく，集団が健全な状態を維持するため

の新陳代謝としてむしろ正の側面に焦点を当てて研究を行う新たな視点となり

うるのである． 

 最後に，先行研究として挙げた閾値モデルと比較しつつ，本章の目的に対す

る解答を与える．まず閾値モデルでは主に指数型の生産関数が集合行為の発生

に有効であるとされ，仮定としてよく用いられていた．なぜなら指数型の生産

関数の場合，集団規模が大きくなれば自然とジレンマ状況は解決の方向に向か

うからである．しかし，GRM モデルではそのような有利な仮定は必要ない．従

来のジレンマの要件を満たす関数を用いたうえで，GRM という社会的メカニズ

ムを導入することで，集合行為のジレンマを解決する方法を提示した． 

また閾値モデルの場合，集合行為の発生する初期の状態に非合理性を導入す

る必要があった．しかし GRM モデルの場合，将来の協力と集団の変化は期待

として初期のプレイヤーの考慮の対象となる．そのため，初期のプレイヤーも

将来の合理的な期待をもとに意思決定を行い，集合行為の発生と発展をモデル

化することができた．このことは，集合行為の発生には必ずしも非合理性が必

要ではないということを意味する．将来の他者と集団の状態を合理的に予測す

ることで，集合行為(制度)の発生を促す誘因が十分に存在するのである． 

 閾値モデルは他者がどの程度協力しているかによって個人が意思決定を行う

と仮定する．一方で，GRM モデルは GRM という社会的なメカニズムを仮定し

た．このことは単なる仮定の問題ではない．閾値モデルのように個人の特性に

依存した説明を行うことは，その分，観察可能な含意が少なくなるということ

でもある．つまり，個人の閾値や非合理性を正確に計測することはできない．

事実，閾値モデルの経験的な検証は十分な形では行われていない．一方，GRM

の場合，集合行為の成果と新規加入の関係という観察可能な変数がわかればよ

い．こうした含意から検証していくことが今後は必要になる． 

 ここまでの分析で，集団の変化と制度の変化を分析する数学的な準備が整っ

た．GRM モデルで用いた仮定を使えば，集団の初期の状態から安定までをモデ
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リングし，個人の行動(制度)との関連を分析することが可能である．それでは以

降では，この数学的土台をもとにコミュニティ・ユニオンの事例を説明するモ

デルを分析していくことにする． 
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第６章 集団に対する外生的ショックと制度変化 

ネットワークユニオン東京の事例から 

 

 この章では，集団に対する外生的なショックと制度変化／維持の問題を扱う．

そのために，具体的にネットワークユニオン東京の事例を用い，それをゲーム

理論モデルとして表現する．それにより，集団に対する外生的ショックと制度

変化／維持がどのように関連しているのかということの一面を明らかにする．

本章では，特定の外生的な要因が制度にとって以下に影響を及ぼすかを分析す

るものである．そのため，なぜそのような外生的要因が発生したのかというこ

とは本稿の射程外である． 

 

第 1節 先行研究における制度の変化／維持 

1.1  制度変化 

この節では，制度変化について論じてきたこれまでの研究を概観する．ここ

で主に取り上げるのは， 第 2章で扱った経済学的制度論と社会学的制度論に加

えて Thelen，Piersonらの歴史制度学派である． 

これらの立場では，主に制度変化を外生的な要因によって説明することを試

みてきた．たとえば，Thelen(1999)が指摘するように，歴史的制度学派の多く

は，制度変化を外生的なショックや「重大局面」という歴史的なエピソードに

よって説明してきた．また，ルールとしての制度観も同様に，制度変化が外生

的な要因によってもたらされると考えている．たとえば，経済学的制度論のル

ールとしての制度観を採用する North は，制度変化の要因として相対価格の変

化を挙げる(North 1990=1994: 113)．Northは，相続可能な土地所有権制度は，

人口低下に伴う取引費用の変化というゲームのルールとは無関係で外生的な要

因が，アクター間の力関係の変化を引き起こし，新たなルール策定へと向かっ

た，と指摘する．このようにこれらの立場は，制度変化をもたらす歴史的・社

会的要因についての経験的な知見を蓄積してきた，という特徴を持つ． 

同様に社会学的制度論も均衡としての制度観も，制度変化を説明する際，制

度の外からの影響を重視した．とくにこの 2 つの立場は，制度変化を外生的な

要因によって説明せざるをえないという背景がある．社会学的制度論は，制度

の維持を慣性(inertia)によって説明し，その制度が自明視されており意識的な考

慮に上らない限り制度は維持されると考えるからである．つまり制度の変化は，

制度に内生的な自明視の構造からは生じず，制度の外から正統性が揺らぐこと



104 

 

で引き起こされる．そのため制度の変化は，危機的な介入(critical intervention)

などの事件によって生じるとされるのである(Powell 1991: 197)．また均衡とし

ての制度観にも同様のことが当てはまる．そもそも均衡とは，その状態から動

かない状態を表しており，変化が生じるとすれば既存のパラメータやその実現

値が変わらない限り均衡は変化しないからである．したがって，必然的に均衡

としての制度観は，制度変化を内生的な要因によって説明するのではなく，ゲ

ームの埋め込まれたドメインの外の要因によって説明することになる． 

しかし Thelen(1999)によると，制度変化を外生的なショックや重大局面によ

って説明する場合，それらは後付けの議論に陥ることが多いという．指摘され

た要因が本当に制度変化を及ぼす要因なのかどうかは必ずしも自明ではないの

である．そのため，後付けの説明にならないために，ある要因と制度変化との

間に存在するメカニズムや必然的なつながりを解明しなければ十分な説明には

ならないという．その意味で歴史制度学派の制度変化の説明には不十分な点が

ある．また，この批判は同様に社会学的制度論にも当てはまる．たとえば，

DiMaggio(1997)は制度の変化を及ぼすものとして，「拡散」という概念を提示し

た．これは支配的な意味のシステムに対して，別の意味のシステムが現れて拡

散することで制度が変化していくというものである．しかし，いかなるメカニ

ズムで別の意味のシステムは既存の意味のシステムよりも優勢になり，取って

代わることができるのかということを明示していない．そのため，変化をもた

らす可能性のある要因を指摘しつつも，その要因が本当に変化をもたらすもの

なのかは不明確なままなのである．そのために，歴史制度学派・ルールとして

の制度観・社会学的制度論は，制度変化をもたらす可能性のある外生的な要因

に関して，経験的な知見を蓄積しつつも，十分に制度変化のメカニズムを解明

するには至っていないのである． 

それに対して，均衡としての制度観は，外生的な要因から制度変化を説明す

る点で上記の 3 つの立場と同じだが，これらに向けられる後付けの議論という

批判が当てはまらない．なぜなら均衡としての制度観は，ある均衡の成立しう

るパラメータの範囲を確定することで，外生的な要因が制度変化に与える影響

を正確に分析しており，外生的変化と制度変化の必然的な結びつきを明らかに

しているからである．そのため，制度変化のメカニズムを解明するのに強力な

分析を提供しうる．しかし，均衡分析は，外生的なショックがどこから来たの

かについては何も語らない，という難点がある．これは，経験よりも分析に力

点をおく均衡としての制度観が陥る困難である．そのため，均衡としての制度

観は，パラメータの変化を正確に分析しつつも，それを引き起こす社会的(経験

的)な要因を特定するという点で不十分な点がある． 

このように，4つの立場は基本的に制度変化を外生的な変化から説明するとい
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う点で一致する．分析に関する特徴としては，歴史制度学派・ルールとしての

制度観・社会学的制度論は経験的な要因を指摘しつつも，それらと変化の必然

的な結びつきを主張しえないという難点を持つ．それに対して均衡としての制

度観は，ある要因と制度変化の関係を分析的に明らかにしつつも，経験的な対

応物に関する知見を欠いているという弱点を持つ． 

本稿では，基本的にこれらの先行研究の枠組みに則りつつも，それぞれの立

場を補完的に用いることで，これらの弱点を克服することを試みる．本稿では，

制度を期待や行動の安定性という観点から定義しているため，先行研究と同様

に制度変化を外生的なショックから説明することになる．なぜなら，安定した

期待が不安定になるためには，それを構成する何かが変化しない限りありえな

いからである．そのうえで本稿では，経験的な研究とゲーム理論的な分析を込

み合わせることで，先行研究の弱点を補完する．具体的には，まずは経験的な

研究により，制度変化を引き起こす要因を絞り込む．次に，その要因と制度変

化の関連をゲーム理論的分析によって明らかにする．なお，本稿では，歴史的

に長期的なスパンの変化ではなく，短期的な変化を扱うことが目的である．さ

らに，ここでの問いを，「集団に対するある特定の変化がいかに制度を変化／維

持させるか」として設定する．それにより，本稿で設定するテーマである集団

規模の変化と制度の変化の関係を考察する．  

 

1.2 コミュニティ・ユニオンの制度変化の問題 

 本稿では集団規模の変化と制度変化の関係を分析するための具体的な例とし

て，ネットワークユニオン東京で生じた集団の変化と合同争における支援の制

度の変化／維持の問題を扱う．コミュニティ・ユニオンにおける協力について

は，大林(2013)で扱っているが，これをもとにして集団規模の変化と制度の変化

に関して，いかなる問題が起こりうるかということをあらかじめ整理しておく． 

 先行研究では，プレイヤーの恒常的な参入，集団内での懲罰を行う KM 戦略の

存在，最終期に大きな利得を得られる，という 3 つの要因が制度の維持に重要

である，と指摘されていた．プレイヤーが恒常的に加入することによって，も

らい逃げが発生しても後から参入するプレイヤーに協力してえるような状況で

あれば，自身の貢献は報われる可能性がある．そのため，集団内非協力のみを

防止できればよくなる．さらに，プレイヤーが離脱前にのみ大きな利得が得ら

れるというゲーム構造と，その利得の多寡がそれ以前の自身の貢献で決まると

する互恵的な KM 戦略によって，単純非協力が防止される．こうした 3つの要因

の組み合わせによって，もらい逃げが発生しても後のプレイヤーに報いてもら

うという間接互恵的な期待が生じるということである． 

 ここで注目したいのは，1点目のプレイヤーの恒常的な参入である．上でも述



106 

 

べたように，コミュニティ・ユニオンでの協力は間接互恵的な期待によって成

り立っている．しかし，組合員は自分が助けてもらったらユニオンを離脱する．

そのため，自分が支援を得るには，自分より後に加入した人に援助してもらう

しかない．プレイヤーがいれば，評判に基づいた間接互恵的な期待が成立しう

る．しかし，そのためには，その期待のもとになるプレイヤーが常に加入して

くる必要があった．自分より後に加入するプレイヤーがいないことは自分を支

援するプレイヤーがいないことを意味する．したがって，プレイヤー間での期

待とともにコミュニティ・ユニオンに常に人が入ってくるという期待，いわば

「二重の期待」が重要である．それでは，コミュニティ・ユニオンに人が恒常

的に加入してこない場合はどうなるだろうか．援助に対する期待が減じ，制度

は崩壊するのだろうか．あるいは，それでもなお制度が維持できたとしたら，

それはなぜなのか．本章では，このようにコミュニティ・ユニオンに人が恒常

的に加入してこなくなった場合，いかなる帰結が生じ，またそれはなぜなのか

を明らかにする．それでは次に，加入と協力の関係に関する事例，ネットワー

クユニオン東京の事例を見ていき，どのような制度変化／維持が生じ，それを

引き起こした要因を確認する． 

 

第 2節 ネットワークユニオン東京1 

2.1  ネットワークユニオン東京の活動および組織的特徴 

この節では，具体的に扱う事例について説明する．ネットワークユニオン東

京は，1998 年 2 月 27 日に，当時の東京管理職ユニオンの非管理職部門が独立

するという形で設立された．独立当初はまだ東京管理職ユニオンと事務所も同

じ場所に構え，活動もともにしていた．形式的には独立した組合となったが，

組合費の徴収も一緒にしていたし，団体交渉や争議も分け隔てなく，共同で行

っていた．しかし，形式としてではなく実態としても独立すべきであるとの意

見がユニオンのなかで提案され，2002年に事務所を別の場所に移転して，現在

にいたる． 

 ネットワークユニオン東京は，3，40名の組合員で発足したが，現在では組合

員が増え 140 名ほどいるユニオンとなっている．第 3 章でみたユニオンの規模

のなかでいえば，全国的な平均が 292 名であるから，ネットワークユニオン東

京はその半分の比較的小さなユニオンだと言うことができる．また現在の活動

は，他のコミュニティ・ユニオンと同様である．また，加入の経緯に関しても

他のユニオンと同様に相談活動を行っており，相談活動を通じての加入がほと

                                                   
1 この節の説明は，2013年 11月 22日と 2014年 1月 31日に行われた，現在の専従スタッ

フ(T氏)と組合員(執行委員長 K氏)に対する聞き取り調査をもとにしている． 
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んどである．そのため加入する人は現在問題を抱えている人が多い．現在では 1

年に 10~15人の加入がある(2012年は 12人)．電話による労働相談から始まり，

加入してからは具体的に団体交渉や争議活動を行って，個別に労働者の労働問

題を解決するというパタンである．団体交渉は年に 6，7件で，裁判は 3件ほど

である．また，労働審判は年に 3，4件で，抗議行動は月に 2回ほど行っている
2．また，こうした活動は組合員の支援のもとに行っており，団体交渉では 2，3

人，裁判では 10 人，抗議行動では 4，5 人ほどの支援がある．なお支援の内容

は，第 3 章で見たように，団体交渉や争議の準備を手伝ったり，当日に当事者

とともに交渉や抗議行動を行ったりすることが含まれる．ネットワークユニオ

ンは活動自体に特徴があるわけではなく，他の組合と基本的に同じであるので，

そちらを参照されたい． 

 こうした組合員同士の支援活動によって，組合員は労働問題を解決するが，

解決には早くて半年(団体交渉)，遅ければ 2 年弱(裁判)かかる．この点も基本的

に他のコミュニティ・ユニオンと大きく異ならない．ネットワークユニオンは

東京管理職ユニオンに比べると組合員自体も少なく，支援者も数は多くはない．

しかし，第 3 章で見た福井(2012a)の組合員に対するアンケート調査によると，

支援を行ったことのある組合員の割合が大きいことが特徴である．他のコミュ

ニティ・ユニオンでは少なくとも 1 回は他の組合員を支援したことのある人は

およそ 40％前後であるが，ネットワークユニオン東京は 2000 年時点では約

60％，2010 年時点では約 80％となっている3．しかし，こうした特徴は自然に

成立したわけではない．ある時を境にこうした組織への転換をはかったのであ

る．次にそれを見ていく． 

 

2.2 ネットワークユニオン東京の方針転換 

 ネットワークユニオン東京が加入・離脱に関する方針転換を行ったのは，2002

年の事務所移転の際である．このときはまだ東京管理職ユニオンと事務所を同

じくしていたが，現在の代々木に事務所を移転するちょうど境目である．事務

所を移転する際の議論のなかで，今後の会計や活動についても話し合われたの

が，加入・離脱に関する方針転換のきっかけである．ネットワークユニオン東

京の当時の組合費は月 4000 円だったが，組合員は非管理職がほとんどであり，

                                                   
2 ただし，前の専従スタッフが休職した 2013年春以後はこれよりも件数が少なくなってい

る．団交が 7件，裁判が 2件，労働審判が 2件，抗議行動は月に 2回あるかないかである(第

19回定期大会議案書より)． 
3 後に見るように，ネットワークユニオン東京では組合員の在籍期間が長くなっている．在

籍年数が長い組合員が増えれば，在籍期間中に 1度でも争議に参加したことのある組合員

の割合は必然的に増える．そのためこのデータは，1回の争議に参加する人数が多くなった,  

ということを必ずしも意味しない． 
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この金額は負担だった．そこで月々の組合費を 3000円に下げるということが決

定された．それと同時に，会計の安定をはかるために，組合員を定着させる必

要が出てきた．そこで提案されたのが，自分の問題が解決しても組合を出て行

かないようにするということである．そのために，加入の段階でかなり慎重に

組合員を選ぶ(相談者に選ばれる)という行程を経るようになった． 

 まず専従のスタッフは，相談に来た人の内容を聞き，弁護士に相談した方が

いい人には，弁護士を紹介するし，労働監督署の方がよければそれを紹介する．

また，組合活動になじまなそうな人はいれないようにしている4．労働問題の性

質上，労働組合に入って解決した方が良い人なら，電話ではなく後日事務所に

来てもらって話をするようにする．そこで，労働組合の活動などについての話

をして，どのような活動をすれば労働問題が解決できるかということを説明す

る． 

 このときに，その人の労働問題を解決するための方法を説明するだけでなく，

組合活動全般や他の組合員に関しても説明する．具体的には，組合が組合員の

自主的な活動で成り立っていることや，自分の問題を解決するためには他の組

合員の支援が必要になることなどである．また，他の組合員もその人と同様に

支援を必要としており，そういう人に対して支援することが必要であるという

ことも説明する．さらに，自分の問題が解決した後も，すぐに組合をやめない

で残ってほしいということも併せて伝える．「事務所が成り立っているのは，あ

なたより先に入った人が，活動したり，問題解決後も定期的に組合費を納めて

くれたりするから成り立っている．あなたも同じようにしてほしい．」と伝える

のである． 

 こうした説明の後，その場ですぐに加入してもらうわけではない．冷静に判

断してもらうために一晩考えさせるのである．それでも考えが変わらないなら，

加入してもらい，そのとき加入金とその月の組合費を納めてもらう．加入の際

にはこのように説明を丁寧に行い，それに納得して，きちんと組合活動を行っ

たうえで，問題解決後も組合に残ると確約してくれた人だけを入れるのである5． 

 こうした慎重な加入の結果，ネットワークユニオン東京は，この方針転換を

                                                   
4 なお，組合活動になじまない人とは，専従のスタッフを安い弁護士のように考え，労働問

題の解決を委任するだけで，自らで進んで組合活動を行おうとしない人のことである．こ

のように組合活動を理解していない人はネットワークユニオン東京だけではなく，労働相

談活動を行っているコミュニティ・ユニオンでよくみられることである(小谷 2001)．筆者

の調査した，東京管理職ユニオンや東京東部労組でもそのような人はたびたび訪れる．な

かには，「私は，労働問題をアウトソーシングしているんだから，早く解決してくれ」と言

って事務所にもほとんど訪れない人もいるという． 
5 「確約」という言葉を使ったが，これはきちんと定められた規則というわけではない．そ

のため，仮にこの約束を破ったとしても組合(専従のスタッフ)から直接何らかの罰則がその

組合員に加えられるということはない． 
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してから，加入者の人数が激減した．事務所移転前は 30人ほどが毎年加入して

おり，同時に離脱も多かった(脱退は 20 人ほど)．たとえば，その年に役員を決

めても 1 年のうちにその半分以上がやめてしまい執行委員会が開けないなどの

こともあった．それに対して 2012年期の加入は 12人であり，約 3分の 1まで

減少している．さらに，第 3章でみた福井(2012b)の調査からわかるように平均

在籍期間に関しては長くなっている．転換前の 2000年時点では平均在籍期間は

1.26 年であったが，転換後の 2010 年時点では 4.58 年まで長くなっている．た

しかに現在でも毎年脱退する人はおり，2012 年期の脱退者数は 6人である．し

かし，このうちのほとんどが，転勤で事務所に行くことができなくなったり，

再就職先が見つからなかったり，定年退職しりする人である．自分の問題が解

決したから脱退するということはほとんどいなくなったのである．この方針転

換で，脱退者は減ったが，同時に加入者も減ったのである．そのため，解決後

も組合に残り，組合費を納め続ける組合員が増え，組合の財政は安定した． 

 同時に，組合活動についてきちんと理解し納得した人のみが加入しているの

で，組合員はきちんと支援活動を行うようになった．転換以前は，組合員自体

はたくさんいたがまったくまとまりがなかったという．他の組合員の支援の頻

度も低いだけでなく，自分の問題解決もままならないくらいだった．たとえば，

交渉中なのにもかかわらず，再就職先が見つかったからもういいですと勝手に

組合をやめていく人がいたり，組合を通さない交渉も行ったりする(二重交渉)

人もいたという．転換後はこのようなこともなく，先に指摘したように，組合

員の支援活動が活発に行われているとも言える．この加入の制限は，組合員を

増やすということから，組合員の「質」を高めるという方針に転換したともい

える． 

 たしかにユニオンからの脱退者数は減り，財政的には安定した．また自分の

係争中に安定して組合員が支援を行うようになった．しかしながら，他の組合

員の支援ということを考えると実はこれは必ずしも良いこととはいえない．な

ぜなら解決後も組合に残るが，支援を行う人はまれであり，支援をするのは問

題解決前の組合員に限られるからである．自分が係争中の場合は多くの場合，

2・3 回は他の組合員を支援するという．しかし，解決後にも他の組合員を支援

するということはまれだという．確かに組合に残っており，組合費も納めてい

るが，参加するのは何らかのイベント(花見など)がほとんどだという．つまり，

組合には残っているが，ROSCAタイプの交換からすると交換の輪から離脱して

いるとも言える．すなわちコミュニティ・ユニオンにおけるジレンマ問題自体

が解決したわけではないのである．むしろジレンマ問題は深刻化している可能

性もある． 

 このことを，先行研究をもとに考えてみよう．先行研究では，そもそも集団
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に対する人の流動性は，個人中心の網状一般交換のタイプの助け合いに危機的

な状況をもたらすことが指摘されていた (Hechter 1987; Putnam 1993; 

Coleman 1990; 辻本ほか 2007; Koike et al. 2010)．またその流動性を条件付き

で緩めた大林(2013)でも，集団に対する恒常的な人の加入は重要だと指摘されて

いた．つまり，人の加入を制限することは助け合いの制度にとって，重大な危

機である．なぜなら先に説明したように個人中心の網状一般交換は，現在の貢

献が時間差を伴って別の個人から報いられるという間接互恵的な期待が必要だ

からである．そのため，加入者の制限＝以後の集団規模の縮小はこの交換にと

って危機なのである． 

 したがって，この方針転換は，組合の財政安定化には効果的だったが，一方

で支援活動に関しても良かったとは理論的には即断はできないのである．それ

どころかむしろ，この方針転換は支援活動にとってはよくない影響を与え，最

悪の場合は制度が崩壊する可能性があったはずである．しかし，先にも述べた

ように方針転換後も支援活動は行われている．では，なぜこうした入り口を狭

めるという方針転換後も，支援活動は行われているのだろうか．このことは理

論的には謎である．大林(2013)でも，加入者が減少するという仮定をモデルには

組み込んではおらず，十分な分析が行われているとは言い難い．それでは次に

大林(2013)を修正したモデルによって，集団に対する外生的な変化と制度の維持

に関する分析を行って，この問題に解答を与えることにする． 

 

第 3節 モデル 

3.1 分析の枠組み 

 この節では，ネットワークユニオン東京でみられた集団の変化と制度の維持

についての分析を行う．ネットワークユニオン東京では，ある一時期から加入

の制限を設ける方針に転換したことで，加入者が激減した．こうした状況を分

析するために，前の章でみてきた集団の人数が変化する数理モデルを用いる．

ただし，これまで見てきたようの集団評判メカニズムは用いない．なぜならネ

ットワークユニオン東京でみられた変化は，加入者の低下だけだからである．

こうした人数の変化は既存の世代重複型くり返しゲームでは扱われていなかっ

た．世代重複型くり返しゲームは基本的に，1期間に加入する人数と離脱する人

数が同じであり，結果として流動性はあるが集団の人数が変わらない状況を扱

うモデルである．そのため，本稿で提示するモデルによってこれを人数の変化

を扱うモデルへと拡張することができる． 

人数の変化を扱うために，大林(2013)のモデルに次の 2 つの変更を加えたモ

デルによって分析を行う．まず 1つ目は，4，5章の分析でみてきたように母集
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団としてより大きな集団を設定し，利得に関連のあるゲームを行う集団の人数

を変化させる．具体的には，集団を )}(,),(2),(1{ tNtt  として定義していたが，こ

れを破棄する．かわりにまず有限な母集団を )}(,),(2),(1{ tpttP  と設定する( P

は populationの頭文字である)．なお，この母集団は利得に関連のあるゲームを

行う「集団(コミュニティ・ユニオン)」とは異なる．集団に人が参入・離脱する

もととなるプレイヤーのプールである．この母集団に毎期 1人参入してきて，1

人離脱していくこととする．さらに，プレイヤーは添え字の順に並んでおり，

母集団には p期間生存するものとする．つまり， )(1 t が第 t期目の母集団におい

て，もっとも年老いており次の期に母集団から離脱する．逆に新しく母集団に

参入したプレイヤーは )(tp であり， p期後に母集団から退出するものとする．

一方，集団への所属は大林(2013)と同じく，n期間とするが，集団に所属するタ

イミングは生存期間 p期の末尾の n期間とする． 

2 つ目の変更は，毎期集団に加入する人数を 1 人ではなく，  1,0q の確率で

1人加入する形に変更する．一方で集団からの離脱はプレイヤーの寿命が来たら

自動的に行われるものとする．このようにして，集団の変化を定式化する． 

以上の 2 つの変更を加えたモデルの流れは以下の図のようになる．このゲー

ムにおいて，集団では相互援助ゲームが行われ，最後の 1 期間に援助されるか

否かを分析する．なお，援助されることになる )(1 t が集団に所属していない場合

があるが，その場合は何も行われないものとする．なお，表記の便宜上このゲ

ームを以降ではMMOLG(Modified MOLG)と略記する． 

 

 

図 6-1 加入人数を変更した MOLGの図 

 

以上のような変更点を加えた以外の仮定は大林(2013)に従うものとする．なお，

ゲームの開始時点 1t では，すでに集団に n人いる状態から始める．このとき，

自分が援助される直前の K 期間は援助する( KM 戦略に従う)誘因があるかどう

かを分析する．なお， 戦略のアルゴリズムは以下の通りである． 

(1)自分 )(ti が協力期以前にいるとき 

当事者 )(1 t が過去にいかなる行動をとっていたとしても非協力をプレイする． 

KM

  

 

・・・・・・・・ 

・・・・・・・・ 

      
・ ・ ・

1(t) 

2(t) 

3(t) n(t) 

(n+1)(t) p(t) (p-1)(t) 

p 

1-p 

n人(期間) (p-n)人(期間) 
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(2)自分 )(ti が協力期にいるとき 

当事者 )(1 t の直近の過去 K期間の行動を参照し(ただし，ゲームの初期におい

て協力期がKに満たないときは， 直近の協力期間を参照)，その期間中， 

均衡戦略に従い，1 度も協力者に対して非協力をプレイしなければ，協力

をプレイする． 

均衡戦略から逸脱し，1度でも協力者に対して非協力をプレイしていたら，

懲罰としての非協力をプレイする． 

(ただし， 1T は履歴がないため，協力するものとする) 

 

なお，ここで言う協力者とは KM 戦略から逸脱していない者をさす．また，各

プレイヤーは 1T の全履歴を保持しているので，単なる非協力と懲罰としての

非協力を区別できる．ただし， )1()1()1(1 Ki  のプレイヤーは，プレイ期間が協

力期Kに満たないため，そのプレイ期間のみで判断することにする．このよう

に 11  NT には，協力期がKに満たない者などが含まれる． 

 ここで，事例とモデルを提示したので，特に大林(2013)から新しく導入された

仮定に焦点を当てつつ，事例とモデルの関係を整理する．またモデル分析によ

って何が明らかになるのかを明示しておく． 

 

(集団への加入に関する仮定)集団には毎期確率 pで 1人加入し，それ以外の確率

で 0人加入する． 

 この仮定は，ネットワークユニオン東京が方針転換を行って，加入者を制限

したことに対応している．本来であれば，これまでは毎期 p人加入していたが，

ある期から q人加入するようになった(ただし， qp  )という形で，直接人数を

減らす方が直感的で良いと思われる．しかし，このゲームではプレイヤーのラ

イフステージ(年齢)が既に決まっており，各ライフステージに 1人いると仮定し

ている．そのため，各期に加入する人数が確率的に決まるとすることで，本来

であれば各期に 1 人加入するところを， )1(p 人の期待値で加入するようにし，

人数の減少をモデル化している． 

 

(集団からの脱退に関する仮定)集団でのプレイヤーの在籍期間は皆等しく，自分

が当事者になって他のプレイヤーから支援される機会を得たら，次の期には集

団から離脱する(死ぬ)． 

 実際には解決後もユニオンに残る人が多いと先ほど述べた．しかし同時に，

ユニオンには残るが，他の組合員を支援することはあまりいないということで

もあった．後者の点に関しては，モデルでも，このゲームでは被支援後のプレ

イヤーは当事者を支援する誘因がないことは明らかである．なぜなら 1 度支援
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される機会を得たら 2 度とその機会は訪れないからである．そのため，被支援

後のプレイヤーは相互援助ゲームには影響を及ぼさないということである．そ

のため，モデル上は支援される機会を得たプレイヤーについて考える必要がな

いのである．なおかつこの分析の目的は，加入人数の減少が支援活動に与える

影響を明らかにすることである．そのため，モデルでは，簡単化のために，支

援される機会を得たら直後に集団から離脱するという仮定をおいている． 

 このような集団への加入と脱退に関する仮定をおくことで，現実に生じた集

団人数の減少(加入の制限)後も，なぜ支援活動が持続したのかを明らかにする．

なお，集団への加入脱退とは別に，母集団への加入脱退に関しても仮定をおい

ているが，数学上必要な仮定であり，分析を可能にするという意味はあるが，

分析の内容そのものには無関係である． 

 

 それでは次に， 戦略が均衡になる条件を分析していくことにする． 

(命題 1) 

bqc / かつ bqc  のとき， 少なくとも 1 つのKにおいて， KM 戦略のプロ

ファイルが部分ゲーム完全ナッシュ均衡になる． 

 

(証明) 

 証明の手順は基本的に大林(2013)と同じである．すなわち，まずどのプレイヤ

ーにとっても， KM 戦略からの逸脱のうち協力期 1期目からの逸脱の誘因が最大

であることを示す．MMOLG では，ゲーム初期のプレイヤーと安定期のプレイ

ヤーで逸脱の誘因が異なる．そのため，この逸脱の方法で最も逸脱の誘因が大

きいプレイヤーの逸脱の誘因を算定する．最後に，この最大の逸脱の誘因でも

KM 戦略から利得が改善できないことを示す． 

 証明の 1 段階目は，協力期に 1 度でも逸脱したら支援が得られないという構

造から，MOLG も MMOLG も変わらないことは自明である．しかしどのプレ

イヤーの逸脱の誘因が最も大きいかは明らかではない．なぜならMMOLGでは

加入の人数も集団のサイズも時々刻々変わるからである． 

 

プレイヤーの数         

    協力期 K  

プレイヤーの番号         

 

タイプ 

        

図 6-2 初期( 1t )におけるプレイヤーの番号 

 

KM

2(1) 1(1) K+1(1) n(1) 

1 n-K n-1 n 2  ・・・・ 

n-1(1) ・・・ 

C 

n-K+1  ・・・・・ 

n(1) ・・・・・・ 

 

B A 
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図 6-2を見てわかるように， 1t 時点においては n人のプレイヤーが在籍して

いるが，A，B，Cの 3種類のプレイヤーがいる．Aは当事者となり支援される

だけのプレイヤー，B は協力期がK期間に満たないプレイヤー，C は協力期間

がK期間存在するプレイヤーである．このうち Aと BはK期間協力しなくても

支援が得られるため，K期間協力しなければ支援が得られない C よりも事前に

必要な協力のコストが小さいことは明らかである． 

2t からは集団に加入してくる人数が変わり，集団のサイズが異なってくる

が，以降のプレイヤーはどうなるだろうか．図 6-3 は 2t のある期間を図示し

たものである．今，説明の都合上 5,8  Kn を例に考えることにする．また，一

番左の数字はプレイヤーの番号である．プレイヤー7を例にとってみよう．彼が

通常支援しなければならないのは，プレイヤー2～6の 5人である．しかし今，

プレイヤー2と 5だけが加入し，3，4，6は確率的に加入しなかった．そのため，

プレイヤーが支援しなければならないのは 2 人である．このように加入の人数

が確率的に減ると支援しなければならなくなる人数も減る．今，プレイヤーの

加入は確率的に決まっているので，自分の協力期に支援しなければならないプ

レイヤーの人数の期待値は，Kq人である．したがって，K人を支援しなければ

ならないタイプ Cのプレイヤーよりも協力のコストが小さくなる． 

 

1               
 2              
  3             
   4            
    5           
     6          
      7         

＊実線は加入したプレイヤーを，点線は加入しなかったプレイヤーを表している．また色付部分は協力期を表している． 

図 6-3 集団の状態についての例 

 

それでは得られる支援の量はどうなるだろうか． 2t からは集団に加入して

くる人数が変わり，集団のサイズが異なってくる．そのため，得られる支援の

量も変わってくる．図 6-3で，協力期は 5期間であるからプレイヤー1は最大で

5人(プレイヤー2～6)から援助を得られる．しかし，今，プレイヤー3，4，6は

集団に加入しなかったとする．するとプレイヤー1を支援するはずだったプレイ

ヤーは減り，プレイヤー2，5だけになる．したがって， 2t に自分を支援して

くれるはずだったプレイヤーを含むプレイヤーは得られる利得が少なくなる．

なお，そのプレイヤーの加入数は確率 qによって決まっているので，Kqである． 

先のタイプ A，B，C でいうと C(の一部)がそれにあたる(ただし，nとKの関

係によっては Bの一部も含まれる)．したがって，協力しなければならない人数
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がK人で，協力してもらえる人数がKqであるタイプ C の逸脱の誘因が最も大

きくなることがわかる． 

 

 では次にタイプ C の逸脱の誘因を具体的に計算していく．均衡戦略に従った

場合の期待利得を )(Kg ，協力期1期目に非協力し始めたときの期待利得を )(' Kg

とすると， 

K

K
K

cbKg

c
cKqbKg








)()('

1

)1(
))1(()(








 

 

 両者の差分をとり，大林(2013)と同様に， 1K のときに協力を行う誘因を調

べると， かつ となる．(証明終わり) 

 

第 4節 結果・考察 

4.1 結果 

 上の結果は，きわめて直感に訴えるものである．変化の直後，タイプ C がこ

れから助けなければならない人は，相変わらずK人だが，自分を助けてくれる

人はKq人に減ってしまうのである．そのため，大林(2013)の結果では， bc /

が，互酬性が維持される条件だったが，それと比べると q倍条件が厳しくなって

いる．しかしこの結果は，集団人数の減少に対して，互酬的な制度は，ただ崩

壊せざるをえないのではなく，ある程度の頑健さを持っているということを示

してもいる．先行研究の言うように，互酬的な制度は，集団の流動性に対して

完全に脆弱というわけではないのである．下の図 6-4は，qに対する の下限を

プロットしたものである． 1,5  cb のとき， 2.0q なら の範囲は存在するの

である． 

集団の変化の直後6( )は確かに，協力の制度に対して危機が生じるが，

その後( )の集団の期待人数が 人で安定することはモデルから容易に予想

できる．このとき，支援しなければならない人数は 人であり，逆に自分を支

援してくれる人数も 人となる．すなわち，集団への加入人数が減ればその分，

集団は全体で 倍に縮小するだけで，制度の変化自体には大きな影響を及ぼさな

いのである．つまり，変化の直後さえ制度が耐えることができれば，あとは身

の丈に合った集団サイズで制度は維持されるのである． 

 

                                                   
6 この言い方は正確ではない．しかしゲームの初期状態( )では集団には 人いるが，そ

の後の( )は減り続けるという意味で，「変化」という言葉を用いている． 

bqc / bqc 

nt 1

nt  nq

Kq

Kq

q

1t n
nt 2
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図 6-4 qに対する の下限 

 

4.2 考察 

また事例の部分で，ネットワークユニオン東京は，数より質へと方針転換し

たと説明したが，この「質」というのをモデル上でどのように考えれば良いだ

ろうか．まず考えられるのは，協力期を長くするということである．しかし，

これはさらに困難である．上の条件を見てわかるように，加入人数が減少する

ことにより，協力を維持するための条件はより厳しくなるからである．では，「質」

を利得係数 bと考えてみよう．その場合は，協力を維持するための条件はより緩

くなる．後者の場合，「数から質へ」という方針転換は，加入人数の減少によっ

て協力の条件が厳しくなる一方，利得係数が増えることで協力を維持しやすく

なるという変化を被るのである．したがって，事例から示唆されるように質を

あげたから協力的な制度が維持されているとも，理論的問題から導かれるよう

に，加入人数が減少したから協力の制度が維持されなくなるはずだ，と単純に

述べることはできないのである．制度・行為者・集団の相互関係を考慮しなけ

ればならないのである． 

 ただし集団人数の縮小は，制度の維持されるパラメータを縮小するというこ

とは確かである．それではなぜこのような変化が起こったのだろうか．ネット

ワークユニオン東京が加入の制限を行ったのは，ユニオンの組合員が話し合っ

て決めたことである．本稿ではこうした問いには答えることができない． 

 

4.2 制度の意味的次元 

 モデル分析によって，コミュニティ・ユニオンにおける協力の維持にとって，

必要な新規加入の下限が明らかとなった．またこの知見により，いかに新規の

加入が重要であるかが明らかになった．流動性と協力といういわば制約的な次

元の関係を明らかにしたということができる．本稿ではこうした制約的な側面

に焦点を当てているが，制度の意味の次元に関しても上記の知見から，ある程

度の考察を行うことができる．もちろん意味をパラメータとして組み込んでは
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いないので，意味の変化そのものを問うことはできないが，制約と意味が整合

的になっていると述べることはできる． 

 ここで意味の問題とは，再参入の問題である．たとえば流動性に対して脆弱

な ROSCAの場合，いったん集団から出ていき，その(あるいは同じコミュニテ

ィ内の)ROSCA に再び参入することはできない．ROSCA においてはそもそも

離脱した時点でその行為は非協力行動とみなされて，悪い評判が立つ．そして

再参入にあたってはその悪い評判が仇となり選別で加入を禁止される． 

 それに対して，コミュニティ・ユニオンの場合，離脱そのものでは悪い評判

は立たない．さらに一度離脱して再び入りなおした場合，その人は選別される

どころか歓迎される．東京東部労組ではそのような人を「リピーター」(NPO法

人労働相談センター 2008)と称して丁寧に扱うように心がけされている．また

東京管理職ユニオンでも，労働問題が解決して離脱して，また労働問題が起こ

ったら再び入って，ということを 8，9 回繰り返している男性がいる(東京管理

職ユニオン 2014年 2月 8日 MR氏)．彼は何回も入っているので，今回が何

回目なのか正確にはわからないという．そしてそのような話を組合員は笑い話

にして楽しんでいる． 

 このように再参入という行為は ROSCA とコミュニティ・ユニオンではまっ

たく別の評価・意味づけがなされている．流動性の違いによって同一の行為に

別の意味づけがなされているのである．というのも ROSCA においては，流動

性は危機であったが，本章で明らかにしたようにコミュニティ・ユニオンでは

むしろ制度を維持するために重要な要因だからである．コミュニティ・ユニオ

ンの場合，通常は現実問題として離脱は止められない．そして人が出ていく以

上は同じだけ人を入れなければならない．そのため，入ってきた人が一度離脱

した人かどうかに関わらず，加入自体が重要な資源となりうるのである．一度

離脱した人でもユニオンの中でうまく懲罰の体系が機能すれば，その人は制度

を維持するための重要な資源となりうるのである．そのために ROSCA とコミ

ュニティ・ユニオンでは流動性に応じて，同一の行為に別々の評価・意味が整

合的に付与されていると考えられる． 

また東京管理職ユニオンの場合と違って，本章で分析を行ったネットワーク

ユニオン東京ではむしろ ROSCA に近づいていると述べることができるかもし

れない．すなわち，加入人数が少ないということと離脱にネガティブな意味を

付与するということが整合的に組み合わさっているということである．それに

対して，東京管理職ユニオンのような流動性の高い(加入者数が多い)コミュニテ

ィ・ユニオンでは，離脱に付与されるネガティブな意味はなくなっていくとい

えるだろう．このように流動性の違いによって，加入・離脱に付与されうる意

味や評価の組み合わせが異なることが今回の調査と分析によって示唆された，
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ということができるのではないだろうか． 
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第 7章 コミュニティ・ユニオンにおける協力的制度の発生 

東京管理職ユニオンの事例から 

 

本稿では，コミュニティ・ユニオンの協力的制度に焦点をあて，制度の発生

と集団の生成がどのような関係にあるのかを明らかにする．コミュニティ・ユ

ニオンの援助行動は，間接互恵性に基づいていた．この間接互恵的交換のもつ

時間差という性質からして，助け合いが発生し維持されるためには，後続の人

が加入し集団が発展することが不可欠である．では組合員が少ない設立当時で

は組合員はどのように行為するだろうか．援助行動が規則的にみられるように

なることを制度の発生と定義し，それがユニオンの設立から発展過程において，

いかにして生じたかを明らかにする．そのために，集団の変化を組み込んだゲ

ーム理論モデルを提示する．その結果，集団の拡大は協力的制度の発生に不可

欠であり，なおかつ集団の拡大にプレイヤーの貢献が必要な場合は，初期のプ

レイヤーが集団の拡大に寄与する利他的な行動を行うことが明らかになった．

しかし，集団の拡大にプレイヤーの貢献が必要な程度によっては，利他的な行

動はすぐに消滅し，代わりに争議での援助行動のみが発生し維持されることも

明らかになった． 

 

第 1節 本章の分析枠組み／制度の発生 

第 1 章で述べたように本稿では，制度を「他者の行為に関する期待を安定さ

せ，社会的行為の規則性を生み出す，ルール・信念・規範・組織などのシステ

ム」と定義した．この枠組みの下で，いかにして制度の発生を説明するか，ま

たその場合の「制度の発生」とはいかなる意味を持っているのかを，この節で

明らかにする．そのために，これまでの制度論において，「制度の発生」がどの

ように扱われ，説明されてきたのかを概観していく．なおここでは，第 2 章で

紹介した経済学的制度論と社会学的制度論を扱う． 

 まず社会学的制度論では，制度の文化的・認知的な側面に焦点を当てており，

主に制度はシンボルの体系・認知的スクリプトであり，それらは諸個人に道徳

的・認知的な枠組みを与えることで，「状況の定義」を可能にするものと考えら

れている(Scott 2008)．たとえば DiMaggio and Powell(1991)や Zucker(1987)

は秩序を自明視する認知的視点を強調して，制度は個人に適切さの基準を提供

することで，行動を可能にする文化的ルールの束と考えた． 

 このように社会学的制度論は，制度の認知・文化的な側面を強調するという
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特徴がある．そのため制度は「既にあるもの」や「当たり前のもの」と考えら

れており，それがなぜ，いかにして発生したのかという問題については分析が

弱い．そもそも社会学的制度論の観点からすれば，制度は解釈枠組みであるか

ら，制度が発生するとは，人々が認知図式や現実についての了解を共有する，

ということを意味する(佐藤 1998)．たしかに解釈図式の共有化について，

Berger and Luckman などは学習や習慣化というプロセスの重要さを指摘して

はいる．しかし，そもそも「共有」をどのような状態と定義し，いかなる状況

で認知図式が共有されたり，されなかったりするのかという概念の明確化が困

難であり，十分な分析が行われているとはいえない． 

 均衡としての制度観の場合，ゲーム理論や進化ゲーム理論による均衡分析を

用いた分析が行われる．プレイヤーが制度に従う誘因を数学的に分析すること

により，ある戦略が均衡になりうるパラメータの範囲を確定することができる．

そのため，制度が維持されるメカニズムを明らかにするのに適しているといえ

る．その一方で，特定の制度がなぜ発生するのかについて答えることができな

い(Greif 2006)．その典型的な問題は複数均衡問題である．ゲーム理論の繰り返

しゲームの分析では，個人合理性を満たす均衡は無数に存在する(Fudenberg 

and Maskin 1986)．そのため，そのうちのどの均衡が実現するのかは，均衡分

析からは知ることができない．したがって，均衡としての制度観には，社会学

的制度観と同様に，制度の発生を分析することができないという問題がある． 

それに対してルールとしての制度観では，意図的で問題解決志向的な個人が

みずからの利益になるように制度を設計することにより制度が発生すると考え

る．たとえば Williamson や North といった取引費用経済学では，取引費用を

削減するために生産と取引をコーディネートする企業が生まれたり，取引の前

提となる所有権制度が国家によって整備されたりすると論じている． 

これらのルールとしての制度観は，制度の選択に関しては，アクターの意図

を強調することで説明を試みている．しかしその一方で，制度の選択の問題と

維持の問題は切り離して考えられている(Greif and Kingston 2011)．仮にアク

ターの意図通りに制度的要素(ルールや規範)が作られたとしても，その制度が維

持される保証はなく，個人がそれに従うように動機づけられていなければ，す

ぐに消滅してしまう可能性もあるのである．もし，個人が制度に従うための動

機を分析せずに，設計者の意図のみによって説明を行ったら，「それが必要だっ

たから」，「それが必要な機能を果たしているから」という機能主義的説明に陥

ってしまう．したがって，制度の発生を説明するためには，設計者の意図や既

存の社会構造が個人に適切な誘因を与えることを示さなければならないのであ

る． 

 このように，社会学的制度論と均衡としての制度観は発生について明確な分
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析が行えていないという欠点を持つ．一方ルールとしての制度観は，アクター

の意図から制度の発生を説明しようとするが，それが行動の規則性を持続的に

生み出すシステムになっているかどうかを保証しないため，機能主義的説明に

陥る危険性をはらんでいる． 

 本章ではこれらの長所・短所を補完的に用いて制度の発生を説明することを

試みる．そのためにまず，制度の発生を「所与の社会構造において，(ある行為

者の意図から生まれた)ルールや規範といった制度的要素が，特定の行動の規則

性が生み出すこと」と定義する．このように本章では制度の発生を行動の規則

性の発生と捉える．つまり，社会学的制度論のように，意味の発生を制度の発

生と見なすのではなく，意味の体系を所与として成り立つ行動の規則性に限定

することで，実質的な分析を可能にするということである． 

 また本稿における制度の発生において重要な点は，制度的要素・行動の規則

性・両者の組み合わせである．したがって，制度の発生についての説明は 2 段

階で行われることになる．まずは経験的な事例調査を通じて，所与の社会構造

において，いかにしてルールや規範などの制度的要素が出現したのかを明らか

にする．なお，制度的要素がある特定の行為者によって意図的に作られたもの

であれば，その行為者の意図を社会的な背景から記述することになる1．次に，

それらのルールや規範といった制度的要素を，前提としてモデルに組み込み，

ゲーム理論による均衡分析を行う．それにより，既存の制度的要素が行動の規

則性を維持するのに十分な誘因を提供できるかどうかを明らかにする．このよ

うに，ルールとしての制度観が既存の社会構造や設計者の意図のみによって制

度の発生を説明したのとは異なり，制度の実現可能性を分析することで，ルー

ルとしての制度観にまつわる機能主義的説明の誤謬を緩和する．一方で，制度

的要素の出現に関して経験的記述を行うことにより，均衡としての制度観が抱

えていた均衡の由来や経験的妥当性についての問題を解決することにもなる． 

 なお制度の発生について，ゲーム理論で分析を行うのは，制度に従う当事者

の動機である．仮に，制度の設計者が制度の影響下にない場合は，その動機は

分析から除外され，外生的な変数あるいはゲームの構造として扱われることに

なる．たとえば，本章で扱う東京管理職ユニオンの例では，制度の中心となる

行動は争議の支援であり，争議において支援活動を行うべきであるとされる人

は一般の組合員である．したがってこの場合，一般の組合員が争議の支援を行

                                                   
1本稿では，分析に際して意味や社会構造を所与のものとして扱うが，それ自体も別のゲー

ムの解として分析することもできる．たとえば近年では Skyrmsや Bolwesなどが意味や選

好の発生について進化ゲームを用いて説明を試みている．特に後者は，制度の重層性を強

調し，社会に存在する諸制度の関連についての分析を試みている．しかし本稿では焦点と

なる行動の発生に関してのみ均衡分析を行い，そのゲーム構造を規定する意味や社会構造

の発生についての分析は射程外とする． 
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うための動機を分析することになる．その一方，ユニオンには専従のスタッフ

も存在する．彼ら(の一部)は制度の設計に携わったり，ユニオンの日常業務を担

ったりする重要な人々である．しかしながら先行研究で指摘されているように，

彼らは支援を行うべき人であるとされておらず，また組合員が支援を行うため

に強制力(懲罰など)を行使することもない．そのため，専従のスタッフは均衡分

析の際にはプレイヤーとして組み込まず，外生的な変数として扱うことになる．

なお，どのようにゲームに組み込むかは，事例及びモデルを説明する段階で述

べる． 

 

第 2節 東京管理職ユニオンにおける助け合いの制度の発生 

2.1 東京管理職ユニオンの設立2 

ここでは，制度の発生と集団の生成の関連を分析するための事例を説明する．

ここで扱うのは東京管理職ユニオンにおける協力的制度の発生である．分析の

重要な点である制度的要素の発生と，その制度的要素が行動の規則性を生み出

すようになる過程に焦点を当てて事例を見ていく． 

東京管理職ユニオンは 1993年に，設楽清嗣氏によって設立された個人加盟型

の労働組合である．92 年の末にパイオニアによる指名解雇が起こったことに端

を発し，各企業で管理職の解雇が相次いだ．当時，全労協全国一般東京労働組

合の専従スタッフ(副執行委員長)を務めていた設楽氏のもとに中高年や管理職

の労働相談が多く寄せられた．こうした状況を取材しに訪れていた NHKと朝日

新聞の記者との雑談のなかで組合が作られるきっかけができた．設楽氏がこの

ような場当たり的な相談活動ではなく，きちんと管理職を組織して問題に対処

する組合のようなものが必要だと話すと，記者たちが「それだ！すぐやれ！」

と反応した．設楽氏が「じゃあ来年を目途に作る」と答えると，「それじゃ遅い！

すぐやれ！」と記者たちがさらに後押しをした．こうした記者たちとのやり取

りから，設楽氏は，管理職を組織化し，問題に対処する組合を作ることになっ

た．これが，東京管理職ユニオンの始まりである． 

1993 年の 12 月に結成にあたっては，別の労働組合で活動していた専従のス

タッフがボランティアに駆けつけ 15人で結成のための準備などを行い，最終的

に 12月 20日に結成大会を開いた．その際，結成を後押しした朝日新聞や NHK

の記者らによって，準備から大会までの一部始終を取材された．結成大会当日

                                                   
2 この事例に関する記述は，2010年 9月 24日と 2013年 11月 6日に行った設楽清嗣氏へ

の聞き取り調査に基づいている．ただし後者は筆者だけでなく，神取道宏(東京大学 経済

学研究科)も同行している．これらの調査に基づく場合はその都度明示しないが，これ以外

の聞き取り調査に基づく場合は，その都度情報源を明示する． 
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には組合員やボランティア合わせて 15 人に対して取材陣が 30 人近く集まる展

開になった．その結果，結成当初のメディア露出により，結成大会当日から労

働相談の電話が鳴り止まない状態になった． 

こうした設立時のメディア露出による労働相談者の増加により，設楽氏と相

談経験のある他の組合のスタッフだけでは対応しきれなくなった．そこで，そ

のとき相談に訪れ，組合員になった人に設楽氏が「ちょっと電話を受けてくれ

ないか」と頼んだ．それに対して新規の組合員は「私は相談に来ているのにな

んで相談の電話を私が受けるんですか」と言いつつも相談活動に従事した．こ

うした組合員には相談者として相談活動を行った経験はないが，相談に訪れた

人に対応した．設楽氏は，最初の相談活動はそれほど経験がなくてもよいとい

う．むしろ同じような経験をした人が，悩んでいる人の話をきちんと聞いてや

ることが大事であり，本格的な解決策は組合に入った後，腰を据えてやればよ

いのである． 

また，こうしたことは結成当日の電話相談に限らず，その後もしばらく行わ

れたという．また電話相談だけではなく団体交渉で書類作成の方法などがわか

らない人を支援するなどの行為も見られ，設楽氏が知らない案件もあったとい

う．このように，結成当初から組合員が先に加入した人が後から加入した(する

予定の)人に対して相談活動や団交の手助けという支援活動が見られた．なお，

こうした一般の組合員による電話相談は設立時に見られたもので，組織が安定

してからは基本的には見られない3．1996年 6月と 10月，97年 6月に東京管理

職ユニオンが他のユニオンと共同でおこなった「職場いじめ 110 番」活動の際

に専従のスタッフを増やし，相談活動は専従中心に移っていった．また，組合

員だけでは団体交渉がねじれたり荒れたりする案件もあったため，ほとんどに

専従が関わるようになった． 

さらに先行研究で指摘されていた争議における支援も結成当初から見られた

という．争議活動は先に見た相談活動や団体交渉と違って，参加の人数が必要

になる．そのため，専従のスタッフだけではなく基本的に他の組合員が参加し

なければ効果的な活動はできない．その意味で組合員の助け合いの主たる活動

と言っても良いだろう．争議における支援は，純粋に利他的な行動

(other-regarding behavior)ではなく，他の組合員の支援をしたり交流したりす

ることではじめて得られるものだった．特に最初に争議を行った人は，懸命に

活動をしたり他の組合員に声をかけたりして争議に人を集めることになり，苦

                                                   
3 ただし最近では，専従スタッフの減少から，一般の組合員も電話相談を行うようにしてい

る．このように専従の存在が組合員の相談活動に影響を与えると考えられる．しかし本稿

では，制度はそれに服するように諸個人に誘因を与えなければならないと考える．すなわ

ち，本稿では組合員の誘因に焦点を当て，専従の貢献に関しては，資源や組織構造のよう

に外生的な要因として扱う． 
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労したという．逆に，こうした「仲間作り」を怠った人は誰からも支援されず，

設楽氏と 2人でビラまきをするという案件もあったという． 

このような結成当初から見られた助け合いが機能するきっかけとなった要因

の 1 つは，専従のスタッフの多忙である．当時は設楽氏が 1 人で専従のスタッ

フをしており，運営・相談活動・団交・争議などすべてのことに対応しなけれ

ばならなかった．しかし，とても 1 人ですべてを行うことなどできずに，組合

員同士でなんとかするように促したという背景がある． 

このように，問題に対処するために意図的にユニオンが作られたという経緯，

コミュニティ・ユニオンにおける助け合いの規範，スタッフの多忙などの資源

の不足から実際に規範が機能しだすという 3 つの点は東京管理職ユニオンだけ

ではなく，他のコミュニティ・ユニオンにも見られる特徴である．コミュニテ

ィ・ユニオンの起源と言われる江戸川ユニオンが主婦パートの労働問題に対処

するために設立されている．さらに，江戸川ユニオンにおいても助け合いが強

調されていた(小畑 1996)．彼らのスローガンは「ふれ愛，友愛，たすけ愛」で

あることからもそのことはうかがえる．さらにこうした精神は受け継がれ 80年

代には，ふれあい江東ユニオンや大分ふれあいユニオンなどのように，スロー

ガンの一部「ふれあい」という言葉を関したユニオンが各地に設立されるよう

になった(2013年 6月 3日ふれあい江東ユニオン K氏)．また第 3章で見た，合

同争議の参加率の表にも見られるように，問題解決時に組合員同士で助け合う

ということはある程度のコミュニティ・ユニオンに流布した慣例であることが

わかる．なおかつ福井の調査でも，先に見た設楽氏のように，組合が，紛争解

決のために組合員どうしで積極的に助け合うことを勧めているところも多いと

いうことがわかっている(2012a: 67)．すなわち，助け合いという規範はコミュ

ニティ・ユニオンにある程度通底する規範だと見ることもできる． 

 

2.2 東京管理職ユニオンにおける集団の維持 

支援行動は設立当初から見られていた一方で，東京管理職ユニオンは設立当

時から現在の規模(231人)だったわけではない．設立当時の加入の状況や，いか

なる要因で加入が促進されるのかを見ていくことが必要である． 

東京管理職ユニオンは，設立時には15人から始まり，徐々に拡大していった，

と先に述べた．拡大の要因としては，まずは景気の問題があげられる．正確な

過去のデータは存在しないが，東京管理職ユニオンで加入が多かったのは，90

年代後半の山一證券の倒産や 2000 年代のリーマンショックといった景気が不

安定な時期だったという．また，併行して近年では個別労働紛争(労働問題の当

事者が一人の事案)が増加しており，加入の大きな要因となっている．これらの

社会的な要因により，徐々にユニオンは拡大し，設立から約 10 年後の 2003 年
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時点には 584人になった(設楽 2003: 54)4． 

 次に加入を促進する要因であるが，コミュニティ・ユニオン全般に関して言

うと，福井(2013b)の調査では，ユニオンを知った契機として「職場でユニオン

の活動を見て」「街頭での宣伝活動」を挙げる組合員が 20％以上(N=490， 複数

回答)だった．また，直接活動を見るのではなく，ニュースや新聞あるいはユニ

オンのWebサイトを見て事務所に訪れた人はそれぞれ 10%程度いる．さらに筆

者が帯同した争議では，朝の通勤ラッシュ時に企業の前でビラを配っていたが，

当日配られたビラを見て，後で相談に行きたいという申し出が 5 件ほどあった

ようである(2011 年 8 月 23 日 東京管理職ユニオンの争議行為への観察から)．

このように，集合行為という表出的な行為によって，次の加入者や仲間を増や

すという機能も併せ持っていると考えられるのである． 

 さらに，こうした効果はある程度，組合員も専従も意識しているようである．

新規の組合員を増やし支持者を増やすために，たとえば 2014 年 2月 22 日の抗

議行動では，ビラを 500 枚刷り，全部配布し終わるまで参加者はその場を去ろ

うとせずに活動を続けていた(東京管理職ユニオンの争議行為への観察から)．ま

た東京ユニオンの設立者である高井晃氏は，阪神淡路大震災後に被災労働者ユ

ニオンの結成に尽力したが，結成にあたって交渉や争議を徹底的に行える組織

にまでしたという．その理由を彼は，まともに闘えない組合に誰も入りたいと

は思わないから，組合が持続的に活動できるようにした，と述べていた(2014年

2月8日)．またこうした活動する側からの発言をある程度裏付けるものとして，

加入の動機として「この組合なら自分の労働問題を解決してくれると思った」

という理由を述べる組合員がいた(東京東部労組組合員 2010年5月1日K氏，

9月 11日 S氏)． 

 このことから，コミュニティ・ユニオンに新規の組合員が加入する要因とし

て，まったく外生的な要因ではなく，一種の集団評判効果を想定することがで

きる．集団評判とは，第 4 章で述べたように，その集団がうまくいっている(集

合財の供給に成功している)場合，その成功が集団の「評判」として，集団外の

個人に伝わることをさす．そして，こうした集団の評判によって，集団の外部

の個人はその集団に加入しようかどうかを決定すると想定するのが集団評判メ

                                                   
4 この数字が正確かどうかは判断ができない．というのも東京管理職ユニオンに限らず，コ

ミュニティ・ユニオンでは流動性が激しく組合員の状況を把握することが難しいからであ

る．近年，組合員や組合費の詳細なチェックを行ったところ，組合費を徴収できている人

は全体の 5割を切っていたという(2011年 11月 26日 K氏)．滞納者のなかには自分の問題

が解決し，事務所に来なくなり組合費を滞納するという実質的な脱退者も含まれる可能性

がある．そのため，この 5割という数字をもとにすると実質的な組合員は少ない場合で 250

～300人という可能性もある． 
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カニズムである． 

 さらに設立当初の利他行動は専従のスタッフの代わりに電話相談を受けたり

するというボランティア的な活動も加入を促す効果があると考えられる．とい

うのも，労働相談を通じた加入の割合(加入件数／相談件数)は，東京管理職ユニ

オンの場合約 5 割程度あることからも，相談に来た人に対してきちんと対応し

なければ，その人はユニオンに加入することはまずないからである．こうした

新規組合員の相談といったある種の利他的な活動により，設立当時には新規の

加入を増やすことができたということができるだろう．このように，コミュニ

ティ・ユニオンにおいて新規の加入は，そのユニオンが問題解決能力を持って

おり，また組合員の争議や活動などでなどで対外的なアピールが行われること

が重要であるといえる．  

 

2.2 事例から導かれる問い 

東京管理職ユニオンの設立当初から，組織構造(法適格性を満たした団体)や援

助規範や設立者の意図といった制度的要素の候補が存在していたといえる5．で

は，こうした制度的要素によって争議における助け合いの制度が発生したと結

論付けて良いだろうか．必ずしもそうとは言い切れない要因が 3 つ存在する．

その 1 つ目は，先行研究との相違という形で見られる．大林(2013)では，ゲー

ムの 1 番初めのプレイヤーは何もしなくても 2 番目のプレイヤーから支援を受

けることができた．しかし，事例でみたように 1 番初めの組合員は相談活動を

行ったり，他の組合員に声をかけたりと，かなりの労力を払ってようやく支援

を得ることができた．そのため先行研究で提示したモデルは制度の維持という

問題には答えているようであるが，制度の発生時点での説明には適していなか

ったといえる．  

また疑問の 2つ目は，1点目と関連することであるが，支援の性質と経過に関

するものである．設立当初に見られた利他的行動と争議における支援は「助け

合い」というより広い支援規範に含まれると考えられる．争議の支援は，大林

(2013)と Kandori and Obayashi(2014)が指摘するように，先に加入した人が先

に争議を主宰し，それを後から加入した人が助けるという間接互恵性によって

成り立っていた．一方で前者は，先に加入した設立時の組合員が後から加入し

た(する予定)の組合員に対して電話相談などであり，何らかの貢献に対して報い

るというものではない．その意味で互酬的というより利他的な性質を持ってい

                                                   
5 ここでいう組織は，第 2章で述べたように，制度的要素としての側面を持っている．つま

りユニオンは労働関係という社会的なシステムにおける 1つの要素としての性格を持って

いるということである．このようにユニオンが法適格性満たした制度的要素として存在す

ることによって，ユニオンが企業と交渉を行ったりすることが可能になる．すなわち，組

織を制度として経験する所属メンバーの行為の前提が形成されるのである． 
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る．  

また両者は加入を促す効果を持っている一方，利他的な行為は設立当初に主

に見られ，ユニオンが安定して以降は，争議の支援が主流となった．両者とも

に集団の発展に重要であるなら，なぜ前者は消え，後者だけが根付いたのだろ

うか．設立時には特別に利他的(非合理)が必要だったのだろうか． 

さらに疑問の 3つ目は，人数である．特に大林(2013)では，組合員が貢献し，

それに対して賞罰が行われること，またこうした相互作用を維持するためにユ

ニオンに人が常に入ってくることが助け合いの維持に必要だと指摘されていた．

特に後者の持続的な加入という点は，協力や懲罰といった相互作用そのものを

可能にするという点で重要である．加入なしでは集団も人々の期待も成立しな

い．しかし，東京管理職ユニオンは少人数からスタートしており，助け合いを

維持するのに十分な人的資源が整っていなかったと考えられる．では人数が十

分にそろっていなかった設立からいかにしてユニオンは成長し，支援の制度が

維持できるようになったのだろうか．したがって，問いは以下のようにまとめ

ることができる． 

i) 集団の成長はいかにして制度の発生に影響を及ぼしたのか．また，逆に制

度の発生がいかにして集団の安定を可能にしたのか． 

ii)設立時にみられた利他行動は集団および制度の発展にいかに影響を与えた

のか．そしてなぜそれは消え，争議の支援に取って代わられたのか． 

 

第 3節 集団規模の変化と制度の関係 

 次に，「集団の成長と支援の関係(制度の発生)」，「初期の利他性」という問い

に答えるために，問いと先行研究の関係を見ていくことにする． 

 集団の生成と初期の利他性(非合理性)という要素から制度の発生を説明する

のはまさに閾値モデルの描くシナリオである(既に第 5 章でレビューを行ったの

でここでは繰り返さない)．では東京管理職ユニオンにおける協力的な制度の発

生は閾値モデルで説明できるのだろうか．設立時の利他行動について考えてみ

る．東京管理職ユニオンの場合，先に加入した組合員が利他的だったと仮定し

てみよう．するとその組合員が自分の問題が解決して脱退するというのはいか

にして説明できるのだろうか．利他的だとしたら組合に残り，問題解決後も組

合員を支援し続けることが予測できる．しかし実際にはそうなっていない．初

期の組合員のプロセスを詳細に知ることは今ではかなわないが，東京管理職ユ

ニオンの平成 24 年期組合員管理表によると在籍年数が最長の人でも 17 年であ

り，最初の組合員は既に残っていないことがわかる．設立時の組合員の支援行

動を利他性に帰した場合，脱退の際の合理性との整合性がとれなくなる．さら
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に閾値モデルの場合でも，個人間の異質性を仮定するものの，個人内の行為の

モードの変化自体は扱わない．したがって，設立時の組合員の利他行動を純粋

な利他性(非合理性)と解し，閾値モデルで制度の発生を説明するのには，無理が

あるように思われる．すなわち，設立時の利他行動も，脱退という合理性と一

貫した形で説明する方法が求められるのである6． 

 では次に集団と制度の相互の関係を扱った先行研究を見ていこう．上記の問

題関心，すなわち個人の合理性に基づいて，両者の関連を分析したものには，

Greif(2006 Chapter9)がある．彼は，集団主義的な文化(戦略の分布)のもとで

は，多者間懲罰戦略と情報に対する投資(情報を共有する組織を作る)が均衡とな

る一方，個人主義的な文化のもとでは個人主義的戦略と情報に対する投資の組

み合わせは均衡にならない(組織は発生しない)ことを示し，発生しうる組織と制

度の組み合わせを明らかにした．  

 また，集団の生成と制度の生成を扱ったゲーム理論研究では Kosfeld et 

al.(2009)や鈴木(2012a,b)の研究がある．前者では公共財の供給と懲罰を行う組

織の生成を扱っている．具体的には，集団のうちの s人が参加すれば，懲罰が可

能となるとき，いかなる条件で懲罰を行う集団が生成され，公共財の供給が可

能になるかということを分析している．また後者の研究では，十分に大きなプ

レイヤー集合の中で，K人からなる複数の集団が生成され，離合集散を繰り返す

なかで，いかにして集団が持続的に公共財を供給できるか，ということが分析

されている． 

 しかし，Greifの分析では特定の制度と組織の組合せが維持されるパラメータ

セットを明らかにしたが，両者がどのような「過程」を経たのか，いわば動的

な関連のもとで制度が維持されるか，ということは明らかではない．また，ゲ

ーム理論研究でも，プレイヤーが瞬時に集まって集団が作られ，逆に解散もで

きると仮定されている． 

 一方で，前節で見た東京管理職ユニオンの成立では，ユニオンの設立当初か

ら制度を維持するような，人的・物的資源や組織構造を備えていたわけでも，

すぐに整えることができたわけでもない．むしろ集団が徐々に出来上がってき

たという過程が存在する．本稿では，このような動的な過程を組み込んで，集

団の生成と制度の発生のメカニズムを明らかにすることが必要である． 

その際，注意が必要なのは争議における支援行動と集団との関係である．争

                                                   
6 個人内での行為の意思決定における異なるモードの切り替えを扱った興味深いモデルと

して，Esserの二重過程モデルやKronebergのフレーム選択モデルがある(Kroneberg 2014)．

しかし，彼らのモデルでは，規範がゲーム理論のように相補的な期待ではなく個人内の意

識変数のように扱われている．そのため，個人の行為を被説明変数とした計量分析には適

しているが，複数個人の相互依存関係をモデル化するということが現段階では困難であり，

本稿では扱わない． 
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議の支援は集団などの制度的要素によって可能になる制度の帰結であると同時

に，集団評判メカニズムを介して，集団の生成に影響を与える効果を持ってい

る．このような争議の支援(制度の帰結)と集団(制度の前提)との相互依存的な関

係を明らかにするために，本章では自己触媒作用(autocatalysis)という枠組みを

ゲーム理論に応用する．すなわち，設立時の利他行動や争議の支援が他者を利

するだけではなく，将来の組合員の加入を促す状況をモデル化するということ

である．さらにその加入は，相互作用の前提となる集団を形成し，制度の発生

や維持に影響を及ぼすことになる．それにより，集団と制度が相互に影響を及

ぼしながら発展していく過程をモデル化し，両者の関係を明らかにする．  

 

第 4節 モデル 

4.1 ゲームの定義 

 前章でみた動的モデルを大林(2013)のモデルに統合して，集団の初期から成長

までを定式化する．なお，やや複雑なモデルとなるため一般化は行わず，なる

べく単純に示し集団の生成と制度の発生の仕組みがわかるようにする7． 

)}(4),(3),(2),(1{ ttttN  とし，母集団には 4人のプレイヤーがいるとする．その

中に部分集合として集団(コミュニティ・ユニオン: 相互援助ゲームを行う集団)

がある．ゲームの期数をT で表し，離散で },3,2,1{ T とする．つまり )(1 t は第

t期目において，母集団内で1の番号を持ったプレイヤーであることを意味して

いる．この番号は母集団内での古さの順番を表しており， 4,3,2,1 の順で古いこ

とになる．これに期数 tを組み合わせることでプレイヤーの同一性を保証してい

る． 

プレイヤーは等しく，母集団に 4 期間生存する．また，母集団からは毎期も

っとも古いプレイヤー )(1 t が離脱し，代わりに 1人プレイヤー )1(4 t が参入して

くるものとする．  

次に母集団の中にある集団(コミュニティ・ユニオン)について説明する．第 t期

目の集団を集合 tX と表記する．一方，集団の補集合を tY と表記する．また， tX ,

tY の要素の数をそれぞれ tx , ty とする．任意の t期において tX , tY は互いに排反で

あり，それらの和集合は N に等しい． 

なお，初期は通常のゲームとやや異なる．通常のプレイヤーは母集団に 4 期

間生存するが，初期のプレイヤー )1(4),1(3),1(2 は，順にそれぞれ 5，6，7 期間，

                                                   
7ここで提示するゲームは，プレイヤーが支援者／当事者という 2つの役割を持ち，集団の

状態も変化するため，再帰的な構造をしていない．そのため，均衡の証明において一般的

な 1期逸脱の定理を使用することができない．したがって，このゲームを一般化すること

は困難であり，この点は今後の課題である． 
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母集団で生存する．またプレイヤーの参入・離脱に関しても，初期の 3 期間は

離脱も参入も行われないものとする．なお， 1T は )1(1 のみが集団に所属して

いるものとし， )1(4),1(3),1(2 は集団の外にいるものとする． 

 ゲームの初期の時点での，集合間の移動とプレイヤーのライフヒストリーを，

図を使って説明すると以下のようになる．なおこの図において，全体の太枠線

は母集団を，右端の 4つの灰色のセルは集団を表している．また，集団への加

入はのちに説明するように集団内のプレイヤーの行動によって決まるが，この

図では全員が集団に加入する場合を表している． 

 

1T  

4(1),3(1), 2(1) 1(1)    

2T  

4(2)*,3(2) 2(2) 1(2)   

3T  

4(3)* 3(3) 2(3) 1(3)  

4T  

 4(4)* 3(4) 2(4) 1(4) 

5T  

 4(5)** 3(5)* 2(5) 1(5) 

6T  

 4(6) 3(6)** 2(6)* 1(6) 

 

 

図 7-1 初期の集団の変化 

 

まずプレイヤーの同一性に関して説明する．この図で各期のプレイヤーに太

字，下線，斜体，アスタリスクなどの印が付いているが，同じ印が付いている

プレイヤーが同一のプレイヤーである．したがってたとえば，一番初めのプレ

イヤー(太字)は )4(1)3(1)2(1)1(1  である． 

1T では， )1(1 のみが集団に所属しており，それ以外の 3 人 )1(4),1(3),1(2 は集

団の外に存在している．次に 2T では，新たに )2(2 が加入してきて集団の人数

は 2 人になる． 3T には )3(3 が集団に加入してきて集団は 3 人になる．さらに

4T には )4(4 が集団に加入してきて集団は 4人になるが，その期の終了時点で

一番初めのプレイヤー )4(1 が母集団および集団から離脱(死滅)する．またその代

わりに次の期の開始時点までに )5(4 が母集団に加入してきて母集団の人数は 4

・
・
・ 
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人の状態で保たれる． 

このように，初期の 3 期間は離脱も参入も行われず，初期のプレイヤー

)1(4),1(3),1(2 はそれぞれ 5，6，7 期間生存する．一方， 4T 以降は毎期，母集

団から 1人退出し，1人母集団に参入してくる．また，すべてのプレイヤーは母

集団に 4 期間生存することになる．こうした調整により母集団の人数は常に 4

人のままの一方で，集団に所属している人数を変化させることができる．この

ように移動を 2重に設定することで集団の動的な変化を定式化する． 

次に，集団で行われる相互援助ゲームおよびプレイヤーの行動を定義する．

相互援助ゲームに関しては，大林(2013)と Kandori and Obayashi (2014)と同じ

である．母集団の中でもっとも古いプレイヤー )(1 t が集団にいる場合，当事者と

して争議を行い，集団に在籍するそれ以外のプレイヤーが支援(参加)するかどう

かを選択するものである．争議の当事者となるプレイヤー )(1 t の利得は，

cbmu t )(1 である．ただし，mは )(1 t を含む，争議の参加者数である．また cb 

とする．したがって，争議の当事者は参加者の人数に比例した利得を獲得する．

なお， cb  を仮定しているため，当事者は自分の争議には必ず参加することに

なるためコスト cを負担する．一方で参加者はコスト cを負担するだけなので参

加した場合の 42,)(  iXti t の利得は， cu ti )( となる．参加しなければ，コ

ストを負担しないので 0)( tiu となる．一方， tYtj )( の場合は，ゲームとは何も

関係がないものとし，集団内でいかなることが起きたとしても， 0)( tju とする．

なお，すべてのプレイヤーの利得は割引因子  1,0 によって割り引かれるもの

とし，プレイヤーはゲームを通じた割引期待利得を最大化するものとし，完全

情報を仮定する． 

上でもふれたが，このゲームにおいては，集団に加入しているかどうかでプ

レイヤーのいる情報集合が異なるため，とりうる行動が変わる．そこで， tXti 　)(

のとき，とりうる行動を{参加,利他行動,何もしない}の 3つとする．一方， tYti )(

のとき{何もしない}とする．なお，「参加」とは争議への参加を表している(当事

者としての参加も含む)．また，利他行動とは，次期にプレイヤーを加入させる

ために行う活動で，現実的にはユニオンの設立時にみられた労働相談活動など

に相当する．「参加」と同様に「利他行動」にはコスト cがかかるとする．ただ

し，参加のように利得の移転は行われず，プレイヤーの加入に影響を与えるの

みとする8．この利他行動は，集団の設立期には合同争議を行う機会がないとい

うことに由来し，初期に集団のために行為するかどうかを定式化するものであ

                                                   
8 後から加入する人に対する相談活動に該当するので 1つ後のプレイヤーに利得 bを移転

させてもよいが，計算の簡単化のためにそれはしない．しかしどちらの場合も結果に違い

はない． 
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る．もちろん，安定期において誰かが争議をやっているときに，争議に参加せ

ず利他行動を行うことも可能である．これを組み込むことで，設立時のメンバ

ーだけではなく安定期のメンバーも，後続するプレイヤーを加入させるために

利他行動することがありうるのかどうかを分析することができる．また，「何も

しない」を選択した場合は，それによる利得の獲得は生じず，またコストを負

担することもないものとする． 

次にプレイヤーの集団への加入を説明する．動的ゲーム(退出なし・退出あり)

では，1 期に数人加入することができたが，MOLG にその仮定を導入すると不

都合が生じるので，各期 1 人入れるか入れないかが変わるものとする．そのた

め，集団のうち何人以上が協力したら 1 人加入し，それ未満なら 0 人加入する

ものとする．ここでいう「協力」とは，争議への参加も利他行動も含んでいる．

すなわち，利他行動だけではなく争議によっても新規の組合員は獲得できると

いうことである．これは上述した争議における集団評判効果である．なおこの

仮定は，集団の規模が大きくなるにつれて 1 人が新規の加入に影響を及ぼす効

果が逓減していく，と解釈することができる．先にみた動的ゲームのタイプ 1

に相当する． 

このようにプレイヤーの新規加入は，利他行動と争議の参加人数の合計で決

まるものとする．たとえば，集団の 42 以上のプレイヤーが協力したら 1人入り，

それ未満なら 0人加入するとしたときを考えてみる．集団の人数が 4人の時は，

参加しているプレイヤーと利他行動をしているプレイヤーを足した数が 2 人以

上なら次期に新規プレイヤーが加入することになる．なお，4章・5章のモデル

と異なり，加入の選択をさせる意味がないので，前期の協力者によって直接次

期の加入者の情報集合が決まるものとする．ゲームは以上のプロセスで行われ

る． 

プレイヤーの行動とプレイヤーの移動に関する仮定を述べたので，ここで図

を使って説明することにする．図 7-2 はプレイヤーの加入と移動を表した図で

ある．なお，図 7-1 と同様に全体の太枠線は母集団を表している．なお説明の

都合上，今回の図では下側の 4 つのセルが集団を表しており，上側の 4 つのセ

ルが集団の外を表している．また，プレイヤー番号に付けた印によって同一性

を表しているのも同様である．たとえば今，新規加入に集団の 42 の参加が必要

だとする．第 t期に集団のうちの 1 人しか争議に参加しなかった(つまり，当事

者のみが参加)とする．すると参加率 41 は加入に必要な基準 42 を下回るため，

次期に )1(4 t は集団に加入できない． )1(4 t はこのまま母集団から離脱(死滅)

するまでの 4期間は何もせずに過ごすことになる．次に第 1t 期には 2人参加し

たとする．するとこの期には参加率 32 は加入に必要な基準 42 を上回るので，

)2(4 t は集団に加入できる．このように集団内のプレイヤーの行動によって新
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たなプレイヤーの集団への加入が決まる． 

 

tT   

    

4(t) 3(t) 2(t) 1(t) 

1 tT  

4(t+1)*    

 3(t+1) 2(t+1) 1(t+1) 

2 tT  

 3(t+2)*   

4(t+2)**  2(t+2) 1(t+2) 

 

 

図 7-2 プレイヤーの加入 

 

こうした枠組みを用いて分析を行うが，ここでいったん問いの整理を行い，

分析の結果，何が明らかになるのかを確認する．ここで明らかにすることは，

協力的制度の発生と集団の生成との関係である．また分析にあたって，ユニオ

ンで見られた，集団評判効果や設立時の利他行動を導きの糸として，それらが

援助規範の制度化に対してどのような影響を与えたのか，を明らかにする． し

たがって，集団初期の状態から集団が発展し，援助行動が行われるようになる

までを分析する必要がある．そのために以下の仮定を組み込んだ． 

 

1)母集団のなかに集団を設定する． 

2)集団に 1人いる状態から始める． 

3)新規の加入が集団内のプレイヤーの行動によって決まる． 

4)行動集合に，参加・不参加だけではなく，設立時の利他行動も組み込む． 

 

仮定 1)2)によって，集団規模の動的変化をモデル化している．また，集団の

人数が 1 人からゲームを始めることによって，ユニオンの設立時における少人

数からいかにして集団が発展したかを分析的にトレースすることができる．ま

た，仮定 3)によって集団の発展にはプレイヤーの行動が必要であるという状況

をモデル化し，集団と制度の関係を明らかにすることが可能になる．仮定 4)で

は，争議に必要な参加・不参加だけではなく，設立時にみられた利他行動を行

動集合に含ませた．これにより，複数の行動間の変化をモデル化することがで

きる．すなわち助け合いの制度は，ここでは争議の参加を表しているが，それ

・
・
・ 
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がゲームのある段階から規則的に行われることになれば，それをもって行動の

規則が発生した，制度が発生した，と主張することができる． 

また今回の分析で重要なのは，設立時の集団の状態やプレイヤーの行動がい

かなる過程を経て，先行研究で指摘されていた争議での援助行動が生まれるの

かを明らかにすることである．そのために，争議の援助は直前の 1 期(加入して

3 期目)だけ支援すればよいと固定して，新規の加入に必要な人数を変動させる

ことで分析を行う． それにより，先行研究で指摘されていた援助行動へ行き着

く「過程」にはどのようなものがありえるか，またどのような条件でその過程

は実現するのか，ということを明らかにする． 

なお，ここで問題なのは，従来のゲーム理論研究のような「なぜその均衡が

選ばれたのか」ということではない．上記に述べたような援助規範が，実行可

能な制度として成立しうるプロセスはいかなるものか，ということである． つ

まり，この分析では一連の変化そのものを均衡として分析を行うということで

ある(図 7-3)．すなわち集団に 1 人しかいない状態から分析をはじめ，その組合

員の行動を通じて集団の人数が増えていき，最終的に援助行動(援助規範)が規則

的に表れる状態，すなわち制度の発生までの一連の過程を均衡として分析する

ということである．そのプロセスにおいて集団の発展と制度の発展がどのよう

に相互に影響しあったのかを明らかにする． 

  

 

図 7-3 制度発生の数理的定式化 

 

本格的な分析に入る前に大林(2013)をこのゲームで表現すると以下の図 7-4

のようになる．一番上の数字はカレンダータイムT を表しており，各行はプレ

イヤーの所属と行動を表している．各行の四角く囲ってある部分がそのプレイ

ヤーが集団に所属する期間を表しており，その中の記号はその期の行動を表し

ている．図中の記号はそれぞれ，×が「何もしない」，△が「利他行動」(このゲ

ームでは出てこないが)，○が「支援者として争議に参加」，□が「当事者として

争議に参加」を表している．たとえば，プレイヤー )1(1 は集団に一番初めに加入

したプレイヤーであるが，彼は 1~4 期まで集団に在籍する．1 期目には彼しか

集団に所属していないが，次の期には )1(2 が加入してきて集団は 2 人になる．

なお，各期の集団の人数は縦に見ればよい．たとえば 1T のときは )1(1 しかい

状態 1 
状態 2 

(行動の規則性) 

均衡選択

均衡 A 

状態 1 
状態 2 

(行動の規則性) 

均衡 A 

本研究 
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ないが， 2T は )1(1 ， )1(2 の 2人であり， 3T は )1(1 ， )1(2 ， )1(3 の 3人がい

ることになる．5期目には )1(1 が脱退し，代わりに 1人加入してくる．さらに 4

期目以降は集団に常に 4人全員がいる状態が続いていく． 

 

図 7-4 均衡戦略の見取り図 

 

 )1(1 は特別に加入して 3 期目に何もしなくても支援が得られるものとするが，

以降のプレイヤーは加入 3 期目に条件付き参加を行う． )1(2 以降のプレイヤー

は加入 4 期目に争議を主宰し，次の 1 人のプレイヤーから，条件を満たした場

合は支援を得る．一方で，条件を満たさない場合は，支援は得られない．なお，

プレイヤー )(ti が支援を得るための条件とは，均衡戦略に従って，加入 3期目に

直前のプレイヤー ))(1( ti  を支援することである．均衡戦略から逸脱し，直前の

プレイヤー ))(1( ti  の争議に参加しなかったプレイヤー )(ti は直後のプレイヤー

))(1( ti  から支援を得られない．なお， ))(1( ti  は均衡戦略に従って支援をしな

かった(つまり懲罰としての「何もしない」と認識される)ので，この場合は直後

のプレイヤー ))(2( ti  から支援を得られる．この場合の，協力の条件は加入 3期

目に参加するかどうかなので， bccbcbc   0)()2( である．

なお，この条件は大林(2013)で， 1K のときに協力が成立する条件と一致する． 

 

4.2 「参加人数≧新規加入に必要な人数」の場合 

 まずは，争議への参加人数が新規加入に必要な人数よりも小さくはない場合，

すなわち加入者 1人に対して集団の 41 の協力が必要な場合と加入者 1人に対し

て集団の 42 の協力が必要な場合の 2つの場合を見ていく．なお，両方の場合と

も協力的な均衡は複数存在するが代表的なものを提示する．のちに説明するよ

うに，存在する均衡間の違いは，大きな問題ではない．むしろそれらが持つ共

通の性質の方が重要であり，そのことがわかるように分析を進める． 

 

 

・
・
・ ・

・
・ 

×：何もしない 

△：利他行動 

○：支援者として参加 

□：当事者として参加 

i(t)/ t  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1(1) × × × □      

2(1)  × × ○ □     

3(1)   × × ○ □    

4(1)    × × ○ □   
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加入者 1人に対して集団の 41 の協力が必要な場合 

(命題１) cb 2,  のとき，以下の戦略が部分ゲーム完全ナッシュ均衡になる．

ただし，は 023  ccb  を に関して解いて出た唯一の実数解である9． 

・ )1(1 ：加入して 1期目と 3期目に「利他行動」する 

・ )1(2 ：加入して 1期目に「利他行動」し，3期目に条件付きで「参加」する 

・ )1(3 以降：加入して 3期目に条件付きで「参加」する 

 

・加入 3期目の「参加」に関する条件 

・直前のプレイヤー )(ti (争議の当事者)が均衡戦略に従って加入 3 期目に「参

加」または「利他行動」した場合， )(ti の争議に「参加」する 

・直前のプレイヤー )(ti (争議の当事者)が均衡戦略に従わず加入 3 期目に何も

しなかった場合， )(ti の争議に参加せず，「何もしない」． 

 

この参加の条件が意味するとこは，懲罰としての不参加と単純な裏切りとして

の不参加を区別するということである．今，完全情報を仮定しているので事実，

それは可能である．なお，最初の 4 人の均衡戦略を図で示したのが図 7-5 であ

る(以降は )1(3 および )1(4 と同じである)．基本的な見方は図 7-2 と同じである．

しかし，図 7-4(GRM なし)の場合と違って，プレイヤーの貢献(「参加」または

「利他行動」)によって次期にプレイヤーが加入できるかどうかが決まる．たと

えば， )1(1 が均衡戦略に従って 1T に利他行動を行った場合，次期に )1(2 が加

入できる．同様に 2T に )1(2 が利他行動を行うことで時期に )1(3 が加入できる．

なお， 4t に )1(1 と )1(2 が争議に参加することで時期に 1人プレイヤーが加入で

きる． 

 

 
図 7-5 均衡戦略の見取り図 

 

(証明 1) 

 このゲームは再帰的な構造をしていないため，考えられるパスや逸脱のパタ

                                                   
9 今， cb  を仮定しており，自分の争議に参加するというのは自明であるから

「支援者」としての行動を記述する．また，均衡経路外においてプレイヤーが

集団に加入できなかった場合の行動は，「何もしない」だけしかとり得ないので

省略する． 
 

・
・
・ 

・
・
・ 

i(t)/ t  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1(1) △ × △ □      

2(1)  △ × ○ □     

3(1)   × × ○ □    

4(1)    × × ○ □   

 

×：何もしない 

△：利他行動 

○：支援者として参加 

□：当事者として参加 
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ンをすべて比較する必要がある．そのため，まず3(1)以降のプレイヤーについて

証明し，次に )1(2 ，最後に )1(1 の証明を行う．数学的には初歩的であるが集団の

状態が異なるため，それを考慮しつつ各プレイヤーの逸脱のパタンを 1 つずつ

比較していくことがポイントである． 

 

① )1(3 以降のプレイヤー 

 まず，加入してから 1，2期目の何もしないという行動についても手を変える

誘因がないことは明らかである．したがって加入 3 期目の参加について証明が

必要である． 

まず， )1(3 が加入 3期目に逸脱する場合を考える．均衡戦略に従った場合， )1(3

が )1(2 の争議に参加したら，次の期に )1(4 が支援してくれるので，以後の利得は

)2( cbc   である．一方， )1(2 の争議に参加しない(均衡戦略から逸脱する)

場合，行動としては 2 種類ありえる． )1(2 の争議に参加しない代わりに個別に

「利他行動」を行う場合と， )1(2 の争議に参加せず，何もしない(利他行動もし

ない)場合である．前者の場合，利他行動を行うことで )1(4 は自分を助けてくれ

るので，条件は先と同じ )2( cbc   であり，利得は改善できない．一方後者

の場合， )1(4 は自分を助けてくれなくなるので利得は )( cb となる．よって両

者の差をとって， bccbc   0)( であればよい． 

 次に脅しの信憑性を調べる． )1(3 が加入 3期目に逸脱(利他行動，何もしない)

したとき， )1(4 が均衡戦略に従うかどうかを調べる．まず，逸脱の 1 種類目で

ある )1(3 が加入 3 期目に )1(2 の争議に参加しない代わりに個別に利他行動を行

う場合である．このときの )1(4 が均衡戦略に従う条件は )1(3 が逸脱しない条件と

同じである．したがって )1(4 以降のプレイヤーも均衡戦略に従えば )1(4 は参加す

ることで利得を改善できる． 

次に )1(3 が加入 3期目に )1(2 の争議に参加も利他行動もせず，何もしない場合

を調べる．今，完全情報を仮定しているので何もしないという行動が均衡戦略

から逸脱した行動なのか従った行動なのかを区別できるため，何もしなくても

次期にプレイヤーから支援を得られる可能性がある．その条件は， )1(3 が加入 3

期目に参加する条件と同じ， bccbc   0)( である．そのため，脅し

に信憑性はあり，懲罰として何もしない誘因はある． 

 

②次に )1(2 を調べる 

加入後 2(何もしない)，4(自分の争議に参加する)期目については①と同じであ

る．加入 3 期目の参加については，自分が加入 1 期目に利他行動を行っていた

かどうかで異なってくる．したがって，加入 1 期目に利他行動した場合の 2 つ



 

 
138 

の利得((△×○□)と(△××□))を比較する．その後，加入 1 期目に利他行動し

なかった場合の 2つの利得((××○□)と(×××□))を比較する．その後，2つの

場合の大きいほうを比較する．なお，逸脱のパタンとして，争議には参加せず，

利他行動を行うというパタンも考えられるが①で示したように，参加すべきと

ころで利他行動しても利得が改善できないことは明らかなので省略する． 

 

 
図 7-6 比較必要な行動の組 

 

まず，加入 1 期目に利他行動した場合の 2 つを比較する((i)vs(ii))が，これは

①で示した通りであり，(i)(△×○□)のほうが利得が高い．次に，加入 1期目に

利他行動しなかった場合の 2つを比較する((iii)vs(iv))が，このとき，彼の貢献で

加入するはずだった )1(3 が加入しなくなる． )1(3 は )1(2 を支援してくれるはずの

プレイヤーである．したがって， )1(2 は )1(1 を支援しても，その貢献が報いられ

る可能性はもはや存在しない．したがって，加入 1 期目に利他行動しなかった

場合は加入 3期目に )1(1 を支援する誘因は存在しない．したがって，(iv)(×××

□)のほうが利得は高い． 

最終的に残った(i)(△×○□)と(iv)(×××□)の利得を比較する．前者は

)2(32 cbcc   であり，後者は )(3 cb である．したがって 023  ccb 

を解いて得られた唯一の実数解をとすると   であればよい．また，唯一の

実数解が 10   の範囲に存在するために， ccbf  23)(  とすると，

0)1()0(  ff でないといけない．今， 0)0( f であるから 0)1( f であればよい．

したがって， cbcbf 202)1(  ．  

 

③最後に )1(1 を示す． 

これに関しては )1(2 と同様に，(△×△□)と(×××□)の利得を比較すればよ

く，その条件は cb 2,  である．(証明終わり) 

 

加入者 1人に対して集団の 42 の協力が必要な場合 

 この場合，部分ゲーム完全ナッシュ均衡の 1つとして次の均衡が存在する． 

(命題2) cb 2,  のとき，以下の戦略が部分ゲーム完全ナッシュ均衡になる．

ただし，は(命題 1)と同じである． 

1 2 3 4  

△ × 
○ □ (i) 

× □ (ii) 

× × 
○ □ (iii) 

× □ (iv) 
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・ )1(1 ：加入して 1期目と 3期目に「利他行動」する 

・ )1(3),1(2 ：加入して 1期目に「利他行動」し，3期目に「参加」する 

・ )1(4 以降：加入して 3期目に「参加」する 

・加入 3期目の「参加」に関する条件 

・直前のプレイヤー )(ti (争議の当事者)が加入 3 期目に「参加」または「利他

行動」した場合， )(ti の争議に「参加」する 

・直前のプレイヤー )(ti (争議の当事者)が加入 3 期目に「何もしない」選択を

行った場合， )(ti の争議に「参加」しない 

 

 ここで注意が必要なのは，条件付き参加は(命題 1)のように，単純な非協力と

しての不参加と懲罰としての不参加を区別しないという点である．なお，この

均衡戦略を図で表したのが図 7-7である．これを見ると )1(3 の加入 1期目の行動

が×(何もしない)から△(利他行動)にかわっているだけだということがわかる． 

 

 
図 7-7 均衡戦略の見取り図 

 

(証明 2) 

 まずは )1(4 以降の加入 3 期目の誘因をチェックする．仮にこのときに，直前

のプレイヤーの争議に参加しない場合，次の期には直後のプレイヤーからの支

援が得られなくなる．そのため，利得は )( cb である．一方，支援した場合は

)2( cbc   となり，比較すると条件は bc である．さらに，脅しの信憑性

を調べる．仮に直前のプレイヤー ))(1( ti  が均衡戦略から逸脱し，争議に参加し

なかった場合，協力率は 41 となり，加入に必要な貢献を満たさないため，次の

期にプレイヤー ))(2( ti  は加入しなくなる．すると ))(2( ti  が支援するはずだっ

た ))(1( ti  は支援が得られなくなるため，もはや ))(1( ti  は )(ti 支援する誘因がな

くなる．同様に )(ti も ))(1( ti  を支援する誘因を持たない．そのため，参加しな

いという懲罰は確実に実行される． 

 次に， )1(3~)1(1 の誘因をチェックするが，(証明 1)と上記の証明を組み合わせ

れば示せるため，詳細は省略する．最終的には(証明 1)と同じく， )1(1 の(△×△

□)と(×××□)の利得を比較すればよく，その条件は cb 2,  である．(証明

終わり) 

i(t)/ t  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1(1) △ × △ □      

2(1)  △ × ○ □     

3(1)   △ × ○ □    

4(1)    × × ○ □   

 
・
・
・ 

・
・
・ 

×：何もしない 

△：利他行動 

○：支援者として参加 

□：当事者として参加 
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4.3 「参加人数＜新規の加入に必要な人数」の場合 

加入者 1人に対して集団の 43 の協力が必要な場合 

この場合，部分ゲーム完全ナッシュ均衡の 1つとして次の均衡が存在する． 

(命題3) cb 3,   のとき，以下の戦略が部分ゲーム完全ナッシュ均衡になる．

ただし は 023  cccb  を解いて得られた唯一の実数解である． 

 

・ )1(1 ：加入して 1期目～3期目に「利他行動」をする 

・ )1(2 ：加入して 1期目と 2期目に「利他行動」し，3期目に「参加」する 

・ )1(3 以降：加入して 1期目に「利他行動」し，3期目に「参加」する 

・加入 3期目の「参加」に関する条件 

・直前のプレイヤー )(ti (争議の当事者)が加入 3 期目に「参加」または「利他

行動」した場合， )(ti の争議に「参加」する 

・直前のプレイヤー )(ti (争議の当事者)が加入 3 期目に何もしなかった場合，

)(ti の争議に「参加」しない 

 

 なお，この参加の条件も(命題 2)と同様に単純な非協力としての「何もしない」

と懲罰としての「何もしない」を区別しない．均衡戦略を図で示すと図 7-8 の

ようになる． 

 

 

図 7-8 均衡戦略の見取り図 

 

(証明 3) 

証明のプロセスは証明 2と同様である．ただし，最終的には )1(1 の利得(△△△

□ ) と ( × × × □ ) を 比 較 す る こ と に な る ． し た が っ て ，

0)()2( 332  cbcbccc  であればよい． 023  cccb  を解い

て得られた唯一の実数解を とすると，   であればよい．また唯一の実数解

が 10   に存在するために， cccbf   23)( とすると， 0)1()0(  ff

でないといけない．今， 0)0( f であるから 0)1( f であればよい．したがって，

cbcbf 303)1(  ．(証明終わり) 

i(t)/ t  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1(1) △ △ △ □      

2(1)  △ △ ○ □     

3(1)   △ × ○ □    

4(1)    △ × ○ □   

 

・
・
・ 

・
・
・ 

×：何もしない 

△：利他行動 

○：支援者として参加 

□：当事者として参加 
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なお，ベースラインとなるモデル(GRM なし)の条件 bc と GRM のある場合

の条件aをプロットすると以下のようになる．後者の方が条件としては厳しい

ということがわかる． 

 

 
*横軸はb を，縦軸は を表している． 

破線は を，実線は bc を表している． 

図 7-9  の下限 

 

第 5節 結果・考察 

5.1 結果 

結果をまとめると以下のようになる．どの分析においても利他行動が見られ

先行研究で指摘する争議での援助行動が維持された．また集団は初期の１人の

状態から拡大し，人数は最大の 4 人の状態で安定した．しかし GRM のパタン

によって利他行動が現れるタイミングが異なった．まず加入が外生的に決まる

場合(新規の加入にプレイヤーの協力が必要ない場合)では，先行研究と同様に，

初期の利他行動は見られず，争議の支援のみが維持された．一方で，加入にプ

レイヤーの貢献が必要になる場合は下のようになった．「加入に必要な協力率≦

争議の参加率」( 41 の協力が必要な場合と 42 の協力が必要な場合)には，設立

時の数名のプレイヤーのみが利他行動を行い，その後のプレイヤーが行うこと

はなかった．なお争議の参加率とは，争議の参加者数が集団に占める割合であ

る．しかし，利他行動は初期の数人のプレイヤーのみが行い，一方で「加入に

必要な協力率＞争議の参加率」(集団の 43 の協力が必要な場合)には，利他行動

が出現したが，設立時の数人だけではなく，その後のプレイヤーも全員行うこ

とになった． 

次に懲罰に関しても違いがみられた．加入 3 期目のプレイヤーが何もしない

という選択を行った場合，(命題 1)では，直後のプレイヤーが懲罰として何もし

ないという選択を行うことができた．そして懲罰としての何もしないという選
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択を行っても後のプレイヤーから支援を得ることができ，協力的な関係は維持

された．しかし，(命題 2)と(命題 3)の場合では一度何もしないという非協力が

発生すると，その時点で協力関係は崩壊してもとには戻らない．なぜならその

とき争議の協力率は 41 となり，必要協力率が 42 と 43 の場合では加入するは

ずだったプレイヤーが加入しなくなる．そのため，自分がもはや支援されるこ

とがないという理由から，協力をやめてしまうのである． 

 

5.2 考察 

以上の結果をどのように解釈すればよいだろうか．モデルからわかったこと

を踏まえて考察していく．  

 

制度の発生と利他性(非合理性) 

まず今回の分析では，閾値モデルと違い，合理的な効用最大化の枠内におい

て，設立時の利他行動には十分に誘因があることを示した．設立時の利他行動

は一見すると利他的な非合理な行為に見えるが，合理的な個人であっても十分

に誘因をもつということである． 

ではなぜ，このような結果が得られたのであろうか．争議における支援は先

に加入した人が後から加入した人から支援されるという間接互恵性によって成

り立っていた．すなわち，後から加入してくる人は自分が多くの利得を獲得す

るために必要なのである．また，後のプレイヤーの加入に自分の貢献が必要な

場合，初期のプレイヤーは後のプレイヤーを加入させるための利他行動を行う

合理的な誘因を十分に持つのである．  

一方で，集団初期の人は安定期後の人よりも多くを負担するという問題もあ

る．したがって，普通に考えれば誰も最初の 1人をやりたがらないはずである．

しかしこのゲームにおいては，誰が最初のプレイヤーかどうかがあらかじめ決

まっている．これは，現実に即して言えば，ジレンマ状況に立たされる順番が

外生的に(社会的に)決まっているということである．具体的にコミュニティ・ユ

ニオンの場面で考えれば，労働問題に直面する順番がずれているということで

ある．コミュニティ・ユニオンに訪れる人は異なる会社の従業員であることが

多く，こうした仮定は不思議ではない．  

第 1 章で述べたように，制度は無から生まれるのではなく，社会に埋め込ま

れた形で発生する．ゲーム理論でいうゲームの形式・構造は社会の埋め込まれ

方を表現していると考えられる．今回の順番とはそのような社会およびコミュ

ニティ・ユニオンの性質を反映したものと考えられる．このような流動性(加入

の性質)や組合員の行動によって，組合で強調されていた援助の規範は，間接互

恵的な支援行動として維持されるようになったと考えられる． 
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集団の発展と制度の生成 

また今回の分析の結果，ある流動性条件のもとで，特定の性質を備えた援助

規範を成立させる「集団の発展の仕方(経路)」が明らかになった．分析の結果得

られた条件は，プレイヤー1(1)が利他行動を行うための条件であり，そのための

条件は，全期間何もしない場合よりも，特定の期間に利他行動を行って集団を

発展させ，その後援助してもらうという場合のほうが，合理的となる条件であ

る．したがって，もっとも重要な点はプレイヤー1(1)が 1期目に利他行動をする

かどうかである．この時，集団を軌道に乗せないと互恵的な制度は成り立たな

いのである．なぜなら利他行動をしない場合(均衡経路外)の集団の状態ではすで

に，別様の制度が成立する可能性がないからである．すなわち，集団の発展(経

路)，まさに一番初めの行動がその後に成立しうる制度を絞っているということ

である． 

 

規範の分化 

間接互恵的な支援行動が維持されるようになるメカニズム(制度の発生)に関

しては，上記の説明でよいと思われる．では，なぜ設立時に見られた利他行動

は安定期以降，見られなくなったのだろうか．まさに初期にしか見られなかっ

たがゆえに，設立時の組合員が利他的で特別な存在として見えたのであるが，

利他性が必要ではないということは上で示した通りである．この答えは仮定を

変えた複数のモデルによって明らかとなった． 

今回のモデルでは，援助行動を加入 3 期目のみに固定して，新規組合員の獲

得に必要な人数(割合)を動かしていくことで両者の関係を見た．その結果，(命

題 1)・(命題 2)と(命題 3)で異なる結果が得られた．すなわち，前二者では利他

行動は初期にしか見られなかったが，後者では制度が安定した後でも見られた． 

その原因は争議の支援が，新規加入の機能(集団評判効果)を一部担うことによ

ると考えられる．「加入に必要な協力率≦争議の参加率」では，争議の援助が新

規加入の機能を包摂しているため，争議が行われるようになった後は，特別に

利他行動をする必要がなくなった．そのために安定期後の集団では，利他行動

は争議の支援行動に統合され，消えていく．すなわち，利他行動と争議での援

助はともに「助け合い」というより広い援助規範のもとに存在していたが，後

者が前者を統合する形になったとも言える．一方で「加入に必要な協力率＞争

議の参加率」の場合，争議の支援行動は新規加入の機能を包摂しきれず，利他

行動はのちの集団でも独立した規範として存続する可能性がある． 

このように，利他行動と争議の支援行動が他者を助けるという役割だけでは

なく新規加入を促すという機能を副次的に併せ持つことによって，集団の生成

だけでなく，維持されうる規範の分化・統合が説明されうるのである．仮に「設
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立当初から助け合いの規範(価値観)」は見られたという観察事実だけでは，なぜ

利他行動は設立時にのみ見られたのかということには答えられない．しかし本

章のようにゲーム理論を用いて分析することではじめて，助け合いという価値

観がどのような行動(支援あるいは利他行動)としてなら実現することができる

のか，ということを示すことができた． 

 

第 6節 結論 

 本稿では，東京管理職ユニオンの設立当時を対象として，協力的な制度が発

生するメカニズムをゲーム理論によって明らかにした．また，制度の発生と集

団生成過程も同時に定式化し，両者の関連を明らかにした．また今回はユニオ

ンにみられる集団評判効果をゲームに導入した．それにより個人の行為が集団

の拡大に影響を与え，逆に集団の状態が個人に援助行動を行わせる誘因を持た

せる結果，安定した行動(制度)が発生する過程を明らかにした．いわば，ミクロ

(個人)－メゾ(集団)－マクロ(制度：行為の集積)の相互の関係を分析したともい

える．これらの間をつなぐものが集団評判効果であり，このように行為がその

前提(ゲーム構造)に影響を与えるという過程を応用したのが今回の意義の 1つ

である． 

また今回は，制度の発生を行動の規則性の発生に限定的に定義し，プレイヤ

ーの行動集合に複数の行為を入れておくことによって，ある時期には行動 Aを

していたがある時期からは行動 Bを行うという形で，行動の変化そのものを均

衡として定式化した．これは通常のゲームでは起こりえない．なぜならゲーム

の状態や構造が変わらなければ最適応答も変わらないからである．すなわち制

度の発生と集団の変化は分析上不可分であり，集団の変化を定式化することに

よってはじめてこれが可能になったともいえる． 

このような分析の結果はじめて，一見利他的に見えた設立時の相談活動は，

集団を生成し，協力的な制度を発生させるために極めて重要であることがわか

った．また設立時の相談活動によってユニオンが拡大し，争議での支援が行わ

れるようになったり，専従体制が整備されたりして，新規の加入に組合員の相

談活動が及ぼす影響がなくなると，利他行動を行う誘因はなくなって消滅する

ことが明らかになった．なお調査では，安定期後に表立った相談活動が見られ

ないことから，(命題 1)の状態になっているのではないかと推測される10．東京

                                                   
10 ただし注で述べたように，現在ではときとして組合員が相談活動を行う場面も見られる

ことから，命題 3の状態，すなわち争議活動のみでは新規の加入をまかなえない状態にな

っているとも解釈できる．むしろこうした状態を個人の利他性などから説明せずに，外生

的な要因を変数化し，他の変数との関連を分析することによって，集団の状態や個人の行
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管理職ユニオンの例では規範が統合されている状態であると考えられるが，全

国のコミュニティ・ユニオンの中には援助規範が分離している場合も存在する

可能性もある．たとえば，援助行動が新規加入の機能を包摂できない場合とは，

争議をしてもあまり新規の組合員を獲得できない場合である．たとえば，その

地域では労働問題がそもそも少ないとか，第 1次産業が主で労働者自体が少な

いなどが考えられる．こうした地域では，規範が分離した形で発展したユニオ

ンが観察される可能性もある．また，新規の加入がまったく外生的に決まる(社

会的な要因や専従の活動で足りる)場合は，設立時の利他行動は均衡にはならず，

これも観察事実とは異なる． 

本稿では，コミュニティ・ユニオンの観察から始め，それをモデル化するこ

とで制度が発生する過程を明らかにした．ただし，本稿では関連する制度的要

素すべてを考察の対象にするのではなく，そのうちの集団の変化のみを扱い，

それ以外は所与のものとした．今後はこれ以外の要素も組み込んでいくことで

射程を広げることができる．また分析に用いた集団評判効果や制度の発生の分

析をより一般的な対象に応用していくことも今後の研究課題である． 

                                                                                                                                                     

動が予測できるのはむしろ本稿の分析の利点でもある． 
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第 8 章 結論 

 

第 1 節 得られた知見 

 まず，これまでの分析で得られた結果をまとめる．そのうえで本稿のテーマ

である，集団規模の変化と制度の関係に関する理論的な知見を整理する． 

 本稿の分析の最終的な目標である第 6，7 章のコミュニティ・ユニオンの分析

を行うために，まずは第 4，5 章において，より一般的な形で集団規模の動的変

化と制度の関係をモデル化した．第 6，7 章の分析で必要だったのは， 

 

① 集団規模の動的な変化をモデル化すること 

② 集団規模の動的な変化がプレイヤーの行動の影響を受けること 

 

である．そのために第 4，5 章では，プレイヤー集合として固定された全体集合

を定義しつつ，その中に利得に関連するゲームを行う可変のプレイヤー集合（集

団）を定義することで集団規模の動的変化をモデル化した．また，プレイヤー

の行動が集団規模の動的変化に影響を与える状況をモデル化するために，「集団

評判メカニズム」を導入した．これにより，集団規模の変化と制度の関連を分

析するゲーム理論の基本的な分析枠組みを整えた． 

なお，集団規模の動的な変化と協力の関係をモデリングするための基本的な

方法を提示することにあったため，基本的な公共財供給のジレンマゲームの分

析を行った． 第 4 章では集団からの離脱がない場合，第 5 章では集団からの離

脱が確率的(外生的)に生じる場合を分析した．その結果前者では，自分の貢献に

よって集団の人数が増え，その人数の増加が将来の利得の増加に結びつく場合，

懲罰などの選択的誘因がなくても協力が維持されることがある，ということが

明らかとなった．しかし，加入人数が集団の協力率によって決まる場合，集団

規模の永続的増加が，個人の集団拡大に対する寄与率を下げ，最終的には協力

は維持されないことも明らかとなった．つまり，協力と集団への加入は互いに

互いを維持する関係にあるが，集団規模が大きくなりすぎる場合，その相互依

存関係は崩壊するということである．この分析から，集団規模が大きくなりす

ぎない，すなわち集団からの離脱が生じることが重要な要因として浮上した． 

 第 5 章では，確率的な離脱を組み込んで，この点を明らかにした．その結果，

加入人数が集団の協力率によって決まる場合，集団規模が一定に保たれること
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で，集団への加入と協力の相互依存関係が維持されたままとなった．このこと

はある意味，離脱のポジティブな側面を明らかにしたといってもよい． 

 このように，第 4，5 章の分析から基礎的な公共財供給ゲームにおいて，集団

の拡大が協力の達成を促し，一方で協力の達成が集団の拡大(集団規模の維持)

を促すというポジティブフィードバックが機能しうるということを明らかにし

た．また，この集団と制度の両者のフィードバック関係は，集団評判効果の導

入，すなわち集団と集団外の環境との連結によってはじめて可能になるという

ことが明らかとなった． 

 こうした基礎的な分析を経て，本稿の目的であるコミュニティ・ユニオンの

集団変化と制度の関係を明らかにする分析を行った．第 6 章では，ネットワー

クユニオン東京で見られた集団人数の減少と制度の維持を分析した．なおここ

では，ある時点から加入を制限したということが，それまでの協力の制度をど

う変化させるか，ということに焦点があった．そのため，集団規模の動的変化

のみをモデルに組み込み，集団評判メカニズムは導入していない．特にここで

は辻本ら(2007)や大林(2013)で指摘されていたような，ROSCA 型の制度と流動

性(特に，人数の減少)との関係を明らかにすることを目的とした．その結果，先

行研究で指摘されていたような制度の脆弱性も存在はするが，人数の減少によ

って制度が直ちに崩壊するわけではなく，ある値までは耐えられるということ

が明らかになった． 

 また，明示的に分析に組み込んではいないが補足的に，流動性のある場合と

ない場合で，「離脱後の再参入」の意味付けが異なることを整合的に説明した．

流動性(新規の加入)のある場合では，離脱後の再参入にはポジティブな評価が付

される一方で，流動性のない場合ではネガティブな評価が付されるということ

である． 

 第 7 章では，東京管理職ユニオンにおける協力的な制度の発生に焦点を当て

て分析を行った．ここでは具体的に， 

 

i) 集団の成長はいかにして制度の発生に影響を及ぼしたのか．また，逆に制度

の発生がいかにして集団の安定を可能にしたのか． 

ii)設立時にみられた利他行動は集団・制度の発展にいかに影響を与えたのか．

そしてなぜそれは消え，争議での援助行動に取って代わられたのか． 
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という 2 つの問いを解決することを目的とした．そのため，第 4，5 章で用いた

集団規模の動的変化と集団評判メカニズムをモデルに導入した．また，それだ

けではなく，制度の発生をモデル化するために，争議の支援する／支援しない

という行動だけではなく，設立時の利他行動もプレイヤーの行動集合に組み込

んだ．それにより，後者の利他行動が行われている状況から前者の協力的行動

が規則的な形で生じる，すなわち制度が発生するまでの過程をモデル化した． 

また，争議での援助行が可能な範囲を固定し，集団評判メカニズムを変化さ

せて分析を行った．その結果，どの条件の時に，どのような過程を経て，現実

に観察されたような協力的な制度が発生するのかを特定した．具体的には，新

規の加入に必要な協力率が集団の協力率を上回らない場合には，設立当時に利

他行動が行われるが，その後は争議での援助行動に取って代わられるという観

察事実と一致するということがわかった．また，集団評判メカニズムがない(新

規の加入がプレイヤーの行動によらない)場合は，そもそも設立時の利他行動が

発生しないことも明らかとなった． 

一方で，利得・コスト・割引因子の関係が一定の基準を下回る場合には，設

立時の利他行動は生じず，その結果，制度は発生せず集団も崩壊に向かうとい

うことが明らかとなった．というのも，設立時の利他行動がなければ争議での

支援行動を維持することのできる集団の状態を形成できないため，誰も協力す

る誘因を持たないのである．このことから，設立時の利他行動が集団を生成し，

さらには協力的制度の発生を可能にするという過程が特定され，設立時の利他

的な行動がいかに重要な役割を果たしていたかが明らかとなった． 

一方で，集団評判メカニズムと援助規範の関係によっては，設立時の利他行

動は，集団の安定期以降は消失する場合もあれば，その後も残る場合もあり，

分析によってその範囲を明らかにした．これにより，「助け合い」という規範の

もとに存在していた，利他行動と争議での援助行動が，集団評判メカニズムと

の関係によって，統合・分離される条件が特定できたことになる．すなわち，

争議による新規の組合員の獲得効果(集団評判効果)が，集団を維持するのに十分

な効果を持つ場合は，設立時に見られた相談活動などの利他行動はその役目を

終え，争議による援助に統合されていくということである．その一方で，争議

による新規の組合員獲得が集団を維持するのに十分な効果を持たない場合は，

集団を安定させるために，利他行動は残り続け，両者は分離された形で，その

後も観察されるということである． 
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第 2 節 集団規模の変化と制度の変化 

2.1 集団評判メカニズム  

これらの知見から大きなテーマである集団規模の変化と制度の関係について

の知見をまとめたいと思う．そもそも集団規模が変化するということは背後に，

その集団は人の出入りのある流動的な集団であるということを意味していた．

こうした流動性は合理的選択理論やコモンズ研究では通常，協力を阻害する要

因として指摘されていた．なぜなら流動的な集団の場合，集団に入ってくる人

の事前の評判がわからないという不確実性が発生し，また仮に非協力を行って

出て行ったあともその人に懲罰を課すことが難しいからである．それに対して，

第 4，5，7 章のように集団評判メカニズムを導入した場合，流動性は協力を維

持するための回路を作るということが明らかとなった．特に第 4，5 章では，集

団に参入する個人の評判がわからなくても，また懲罰がなくても，個人の行為(の

創発的結果)にもとづく集団の評判が，外部の人に漏れ伝わるという社会的なメ

カニズムを想定することによって，自発的な協力が発生しうるということがわ

かった．すなわち，集団評判メカニズムによって，集団規模が拡大し，それが

利得の増加をもたらすならば，集団の人数を拡大させるために協力する誘因が

発生するのである．その結果，集団の評判を高めて集団規模を大きくするとい

う「集団のための行為」と個人が利得を獲得するための「利己的な行為」が一

致する．いわば，集団評判メカニズムによって，社会的ジレンマにおける集団

と個人のコンフリクトは解消され，集団のために行為する，ということが起こ

りえるのである． 

 本稿では「個人の行為—集団」の関係の間に集団評判メカニズムを導入し，3

つが密接に関連することで協力行動が維持される可能性を明らかにした．この

ように集団評判メカニズムという集団と集団を取り巻く環境との関係をモデル

化したことは，社会学的な組織研究を発展させるうえでも重要である．第 2 章

でみたように Thompson や社会学的新制度学派は，組織をオープンシステムと

とらえ，組織と組織を取り巻く環境との関係を研究の対象としてきた．特に企

業のように外部の組織との競争関係がある状況では，オープンシステムという

視座は重要である．本稿で提示した集団評判およびそれが発動させる協力のた

めのメカニズムは，こうした視座の必要とする分析枠組みの 1 つを提示したと

いってよいだろう． 
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2.2 集団生成のプロセス 

 特に集団生成のプロセスは第 7 章の分析において重要である．なぜなら大林

(2013)や第 6 章の分析の結果からわかるように，コミュニティ・ユニオンでの

援助行動を維持するためには，集団に一定数の人が加入してくることが必要で

あり，集団がそれに適した状態でなければ争議での支援行動は維持できないか

らである．設立時の利他行動や争議での支援行動によって，集団を一定の状態

にまで拡大させなければ，コミュニティ・ユニオンにおいて援助規範は維持さ

れないからである． 

 第 7 章の分析で，設立時の利他行動が集団を生成するのに極めて重要だった

ことを明らかにした．つまり，集団のために行為する個人がいてはじめて集団

は発展し，その結果として制度(争議での支援行動)が発生しえたのである．しか

し，設立時の利他行動は純粋に利他的な行動(other-regarding behavior)である

必要はない．自分が援助されるのに必要だからこそ集団のために行為するので

ある．そのことはたとえば，第 4，5 章の分析と第 7 章の分析を比べてみればわ

かる．前者では，集団(および集団外)のプレイヤーが等しく利得を獲得できた．

一方で第 7 章の分析では，争議の当事者しか利得を獲得できなかった．そのた

め，前者では全面協力戦略が均衡になったが，後者では全面的な協力は均衡と

はならなかった．なぜなら後者では，自分を援助してくれるプレイヤーを加入

させる誘因しかないからである．つまり自分の利得を増加させる分のみ個人は

集団のために行為するのである． 

 このように，第 2 章で示した図の個人・集団・制度を集団評判メカニズムに

よって結びつけることによって，個人が集団の状態を規定し，その集団が制度

の維持可能性を規定するという影響関係が，ある条件でなら，成立するという

ことが明らかになった． 

 

第 3 節 今後の課題 

3.1 集団評判と懲罰 

 最後に今後の課題をまとめて本稿を締めたいと思う．集団評判メカニズムは

懲罰と同等の機能を果たすと述べた．しかし実際は両者の関係はそう単純では

ない．第 7 章の分析では集団の初期には人数が少なく，個人が集団に与える影

響力が比較的大きいことから，1 人の逸脱者が出るだけで集団は崩壊に向かって

しまった．人数を増やした場合，逸脱者を懲罰する場面でおそらくこれと同じ
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プロセスに陥る可能性がある．すなわち懲罰としての「何もしない」という行

動によって新規加入に必要な参加人数が得られなくなることが起こり得るとい

うことである．もちろんこれを解消するための方法もないわけではない．懲罰

者が「何もしない」という行動ではなく，代わりに「利他行動」を行うなど逸

脱者を懲罰しつつも集団の生成にかかわることができればよいのである． 

 第 4，5 章では，公共財ゲームに参加するかしないかの選択肢しかなかった．

そのため，おそらくは懲罰を組み込むと集団評判メカニズムと不整合を起こす

可能性もある．しかし上で述べたように別の選択肢を組み込むことで，集団の

成長を可能にし，制度が維持される可能性もある．このようなモデルの複雑化

はある意味では望ましくないことかもしれない．しかしそれによってたとえば，

より複雑な機構を備えた企業などの分業の発生や維持を説明できる可能性もあ

る．したがって，このような発展をさせる前に集団評判メカニズムと懲罰の関

係を明らかにし，発展させることが必要である． 

 

3.2 組織概念と集団評判メカニズム 

 本稿では，組織を，制度の 1 つであると同時に制度的要素の 1 つでもある，

と定義した．こうした定義は第 4，5 章の集団評判メカニズムを導入したモデル

で一部は表現されている．つまり，組織の集団(人の集まり)という側面に制限し

て，集団内部の相互作用と集団の外の関係を統合的にモデル化したということ

である．それによって懲罰のような選択的誘因がなくても，集団内部での協力

が維持されるという新たな知見を得ることができた．しかし，集団内の相互作

用と集団の外の関係をモデル化したと言っても，それは集団の外の人がその集

団を選択して加入するという比較的単純な関係のみに限られている．そのため，

組織が社会において制度的要素の一部であるという側面が十分に活かされてい

ないことは事実である． 

また第 7 章で，コミュニティ・ユニオンという組織が社会的な労働関係や法

体系という制度を形作る制度的要素の 1 つであり，まさにそれゆえにユニオン

の組合員は交渉や争議を行ったりすることができる，と指摘した．つまり，コ

ミュニティ・ユニオンという組織が制度的要素の 1 つであるがゆえに，組織は，

それを制度として経験する構成員の行為の前提となりうるのである．組織が制

度であり，同時に制度的要素でもあるということは，このような行為と行為の

前提という重層的な構造を分析するうえで極めて重要である．しかし第 7 章で
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は，制度的要素という側面，すなわち行為の前提をモデルの構造として外生的

に定義した．そのために，重層的な構造の関連が十分には分析されていない．

今後は，このような組織とそれを取り巻く社会的なシステムという重層的な関

係を十分にモデル化できるように発展させていくことが課題となる． 

 

3.3 意味と制度 

 本稿では，社会的な意味の枠組みを所与のものとして扱い，そのうえに成立

する相互作用や期待がいかにして安定するかを分析した．そのために，社会学

的制度論が主張する意味の問題を直接扱うことはできなかった．ただ，補足と

して第 6 章で論じたように，行動と意味が整合的であると述べただけだった． 

 しかし，近年では意味の問題を分析する道具が整いつつある．第 2 章で挙げ

た White，Skyrms，Gintis，Bowles などがその先駆的な役割を果たしている．

特に，意味の発生や変化は社会学的には大きなテーマの 1 つである．特に社会

学的制度論において，制度の発生とは意味の発生を表していた．そのため，社

会学の研究分野において，意味の発生は制度の発生を説明するために必要不可

欠である．先行研究の知見を応用しつつ，こうした意味の問題に挑戦できる分

析の枠組みを整えることも今後の重要な課題といえるだろう． 

 ただし，意味の問題への応用の萌芽は本稿でみられていないわけではない．

本稿で扱った集団と制度の相互作用がそれである．本稿では，相互作用の前提

としての集団と実際の行動とのフィードバック関係を分析した．いわば前提と

帰結の相互作用を分析したのである．本稿で扱った集団(前提)と行動(帰結)の相

互規定関係を，意味(前提)と行動(帰結)の相互規定関係に応用することでモデル

化できる可能性がある．また，本稿で分析した集団の外の環境と集団との相互

作用は，White が論じるような Netdom(Network と Domain を組み合わせた

White の造語)ごとの意味の切り替え(Switching)という概念を分析するための

枠組みを提供できる可能性もある．ただし実際に応用するには多大な労力が必

要となるだろう．本稿で提示した枠組みを進化ゲーム理論やシミュレーション

によって，より柔軟に動的過程を扱える道具にする必要がある． 

 

3.4 モデルの検証 

 本稿では，経験的研究と数理的研究を組み合わせる方法をとることによって

単一の方法では困難であると考えられる知見を得ることができた．たとえば，
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第 6 章で扱ったネットワークユニオン東京での急激な加入人数の減少や第 7 章

で扱った東京管理職ユニオンの設立当初における協力的な制度の発生は，現在

では経験的調査のみによってメカニズムを特定するには不十分な量のデータし

か残っていない．そのような事例を，残されたデータから数理モデルによって

再構成することで，観察不能な過程やメカニズムを分析的に明らかにすること

ができたことは，この研究においてなしえた貢献の 1 つである． 

しかし，本稿で用いた経験的研究とは事例調査であり，モデル化の前提を提

供するものだった．そのため，経験的なデータによってモデルの含意を正式な

手続きのもとに検証するという作業を行ってはいない．現実の事例を説明した

と強く主張するためには，こうした検証の作業は欠かせない．本稿で提示した

モデルが単なる「ありそうな仮説」でしかない可能性もあるのである(浜田 

2001)．さらに言えば，くり返しゲームのモデルを検証するための決まった方法

はいまだに確立されていない(Greif 2006: Chapter11)．今後は，検証のために

必要な手続きやデータを探索することも課題となる．むしろ本研究では，経験

的対象と数理モデルを往復する作業を行っているため，モデルやモデルの含意

を検証するための方法に関して何らかの貢献をなしえる可能性もある．そのた

め，経験的研究と数理的研究を用いて，よりよい形で社会を理解し説明するた

めの方法を模索していくことが今後の研究課題となる． 
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